
 - 1 - 

第７日目（９月１３日） 

○議   長（若井達男君）  おはようございます。散会前に引き続き、本会議を開会い

たします。 

○議   長  ただいまの出席議員数は２６名であります。 

これから本日の会議を開きます。 

なお、副市長、公務のため午後１時から３０分程度中退、病院事業管理者、公務のため欠

席、それぞれ届出が出ております。これを許します。 

（午前９時３０分） 

○議   長  本日の日程は、一般質問といたします。 

なお、質問回数は、一括質問一括答弁方式は３回まで、一問一答方式は無制限とし、質問

時間制限はいずれの方式も一人３０分以内といたします。１回目の質問に限り登壇して行っ

ていただきます。また、質問内容を制限するものではありませんが、極力皆さん方から簡潔、

明瞭に質問、また答弁をしていただくようご協力のほどお願いいたします。 

順番に発言を許します。質問順位１番、議席番号１０番・牧野 晶君。 

○牧野 晶君  おはようございます。それでは通告にしたがいまして、一般質問をさせて

いただきますが、２年前の９月議会中にも３番目の子どもが生まれました。その時、一般質

問が１番目でした。今回４番目が見事また議会中９月８日に生まれましたが、今回も議長の

くじ引のおかげで１番となりました。うちの子どもにとってはこういう点でも１番に恵まれ

てほしいなという思いがあったので、本当に引いていただきました議長さんにはありがとう

ございますと思って、一般質問をさせていただきます。 

１ 市民スポーツ振興を 

 それでは市民スポーツの振興を。今回はスポーツについて取り組んでいきたいと思います。

一つは非常に市の制度の中で有効に活用されている点があると思いますが、棚村基金につい

て質問したいと思います。棚村基金とは、例えばスポーツに貢献、これからオリンピックに

出ますよとか、例えば世界選手権、アジア大会、国体等に出る人がこの棚村基金の中から推

奨金をいただいて旅費等、またこれからの大会の足し、スポーツの足しにしてもらうという

ことで非常にいい制度というふうになっておりますが、一部で今もう時代に合っていないと

ころもあるので、そこのところの市長の考え方をお聞かせいただきたいと思います。 

というのは、４月に日本サッカー協会より、南魚沼の中学校の生徒がアジア大会、アンダ

ー１４だかに選出されました。これが私は棚村の対象になるのだろうなという思いで聞いて

おりましたら、実際はならなかったということです。ならなかった理由というのは聞くとこ

ろによると、順位を決めない大会だからというふうな、これはアジアの中の８か国から９か

国が中国に行って試合をするわけですが、順位が決められないからこの棚村基金の趣旨に合

わないというのは、ちょっと私はいかがなものなのかというふうな思いがあります。 

１４歳以下では日本サッカー協会の一番となるこのアジアサッカー大会に出ても、要は何

も市として応援ができないというのは、本当に不備があると思います。私はいろいろな点で
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順位が決まらない、これはまたスポーツによっていろいろな考えがあると思います。このサ

ッカー大会というのは順位を決めないまでも、各国といろいろな競技をして己のレベルアッ

プをして、日本のサッカー、そしてこのアジアのサッカーを高めていこうかという非常にこ

れからの将来有望ないろいろなことを考えての、そういう趣旨の下の大会であります。順位

が決まらないといったって子どもたちは順位を決める、勝つために、そして技術を磨くため

に一生懸命やっているのに、この基金の対象にならないということは、私は今の制度に合っ

ていないのではないのかなという思いがあります。 

これだけではなくもう１点。例えば市民スポーツというふうに棚村基金の方で、あと音楽

とかそういう交流をする場合についてはまたいろいろな支援があったりもします。が、例え

ば音楽の大会、南魚沼には日本の全国ＤＪ選手権で優勝したような方もおり、今度イギリス

の方でその世界選手権に出て行くこういう方もおりますが、支援がこういうふうなものもま

た引っかからないということです。では例えば世界的なピアニストが出た場合、うちの市で

は例えば海外オーストリアに演奏に行くということになっても、そういうきまりがないので

何も支援ができないという状況にあります。 

昔はこれでよかったのかもしれませんが、今はいろいろな点でいろいろなことを想定して

時代に沿った対応をした制度となるようにしていくというのは、ひとつ大切なことだと思い

ますので、そういう点で市長の考え方をお聞きしたいと思います。 

 ２点目は、もう一つ南魚沼市では公用車の使用規定というものがありまして、例えば全国

大会等いろいろな地域に行く時、新潟県の予選会とかを勝って大会等へ出て行く場合は、バ

スなんかの運行がありますが、これは例えば１０人以上でないとだめとかいろいろなきまり

があります。体育関係であれば、市が主催又は共催する事業でおおむね１０人以上の時。友

好都市を提携しているさいたま市、深谷市、米沢市、いすみ市とのスポーツ交流試合を行う

時。対象スポーツ大会は各地区、地域の予選を勝ち抜き南魚沼市を代表として県大会以上の

大会に出場する時。その他、社会教育課長及び財政課長が特に認めた場合は許可する。ただ

し、該当する諸費用等は、高速代等は原則利用者団体の負担とするということになっている

のですが。 

こういう点で今はなかなか。過去であれば保護者なんかが「では今日はうちの車を出すよ」

とかそういうことであったのですが、ちょっと数字は忘れましたが、過去に例えば全国の関

西というかむこうの方で、高校野球のバスが横転しそれで１名の選手が亡くなりました。そ

ういうこともあり一部のスポーツ競技では、バスを借りて、要は民間のバス会社さんから借

りて運行すべきというふうな指示の出ているサッカー協会――サッカー協会なんて言ってし

まいましたが――そういうふうな通達が出ている競技もあります。ほかの事業でもやはりそ

ういういろいろな事故のことを考えるとちょっとちゅうちょしてしまう。中には遠くまで行

く時とかちゅうちょしてしまう、そういうふうな状況があるので、こういう点なかなか私た

ち２５歳から４５～５０歳の子育て世代の中では、こういう精神的、また経済的負担という

のも多大になっている点もあるのです。決して送り迎えをしたくないということではなくて、
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どこかでもう少し支援をする必要があるのではないか。そういうことによってこの南魚沼の

スポーツ振興が図られていくのではないかなという思いがあり、この質問をさせていただき

ます。 

２ 市民の所得について 

 １番の市民スポーツ振興はこの２点でおしまいとしまして、次は市民の所得について。当

然力強い市、南魚沼市になっていくには、要は工業力がある、農業がある、商工業がある、

働く場があるとそして一定の所得がある、こういうのが大切な要件だと思います。当然これ

に心の問題等もありますがちょっと私が聞いてみたいのは、市長の方で今の市民所得、年齢

別の平均値、これはちょっと出せないというふうな回答をいただいたのですが、あえてここ

で聞くのは、そういうのは分析というものが必要ではないかとの私は思いがあり聞いていき

たいと思います。 

今の市内の年齢別の所得が把握できないにしても、では、市長の考える年齢別、家族構成

によって大体このくらいの所得が家族や個人、これで必要ではないかというものも一定の目

安として、市長の考え方を聞いていきたいと思います。そして何より所得向上を目指すこと

は、本当に活力ある市にとって大切だと思います。例えば子どもを育てる、例えば家を建て

る、例えば娯楽をする、こういうことがいいことの循環になり本当に力強い市、魅力ある市、

こういうことになっていきます。 

かといってお金だけあればいい環境があるかというと、そうではないという点もあります

が、現実問題として所得というものも非常に、中には夫婦共働きでなかなか子どもの面倒が

見られないということで子育てがおざなりになっている、なかなかできないというふうな家

庭環境もあります。そういう点をクリアするにはやはりある一定の所得というものは必要で

はないのかなというふうな思いがあったりもするので、こういうことについて市長の考え方

を聞いていきたいと思います。以上、大まかにいうと２点、壇上からの一般質問を終了させ

ていただきます。 

○市   長  おはようございます。今日から３日間、一般質問でありますのでよろしく

お願い申し上げます。冒頭に７日の開会日に私がいまだ未熟なために仏に成りきれず、議長

の制止まであったかどうかはいかにして、不規則発言がございました。前回の定例議会で仏

の井口になると約束しながら、それを実行できなかったわけでありまして、仏どころかいま

だ木鶏たりえずと。未熟さを十分感じたところでありますが、これからまた気をつけてまい

りますのでまずもっておわびをひとつ申し上げます。 

１ 市民スポーツ振興を 

 牧野議員にお答え申し上げます。棚村基金の拡充でありますが、これは後ほど教育長の方

から制度、いわく因縁、故事来歴も含めて申し上げますけれども、今、議員がおっしゃって

いただいたように、やや、やはり制定当時と現在の状況が変わってきていることは事実であ

ります。それらも含めて今後、文化・スポーツ奨励棚村基金審査会というものがございます

ので、これらの方に諮りながら改正ができる部分は改正をして、そして大勢の皆さん方から
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対象になっていただけるような方向を検討してまいりたいと思っております。 

 バス支援でありますけれども、これも教育長の方で答弁しますのでよろしくお願いいたし

ます。 

２ 市民の所得について 

 ２番目の市民の所得についてであります。まず最初に把握がなかなかでき得ない。そして

市長の考え方はどうだかと言われますと、年齢別、家族別、あるいは家族構成別、いろいろ

ありまして一概にこのくらいの所得が適当だということは、私の口からはちょっと申し上げ

られません。ですので、全国的なデーター等を見た中で感想的なことも含めて申し上げます

けれども、今、私どもの方で把握している市民所得につきましては、県が市町村民の経済計

算こういうものを出しているわけですが、その中の数値しかございません。 

これも今２２年ですけれども、やっと１９年の数値が最新ということになっているわけで

あります。それによりますと南魚沼市は平成１９年一人当たりの所得が２４２万円でありま

す。では県はどうだろうかというと県民平均は２７２万円、国の平均は２９３万円というふ

うに数値が出ておりまして、それぞれ対県ではマイナス１１パーセント、対国ではマイナス

１７.４パーセントという数値的には高いところではありません。 

県や国との数値として比べて低い傾向、これはやはり平成１０年から平成１９年の１０年

平均では、対県ではマイナス８.２パーセント、国ではマイナス１２.２パーセントということ

ですので、一番新しい１９年の数値は最も差が大きくなっております。ですので、そういう

面ではやはり憂慮すべき状況だろうと思っております。 

これをアップする、これはひとえに皆さん方から所得を得る仕事をまずしていただかない

とならない、仕事に就いてもらうということが一番でありますので、その就労の場を市とし

てきちんと提供できる体制を作っていかなければならない、ここが一番だと思っております。

今、特別具体的にすぐにこういう状況が出てきて好転するということはございませんけれど

も、前々から申し上げておりますように、基幹病院関連の中での健康関連産業これらの誘致

や起業も含めて、早くそういう数値の解消をねらっていきたい。 

去年は皆さんご承知のように「天地人」の中で大変大きな経済効果もあったわけでありま

すし、相当大勢の皆さんから訪れていただいたということであります。これが一過性になっ

てはならないということで「戦国エキスポ」もやっているわけでありますし、先般の初日の

補正予算で議決いただきました兼続通り等の支援といいますか、これらもやっているわけで

あります。けれども、これもではすぐにぽんと半年や１年で結果がぱっと出るかといわれま

すと、これは非常に厳しいわけであります。地道にそして確実に就労の場をまず増やすと、

ここに取り組んでいくということを今申し上げる以外にはなかなか明快な答弁ができるとい

うことではあり得ませんので、またそれぞれ具体的なご指摘等がございましたら、再質問の

中でご指摘をいただきたいと思っております。私の方からは以上の答弁であります。 

○教 育 長  １ 市民スポーツ振興を 

それでは棚村基金のことと、全国大会等へのバスの支援の関係について答弁を申し上げま
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す。議員もご承知のことではありますが、棚村基金についてちょっとお話をさせていただき

ます。これは市内長森出身の棚村幸作さんという方が、東京や大阪で随分努力されまして大

きな財産をつくられたわけですが、その中から１億円を当時の六日町にご寄付いただきまし

た。まさに文化・スポーツの振興に役立ててくださいということでございました。これを原

資といたしまして、この利息から文化・スポーツの支援、推奨金を交付してきたところであ

ります。 

文化面では、当初は１年おきに小学生、中学生というふうなことで対象に、例えば舞台芸

術を鑑賞させるというふうなことでやってまいりましたが、近年はずっと小学校の４年、５

年、６年生を対象にした演劇鑑賞というふうなことでやっております。 

スポーツの分野でありますが、ご指摘のように全国大会等々に出場する選手に推奨金を交

付しております。これはとても旅費等の足しになるというほどの金額のものではございませ

ん。例えば国際大会、オリンピックに個人で出場される場合１０万円、これはちょっと大き

な額になりますが、アジア大会等で５万円、団体の場合ですと１団体最大で２０万円という

ふうな額であります。国内大会ですと、国民体育大会でも２万円というふうな額でありまし

て、まさに市民を代表して何といいますか、せん別を差し上げるというぐらいの水準であり

ます。 

それはそれといたしまして、議員がご指摘のようにもっと幅広くということでありますし、

そして恐らく内容の充実ということの中には、今申し上げた推奨金の額の引き上げというふ

うなことも含まれてくるのかなというふうに思います。けれども、この１億円の基金を原資

としてそこから生じてくる利息というふうなことでやっておりますので、ずっと低金利状態

が続いております関係で、なかなか思うようなことができていないというのが実態でありま

す。 

それはそれといたしまして、議員ご指摘のように、かつては例えば中学生であれば中体連、

高校であれば高体連というふうなところが主催するスポーツ大会が主流でありました。今で

も主流はそうでありますけれども、それ以外の大きな大会というものが続々とできてきてい

ると、これも議員のご指摘のとおりであります。したがいまして今後この１億円の運用方法、

あるいはこれを一部取り崩すのか、あるいは一般会計から一部補填、補助ができるものなの

か、その辺のことも含めて内容の充実については検討していく必要があるとこのように思っ

ております。 

また、文化的な活動についても全く同様であります。現状では市民、あるいは中学生も含

めてでありますが、音楽の分野で全国大会に出場するというときに応援できる根拠がないと

いうのが実態でありますので、この辺も含めて検討をするいい時期にきたのではないかなと

このようにも思っております。今後検討させていただきたいと思います。 

なお、アンダー１４の場合でありましたが、この棚村基金の推奨金の支給基準の中の予選

会がないということと、議員ご指摘のようにその順位が決められる大会ではないということ

で、対象外となったところであります。そこに全国を代表して出場された選手の皆さんには
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大変申し訳なかったなとこんなふうに思っているところであります。これが棚村基金につい

てであります。 

 バスの支援でありますが、これも議員がご指摘のように、市では運転員の業務の支障のな

い範囲ということが大きな制約条件であります。バスは空いているけれども、運転員が――

運転員も当然のことながら一定の休暇は必要であります。したがいまして、休暇といいます

か、土・日に出れば振替とかそういった休むことが必要でありますので、バスが空いていて

も運転員が確保できないために使っていただけないということもあり得ると思います。 

部活のバスにつきましては、バスは空いているのだけれど運転員がいないという時に、最

近でありますが、シルバー人材の方から大型の運転員、運転免許を持っていてしかも十分経

験もあるというふうな方がおられる場合、そういう方をお願いして市のバスで運転をしても

らうというふうなことも始めたところでありますので、この社会体育の分野におきましても

同様なことができないか、これは検討させていただきたいとこのように思っております。 

いずれにいたしましても、この後のこととも関連してまいりますが、市民の皆さんからい

ろいろなスポーツ活動に取り組んでいただく、スポーツを楽しんでいただく、そして安全に

大きな大会に出場して無事帰ってきていただくと。こういったことは大変必要なことだろう

と思っておりますので、実現に向けて努力をしてみたいと思っております。以上であります。 

○牧野 晶君  それでは順番にいきたいと思います。 

１ 市民スポーツ振興を 

市民スポーツの振興をということで、棚村基金のいろいろな考え、設立の経過についても

わかりましたし、今、金利が少ないということで、なかなか金額が支援しづらいという点は

ありますが。やはり過去は金利がよかったのでいっぱいの事業をやっていたのかということ

になると、それを補填していくのもある意味、基金は基金としての最初のつくりはそうかも

しれないですけれど、過去にはこれだけのサービスがあったのにどんどん、どんどん減って

いったというふうな、旧六日町のことはちょっとわからないので私も言いようがないのです

が、一般会計から入れてでも拡充していくことは大切ではないのかなという思いがあります。 

あと具体的に私が言ったのであれだったのですけれど、サッカーのアンダー１４について、

順位を決めることとあと予選会がないということですが、予選会についてはいろいろなとこ

ろでサッカーの試合をして選ばれていっているわけですよね。例えば日本代表サッカーのフ

ル代表だって予選会なしで行っているわけですから、いろいろなところでふだんの試合を見

て監督がピックアップしていく、ある意味それが予選といえば予選なので。本当にこれから

制度の変更を考えていくことですが、もうちょっといろいろな点でいろいろな角度からして

いただきたいという思いがあります。 

 また、あとバス支援拡充をこれについても回答はわかりましたが、１点目の棚村と一緒に

ちょっと説明をさせてもらいますと、個人のスポーツだけではなくてやはりチームスポーツ

もあるわけですよね。この南魚沼にチームスポーツ、例えばチーム、この南魚沼で何かの球

技のスポーツ、例えばほかのものでもここのところにそれの年齢の対象とするスポーツがな
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いので、よその地域に行ってやったりすることがあるわけですよ。長岡に行ってやったりと

か、例えば十日町に行ってやったりとかしますけど、そういう場合、例えば棚村基金につい

てもチームで出るのでよその地域のチームに行っている方に関しては支援ができませんよ。

また、バスについても南魚沼の人が１０人いてもよそのところ、例えば２０人のチームを１

０人、１０人でつくっていてもそれはよその地域のチームになるので運行できませんよとい

うのも、私はこれもちょっと改善していった方がいいのではないかなという思いがある。 

よその地域では自治体でバスを出したり、中には例えば信越大会に行ったら５,０００円の

支援がある、それが例えば１０人行った時は５万円ですよね、５,０００円を１０人。それを

２０人のチームのよその地域の方も入れたところで割り返して、負担をみんな軽くしていこ

うということもあるわけですよ。５,０００円掛ける１０でチームに５万円入ってきました、

それを同じ地域のその自治体在住の人だけではなくて、南魚沼の方たちが参加しているから

そっちの方は出ないみたいだから、そこも割り返していこうよというふうな非常に温かいそ

ういう運営をしているところもありますので。 

地域が違っても同じチームは同じチームですし、また、いろいろな視点でこの地域にない

スポーツをよそのチームに入ってやっているというものに対しても、何らかの支援をしてい

かなくては、本当に地域のスポーツがすたれていくのではないかな。そういう人たちが核に

なってまた将来この地域にスポーツクラブ等ができていく可能性もあるわけですし、支援が

必要ではないのかなという思いがあります。１点目の市民スポーツ振興については、再質問

はこの辺で。 

２ 市民の所得について 

市民の所得についてですが、市長の方から１９年の資料が出てまいりましたが、私は私の

方でまた全然別の資料なのですがたまたまいろいろ調べている中で、今の３５歳は１０年前

の３５歳よりも年収が２００万円低い、こういうふうな資料が載っていました。これはＮＨ

Ｋと三菱総合研究所が発表した資料でありますが、総務省が５年に１度やっている就業構造

基本調査を基に研究したそうです。３０歳から３４歳が１９９７年は５００万円から６９９

万円でした。しかし、２００７年は３００万円から３９９万円。それと同時に２００万円未

満の所得の方も１.５倍増え、非正規社員も男性では３倍になった、そういうふうな状況があ

ります。 

先ほどの市長の説明の中で、市では２４２万円、県では２７２万円、国では２９３万円と

いうものがあったわけですけれど、やはり国や県よりもこの南魚沼市が低いというのは当然

あるわけだという私は思いがあるわけです。この三菱総研とＮＨＫがやったのでは１９９７

年は５００万円から６９９万円ということで、これから１割を引けば変な話４５０万円から

６３０万円ぐらいの所得が――市長が言われた数字とあわせるというのはちょっと乱暴かも

しれませんが、仮に１割低くした場合になると４５０万円から６３０万円、２００７年に関

しては２７０万円から３５０万円ぐらいの所得。こういうふうな所得にこの南魚沼ではなる

のかなというのも乱暴かもしれませんが、私が持っている税務課の給与所得者の源泉所得税
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の数値でも、やはり３００万円から５００万円、３００万円以下の方がこの市内の就業者の

７５パーセントを占めているという現実をみれば、なかなか厳しい数字になると思うのです

が。 

ちょっと市長の考え方を聞いていきたいのが、過去の一般質問でも市での経済統計とかそ

ういうものを出していくべきではないかという話をしましたが、市長は残念ながら把握でき

ないというふうな答弁が前回もありましたし、今回も給与所得とかそういう点では把握がで

きないということを言っておりました。例えばコンビニでもスーパーでも何でも対象者、要

は一番サービスをねらうところに関しては情報をいろいろとるわけですよね。分析すると思

うので、この分析というのは私は必要だと思うのですよね。そこで分析をして、ではどうい

う職業支援が必要なのか。それと同時にでは職業支援がなかなか雇用支援とかできないので

あれば、経済的負担を軽くする方法というものは何なのかというものを常に考えていかなけ

れば、全然、全然なかなか当ての外れた支援になってしまうので私はこういう点は必要だと

思うのです。市長にこの点大ざっぱなことで申しわけありませんが、市内の経済、景気の上

向きか下向きかというのが分析できないのであれば、給与所得について年齢別等をしっかり

と分析をする。また、市長が考えている――常に少子化、少子高齢化問題、また雇用対策と

いうふうに言っておりますが、ここの分析をしなくてなぜこの対応ができていくかというの

は、非常に問題があるので市長にもう一度お聞きします。目標とする年代別の市民所得、そ

このところ市長の考えで結構ですので、こことあわせて経済指標について答えていただけれ

ばと思います。お願いします。 

○市   長  ２ 市民の所得について 

前段の方は教育長に再答弁をお願いしますが、後段の所得の関係であります。我々がつか

む数字というのは、ある意味きちんとした統計的なものでなければ、推測ではつかんで公表

はできない、このことはご理解いただきたいと思っております。 

所得の部分だけでものを言えるかというと、一番は可処分所得ですね、これがどうでるか

とここが一番だと思うのです。例えば若干給与が低くても、いわゆる使えるお金が自分にあ

ればこれはもういいわけでありますから。いいといういい方はありませんが。今、見ますと、

この間のウオロクの話も皆さん方ご存じだと思いますが、この地域は非常に購買力が高い。

これはどこの業界、小売業界の皆さん方もおっしゃっていますね。南魚沼はやはりすごく高

いのですね。工業出荷額とか商業の関係のこういう卸しだとかそういうのもありますけれど

も、いわゆる小売の額というのは本当にずば抜けて高い地域なのです。何がではそうなるの

かと、ここが我々にはよくつかめません。 

所得というか給与が主ですけれどもそれをある程度出していくと、県よりも国よりも相当

低いと、こういう数値が出ております。どう牧野議員からおっしゃられても、この年齢につ

いてはこのくらいの所得が一番いいのだと、こういう家族構成ではこれが一番いいのだとい

うことは、私の口からも、私もそういう部分は最低このくらいなければという部分はあるに

しても、この程度が適当なんだなんていうことはなかなかわかりませんし、言えません。申
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し訳ないですけれども言えません。 

そういうことでありまして、景気がやはりよくないということはずっとこれはもう実感と

してわかっているわけですね。失業率の問題だとか雇用の関係だとかそういうことはわかっ

ていますし、法人税が下がっていると、これはもう景気が悪い何よりの一番の証拠ですから

これはわかるのです。けれども、個々のその部分については、民間の皆さん方はどういう調

査方法を用いるのかちょっと私もわかりません。わかりませんが、一応公で調査をするとい

うことになるとでたらめなこともできませんし、個人情報をやたらに駆使するということも

できませんので、その辺はひとつご理解いただきたいと思いますけれども。 

私の口から再三申し上げますが、このくらいの所得が適当だということはちょっと申し上

げられませんのでそれはひとつご理解いただきたいと思っております。当初申し上げました

ように、要は就労の場をとにかく増やすと、このことに専念しなければならないとそういう

思いでありますのでよろしくお願いいたします。 

○教 育 長  １ 市民スポーツ振興を 

お答えを申し上げます。市内でなかなか練習できるチームがないといいますか、自分たち

の希望するチームがないというふうなことで、他市のクラブチームに参加している、そうい

った皆さんがおいでになることは承知しておりますが、詳細についてはなかなかつかみきれ

ていないところも多く残っておりますので、今後実態を調査してみたいと思います。それで

恐らく団体で移動する場合、例えば本体はあのバス、私どもの市内の選手はこのバスという

ふうなことはちょっと問題があるのかなという気もいたしますが、バスの件ではなくて推奨

金については今後十分検討していきたいと思います。 

そしてアンダー１４の場合でしたが、議員には大変不満も残ったと思いますし、そこで出

場された選手の皆さんも寂しい思いをされただろうということは私も感じております。ただ、

今の規約、基準の中でいきますと、審査会で諮りましたけれども残念ながら今の基準の中で

はそうだったということであります。これも今後に向けて実態に合うよう検討、改善できる

かどうかも含めてでありますが、つまりさっきの答弁と重なりますけれども、基金を一部取

り崩すという考えに立つか、一般会計から補助するという考えに立つか、どちらかに立たな

いとなかなか拡充が難しいところがありますけれども、それも含めて検討させていただきた

いとこのように思っております。 

○牧野 晶君  １ 市民スポーツ振興を 

再々質問とさせていただきますが、市民スポーツの振興についてはまだ不満な答弁もあり

ますが、これから変わっていくのだろうなという思いがありましてここで終わらせていただ

きます。 

２ 市民の所得について 

では市民の所得について、市長の方は大体このくらいの数字でいいか悪いかというのは言

えないということですが、でも最低限このくらいというのは言えるかなというのがあったの

で、そこのところは最低限家族構成によって、年齢、家族によってこのくらい必要ではない
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かというふうな数字的なことは「ああ、いえるかな」みたいに思っているっぽいことを言っ

ていたので、そこの答弁を聞いてみたいと思います。何度も本当に言うようですが、財政問

題でも本当に今市は大変な状況にあると思います。というのが、実質公債費比率を下げなけ

ればいけない、これは要は借金をもっと返済しなければならないと同時に、景気対策もしな

ければいけない。こういうふうに非常に難しいかじとりをしているわけです。そういう中で

たとえ市の財政がよくなっても今度は市民が粟を食うようではだめなわけですし、逆に市民

が粟を食って市の財政が大丈夫、また市の職員が大丈夫ということでは全然意味がありませ

ん。そこのところについてもこれからもっとしっかりと市長の考えを聞いていきたいと思い

ますのでよろしくご答弁をお願いします。 

○市   長  ２ 市民の所得について 

お答えいたしますが、最低この程度というのは、年齢、家族構成これらを含めてある程度

推計をすれば、いくら何でもこのくらいは必要だろうというのは出せると思うのです。です

からそれは可能だろうと。でも、このくらいが適当だというのはちょっとやはり生活の内容

もありますのでなかなか出ないと、こういうことを申し上げているわけであります。 

市の財政がよくなっても市民生活が下がればそれはよくないわけですし、その反対であっ

ても困る、これはやはりバランスがきちんと必要です。そういうことを思いながら、市の財

政を好転させながら景気対策も含めて、ここ２～３年やってきているわけです。ただ、いつ

も申し上げておりますように、我が市がひとつ相当頑張ってみたなんていいましても、景気

が一挙に上向くなんてことには成り得ないわけでありますので、我々はやはり市の、市内の

皆さん方の職の確保とかそういうことに全力をあげると、それ以外に方法はない。 

ただ、今年の予算でも皆さんに申し上げましたように、投資的経費は昨年より２割近く増

やしたりとか、あるいは初日にも申し上げましたようにああいうリフォーム事業での景気対

策だとか、去年はプレミアム付きの商品券の発行だとか、いろいろな手は打っているわけで

す。それでもう解決したという状況にはなりませんが、市民生活の向上、それと一緒に市の

財政もきちんとなっていくというこれが一番望ましい姿であります。 

そして申し上げておきますが、実質公債費比率も含めた市の財政については再々申し上げ

ておりますように、２２年度、今年度の財政健全化計画で一応その部分は終息をするわけで

す。しかし、だからといって気を緩めようとかそういうことではありませんが、その健全化

計画はきちんと達成ができて、目標以上の達成ができたと。ですから過度に市の財政が悪い

とか市が大変だということは、そうおっしゃっていただかなくても結構だということだけは

申し上げておきます。 

○議   長  質問順位２番、議席番号２番・林 茂男君。 

○林 茂男君  おはようございます。それでは許しを得ましたので、通告にしたがいまし

て一般質問をさせていただきたいと思います。 

１ 指定管理者制度に市独自のチェック制度を 

今回の質問は大きな大項目が２項目ありまして、１番目の指定管理者制度に市独自のチェ
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ック制度を、という部分は３月議会でも同一のテーマで私が取り上げておりますので、重複

はなるべく避けながら話をさせていただきたいと思います。 

 平成１５年の地方自治法の一部改正によりまして制度が創設されて、この間、前回も確認

しましたところ、当南魚沼市での導入状況は、公の施設が２４５施設あるそうですがこのう

ち６１施設ということで、全部の細かい表を見させていただきました。例えば学校関係とか

これになり得ない部分のところを除いて、かなりの部分が直営から指定管理者制度に移行し、

さらにまた保育業務等につきましては、市の方もさらにこれを進めていこうという方針であ

るかのようにみてとっております。 

制度導入の意義として、利用時間の延長とかこれまでなかなか公でやるところには支障が

あった問題を、例えばサービスの向上等利用者の利便性を図ること。また、これが一番の問

題なのだと思いますけれども、管理運営経費の削減によって自治体の負担軽減を行う、この

大きなテーマの下にこの制度が進められているかと思います。 

ただ、この制度の利用についてはやはり慎重を期してということを３月でも申し上げたと

おりなのですけれども、非常に新しい制度であってこの制度の不備な点等がやはりいろいろ

言われていることも事実かと思います。全国でも管理指定者制度というところを検索した場

合には、たくさんいろいろな問題が浮かび上がってきているように思います。当市もそうい

う点がないかどうかで、これから質問をさせていただきたいと思います。 

 まず書かせていただきました１番目、管理者の選定の方法が現状のままで良いかどうか。

指定手続等に関する条例、施行規則というのが市にありまして、これに基づいて選定審議会、

副市長さんを始め総務部長、財政課長、所轄部長、課長の皆さんがこれになり選定をされて

いくわけであります。議会の関与については、選定先の議決の時に我々の参加があるだけか

なと思っております。当然この間の話の中で、市の公に関することなので市の公務員たる皆

さんが決めていくのだということで理解はしているところではありますが、この公共事業等

の、例えば金額によって当落を決めるようなそういうものと全くまた違う内容で、この選考

の基準については金額だけではない、いろいろなことを加味して決めていくということであ

ります。新しい制度上の中で果たして、今、この条例規則に書かれている内容の人選のまま

で、このままの状態で続けていって――私はもうちょっと考えるべきではないかということ

を常日ごろ思っておりまして、この点につきまして市長の現段階でのお考えをもう一度確認

させていただきたいと思います。 

 それから項目２、３で、２は公共性の観点から職員採用には公平性が必要だが現状はどう

かというふうに書きました。３番では運営経費、職員の削減が制度導入の真の目的だと思い

ます。しかし、この行革といいますか小さくしていくということに偏り過ぎると、サービス

の便、それから職員の待遇の面に影響が及ぶのではないかということで、私としては、例え

ばこの間は丸投げという言葉が悪かったですけれども使わせてもらいましたが、管理委託先

に預ける段階で、人事の面、与えられた団体の方の皆さんの給与の面、勤務体系、例えば人

事異動の面、こういったことも市から離れていくと。公共性がある内容を人に預けるのです
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が、その点で民間のところにすべて委ねていくという在り方に多少疑義がありまして、この

点についてお聞きしてみたいと思います。お考えを聞きたいと思います。管理団体の職員の

待遇等の把握をまず市側はしていらっしゃるでしょうか。 

それと例えばですが、管理者が本来、市がやっていくのであれば社会保険とか労働保険等

の加入状況の預けた先での現状況を把握されているかとか。例えばパートの職員の従業員の

皆さんも使っているという事例がありますが、その点のところで申告とかそういったところ

で把握は、追いかけてやり続けながらみておられるのでしょうか。管理団体の職員の採用は

具体的にどういうふうに行っているでしょうか。試験等の実施があって、そういう基準があ

ってやられていないと思いますけれども、そういったところの把握、この辺につきましても

現状のところをお聞かせいただきたいと思います。 

 ４番目ですが、この制度を利用しつつも、公の施設の公共性を堅持するために市独自のチ

ェック制度を設ける必要があるというふうに考えておりますが、ご認識をお伺いしたいと思

います。３月の議会では、市民によるモニタリング制度の導入をこの席場から訴えさせてい

ただきましたが、市長はその時には検証する期間が欲しいというふうにお答えいただきまし

た。その後、この問題についてはどのように進められているか。また、現状をお聞かせいた

だきたいと思います。 

定期的な収支報告会や、私はこの間も利用アンケート等という話が出ましたけれども、そ

れにとどまらない両者の意見を集約するような、例えば運営協力会議とか、まあ名前は別で

すけれどもそういった形で市民を参加させること。本来市民がこの公の施設の本当の所有者

であるはずでありますので、そのようなチェックの機能を制度化するべきだというふうに思

っておりまして、改めてお聞きをしたいと思います。 

議会の調査権を発揮してそれは議会の皆さんもどんどんやれという話でありましたが、私

はそのことも大事だと思いますが、制度を制定することも非常に急ぐべきだというふうに考

えているところであります。監査対象だという話が３月にもありました。しかし、私の勉強

不足なのかわかりませんが、このような報告が実際議会でされているのか。また、例えば監

査の内容ですけれども、どの程度までの監査の内容になっているのか。例えば運営業務の把

握まで踏み込んだ監査内容であるのか。例えば会計だけのところでやっているのか。その辺

のところをお願いしたいと思いますし、その管理に移った団体に対しての指導、それから定

期的な訪問等によってずっと市側もチェックを続けているのか。そういったところにつきま

してお聞かせをいただきたいと思います。 

 ５番目ですが、兼職禁止、天下りの防止など、この制度の不備をどう考えるかということ

を挙げさせていただきました。３月議会でも訴えたところでありますが、この制度が新しい

ものである以上、ある点からどうしても非常に大きな不備な点の、大きなところで言葉は悪

いのですが癒着の温床になってしまわないか、また隠れみのになってしまわないかというこ

とを私どもはどうしてもチェックする必要があるかと思っております。全国でもこういう問

題視の声が上がっているようであります。 
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市民感覚からいけば、わざわざ新しい施設を非常に立派なものをつくりまして、それから

民間にどんと任せていく。うがってみればとてもいい話にみえてしまう。私は他に先駆けて

条例――条例規則等は作られておりますけれども、これは多分全国的な、一般的なひな形が

あって当市もそれに見合う形でこの条例を制定していったのではないかと思っております。

このような今、検証段階にあるような新しい制度下にあって、私は他に先駆けてでもそれを

律する規範をきちんと制定すべきだというふうに思っておりますが、市長のお考えをお聞か

せいただきたいと思います。大項目１項目はその点で終わりにしたいと思います。 

２ 結婚相談員制度を 

質問事項２番目に移らせていただきますけれども、結婚相談員制度の問題であります。ず

っと市の中で議論を聞いておりますと、あらゆる問題の一番根幹にかかる部分で、少子高齢

化、非常にこれからの将来の問題として少子化の対策の問題があるかと思います。福祉もそ

うでしょうし、教育の現場、また農業、私も携わっております観光、例えば商業の問題、そ

の担い手の問題、後継者の不在問題の根っこの問題は、結婚しないという人たちの増加だと

いうふうに思っております。 

そのあと押しをする、その一助にするために、私はどうしても世話焼き人制度というよう

なものを創設していくべきではないか。先輩議員にお聞きしますと、この話はもう繰り返し

されてきていて、なかなか市の行政とは合致しないというようなことも聞いてはおるのです。

が、非常に今日的な課題として、私は多くのお年寄りから家が絶えてしまうという話を本当

に聞く機会が多くあります。私としてはその制度の創設にぜひ力を入れてほしいというふう

に思っておりまして、下の２項目を質問させていただきます。 

現在の市、それから関係の団体の婚活といわれるようなこの支援の取り組みは、実態はど

んなふうになっているでしょうか。また、ここに書いておりませんが、我々南魚沼市の婚姻

率といいますか、何歳ぐらいがどのくらい婚姻されているか等の割合を、男女ともにお答え

いただけるようでしたらお願いしたいと思います。年別的に２０代はあれですけれども、３

０、４０、５０代辺りの婚姻率をお聞かせいただきたいと思います。２番目に行政が本腰を

入れるべき課題だと思っておりまして、新たな制度の新設をとにかく急ぐべきだというふう

に思っております。以上質問事項二つでありますが、壇上からの質問にさせていただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

○市   長  林議員の質問にお答え申し上げます。 

１ 指定管理者制度に市独自のチェック制度を 

指定管理者制度の件であります。まずはその選定の方法でありますけれども、これは議員

はご承知だと思いますので、その方法論はもうこっちに置かせていただいて、このいわゆる

審議会このことについて申し上げます。議員が今おっしゃっていただいたように、この選定

審議会は条例の施行規則の４条というところに規定してございますが、副市長、総務部長以

下職員で組織して、必要があると認める時は有識者の出席を要請すると、こうなっておりま

す。 
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最近では今年の１月に、今、建設をしております市立の浦佐認定こども園ですか、この選

定の際には外部の方４名をお願いしております。それから斎場がこの５月に選定を行ったわ

けでありますけれども、この時にも３名それぞれ有識者として出席をしていただいて、他の

委員の皆さんと同等の権限を持って審議会の審議に当たっていただいたということでありま

す。 

具体的な審査手続は、そこに応募者がございますので、それぞれの皆さんがプレゼンを実

施して、計画書の不明な点、これらについて応募者に内容確認をして、大体１５項目の採点

表がございます、それに各委員がそれぞれ記入して、そのトータルで最も優れているといわ

れる候補者を私に答申をするわけであります。私もそれらの内容を見ながら最終的に答申ど

おりやるのか、あるいはそうでないのかというものを判断させていただきますが、今まで、

これからもそうだと思いますけれども、答申に反した選定を行うということは普通あり得ま

せん。私もそういうふうに自分では思っておりますので。ですから選定の方法そのものは、

そう密室でとかそういうことではないのだろうと思っております。 

これからまたそれぞれ出てくる部分もあります。ただ、図書館につきましては前からもお

話し申し上げておりますように、これはやはり指定管理者制度にはそぐわない。これは市の

方で直接運営すべきだなという思いを持っておりますのでそうはなりませんけれども。保育

園なんかもこれからいわゆる市街地の中で園児の多い部分で、しかもこれから建てかえをす

る、そういう部分については、指定管理者制度をできれば適用させていきたいと思っており

ます。 

ただ、これはご承知のように、それをやったからある意味では企業としての経営が成り立

つという基盤がそこになければ、へき地保育所みたいなところをやったってこれはもう何の

意味もないし、しかも悪くなるばかりですので、そういうことなのですね。ですから、どこ

の保育園がどうだということはまだ申し上げられませんけれども、そういう方向でまだこれ

から、市街地内、あるいは園児の非常に多い部分については、そういう制度を適用させてい

きたいという思いですけれども、これはまだ決定したということではございませんのでよろ

しくお願いいたします。 

 ２番の職員採用の件であります。職員採用につきましては私どもが申し上げることは全く

ございません。一切ありません。どういう――どういう方といったって――そういうところ

まで我々がこういう人は採用しないでくれとか、こういう人は採用してくれとかということ

も含めて一切申し上げておりませんので、これは指定管理者たる皆さん方の良識の範囲の中

でやっていただく。例えば保育園等で保育士さん採用になって、その保育士さんが非常にご

父兄やそういう皆さんから評判が悪いとか、欠格事項が非常にあるとかということがあれば、

それはきちんとした是正勧告はさせていただきますけれども、採用の段階で市がそこに意見

を申し上げるとかということは全くございませんので、よろしくお願いいたします。 

施設の利用や使用の公平性、これはそれぞれの法律や条例にのっとってやっておりますの

で、職員の採用のいかんによって、そのことが損なわれるかということは全くないと思って
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おりますのでよろしくお願いいたします。 

 行革に偏るとサービスや職員の待遇面に影響、ということであります。まさにそのとおり

だと思っておりまして、これは平成１５年の地方自治法改正の経緯となった総務省の制度政

策改革ビジョン、あるいは総合規制改革会議この中間取りまとめの中では、多様化するニー

ズに対応した公共サービスの提供を実現するためには、民営化、民間事業体の参入、民間委

託などさまざまな手法を駆使することが必要であるということで、これはやはり民間事業者

の持っておりますノウハウを最大限に活用しろということが、一番の目的だと思っておりま

す。こういうことによって現実的にサービスが向上したとか、あるいはコスト削減できた、

こういうことだと思っております。 

それで今、それぞれ団体の調査研究報告書にはコスト削減のみを制度導入の目的とすべき

ではないということをきちんと明記してございますので、安かろう良かろうということを目

的としてやっているのではないということだけは、ひとつご理解をいただきたいと思います。 

 市独自のチェック制度ということであります。さっき触れました監査これは市からお金が

出ておりますので、監査をする権限は監査委員にございます。どこを監査するか否かという

のは監査委員会の中での専権事項でありますので、私たちがあそこを監査してくれとか、そ

れは申し上げません。ただ、問題点等が非常に噴出してということであれば、我々の方から

も監査委員の方に、委員会の方にお願いをして、ここをきちんとまずは監査に入っていただ

けないかというようなことはあるかと思いますが、一般的には監査委員会の権限でございま

す。 

そして、これは議会の報告義務というものが全くございませんので、もし必要とあればそ

れはまたそれなりに対応いたしますけれども、常にこの監査結果を議会に報告するというこ

とは義務化されておりませんので、必要な際には申し上げていただければ提出できるかと思

います。 

そして、先ほど触れました３月だったですか６月の議会の時におっしゃっていただいた、

調査、確認をする方策が必要であると。これはもう痛感しておりますので、今年度中にその

方策をきちんと策定をして、２３年度にまずは試行、２４年から本格的に運用していきたい

と考えております。よろしくお願いいたします。 

兼職、天下り、これらの件であります。これは一般的に請負という感じにはなりません。

ですので、通常いわれております天下りということは、普通言葉としては当てはまらないわ

けでありますが、ただ、皆さん方から見ますと、市の職員であったものがそこの指定管理者

の会社の方に再就職的なことをしているという部分が確か見えるということだと思いますけ

れども。これは私どもがこの職員をここで使ってくれとか、そういうことというのは一切申

し上げておりません。 

今、市の職員で退職するのが非常に年間多いわけでありまして、国みたいに就職相談も含

めて退職後の職のあっ旋なんてことは一切やっておりませんので。ただ、そういう団体や会

社やそういう皆さんからこの人が欲しいというのがあるのですね。それは市として特に支障
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がある場合は別ですけれども、支障がない場合はどうぞご本人と協議なさってくださいとい

うことでやっておりますので、我々の方からこの人を採用してほしいとかということは、こ

ういう指定管理者制度を含め、あるいは他の団体も含め、一切行っておりませんのでその点

はひとつご理解いただきたいと思っております。 

例えばそこにそういう元職員が就職した場合も、これは今世間の目は非常に厳しいわけで

ありますので、よもやその立場や今までのことを利用して不正な働きかけとか、そういうこ

とはあり得ないと思います。あれば即刻それは私どもの方でも採用元に話をして、そういう

職員はやはり処罰も含めてきちんとしてもらいたいという話は申し上げますけれども、一切

そのかかわりを今持っておりませんので、そのことはひとつご理解をいただきたいと思って

おります。 

２ 結婚相談員制度を 

結婚相談員制度であります。議員、ちょっと冒頭おっしゃっていただいたように、このこ

とは昔は結婚相談員というのがございました。ところが、各町の状況の時でありましたけれ

どもそれぞれあったのですが、もう活動実績等が１年間をとおしてほとんどゼロ、大体ゼロ

だった。で、この結婚相談員制度というのは、制度として不必要だという意味ではなかった

のですけれども、要はそこに例えば相談する若い皆さん、あるいはあそこのあんさにはこの

人がいいがな、なんていうような――まあお節介ではありませんけれども、そういうことを

申し上げても、今の若い皆さん方がそのことには１００パーセントとはいいませんけれども、

ほとんど対応していただけないというのが現実であります。 

ですので、なかなか、それは個人的に活動していらっしゃる方はいらっしゃるかもわかり

ませんが、市の方での制度的な中でそういう皆さんを委嘱するとかということは、これはも

うちょっと・・・してもまず効果が上がらない。しかも例えば、市から委嘱をされた結婚相

談員だなんていうとなおさら若い皆さん方は、そんなのは嫌だと、そういうことだと思うの

です。今、結婚式の状況をみますと、仲人さんを立てるというのは１００パーセントといっ

ていいほどありません。 

それよりはやはり出会いの場をつくると、このことだと思っておりまして、今、市の方で

は、これはご存じだと思いますが広域計画協議会の中でのふれあいミーティングパーティを

実施しておりますし、今年からその回数を２回。今まで１回だったものを２回に増やしたい

と思っております。 

そしてやはりいろいろ過去の部分を総括してみますと、出会いの場をそういうふうに設定

をしても交際まで進まない。ここが特に、私からみますと男性の方が消極的ということです。

去年はピザを一緒につくるとかどうとかということをやらせていただいて、結婚に至ったか

どうかまだ確認しておりませんが、でもそこでのカップリングというのは例年になく多かっ

たわけであります。これは追跡調査をしたいのですけれども、なかなか個人情報等もあって

実際どういう成果が出たというのは非常に把握が難しい。県の方では県の事業の中で若干や

っている部分があるそうでありますので、それらを参考にしながらやっていきたいと思って
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おります。 

そしてこのロータリークラブ、あるいはそれぞれの団体や民間の飲食施設、宿泊施設、こ

れらで独自にそういうことをやっているという部分もちょっとみえるようでありますので、

そういう機会を十分活用していただくように皆さんに周知をしたり、市のそのふれあいの部

分をもっともっと充実させていければと思っているところであります。 

これで平成１７年になりますが、この婚姻率といいますか、未婚率の方で申し上げます。

１７年推計でありますけれども、２０歳から２４歳は、未婚率で、男が９１.１、女性が８４.

９であります。２５歳から２９歳が男未婚率６４.８、女５０.８、３０歳から３４歳になりま

すと男性では４１.１ですけれども、女性では２３.６まで下がっていきます。そして３５歳か

ら３９歳男性２９.９、女性１３.６。どんどん下がっていきますけれども、４０歳から４４歳

は男性２１、女性８。４５歳から４９歳が男性１８、女性４.３。５０歳、ここの部分であり

ます、５０歳から５４歳が男性が１４.８の、女性は３.６。５５歳から５９歳、これは男性で

は９.２であります。女性は２.５。６０歳から６４歳が男性が５.２で、女性はここがちょっ

と上がりますが３.５。大体そういう状況であります。 

それ以上のことは言ってもこれはもう生産年齢に達しておりませんので、そういうことで

ご理解いただきたいと思いますが。やはりこの３５歳から３９歳、これが約３０パーセント

なのですね。この辺が一番やはり心配をされる種だろうと思っております。４０歳過ぎても

２１、１８から２１ぐらいですので、ここの年齢層が一番親戚や親御さんになると心配であ

りますし、周囲もやはり心配だということです。 

この辺をターゲットにしてということではありませんが、そうなると女性の方が非常に少

ないのです。その組合せが非常に難しいということでありますが、いずれにしても結婚をし

ていただかなければ子どもが増えるということにはなり得ないわけでありますので、この結

婚をぜひともしていただく。婚姻率を上げていくというような方法を一生懸命考えていかな

ければなりませんが、林議員などは非常にそういう面ではまた造詣が深いと思いますので、

これがいいじゃないか、あれがいいじゃないかというまたご提言も含めてよろしくお願い申

し上げたいと思っております。以上であります。 

○林 茂男君  それでは項目にしたがいまして質問させていただきたいと思います。 

１ 指定管理者制度に市独自のチェック制度を 

管理者選定の方法は現状のままでよいかということで、この間も若干聞いたところであり

まして、また再度お聞きして安心している面もあります。要するに規則第４条の１項だった

と思うのですが、先ほど言われた副市長さん始めの選定審議会のメンバーのほかに、いろい

ろな方を入れているということで非常にいいことだと思います。 

これは全くうがった見方でしかないというふうに思うのですが、市の中の一部の皆さんか

らは、こういう管理指定の選定が、言葉が本当に悪いのですけれど、出来レースではないの

かとかいろいろな話があることは事実であって、そういった見方をやはり払しょくするため

に、私としては規則の運用の仕方でいか様にもできると思うのですけれども、もう一歩踏み
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込んで、できるならば専門委員等の出席ができると、市長の要請によってできるというよう

な規定から、一枠設けてそれを常態化するというか、そういうことも含めて考えていってい

いのではないかなというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。 

○市   長  １ 指定管理者制度に市独自のチェック制度を 

この施設の内容によりまして、例えばどこかの体育館、例えばですよ、そういう部分につ

いて、外部の皆さんを呼ぶとか呼ばないとかにかかわらず、もうほぼほかの選択肢はないと

いう状況なのですよね。ですので、そういう部分については外部の方をわざわざお願いする

ということにはなりませんけれども、先ほど触れたような保育園だとか、あるいは斎場だと

か、またこれからも出てくるいろいろありましょうでけれども、これは市の職員だけで決め

ていいことではないという部分もこれからどんどん出てくると思うのです。ですから、そう

いう時は当然ですけれども外部の識者をお願いすると。ですから、そこにぽんと定めてしま

いますと、必ず外部の識者を全部呼べということになりますのでそうではなくて、例えばこ

ういう場合は呼ばなければならないとか、そういうことであればまたちょっと検討する余地

はあろうかと思います。いずれにしても疑惑を招かれるようなことのない方法をまたもう少

しきちんと検討していかなければならない。 

出来レース的なことという話になりますと、認定こども園と、今の斎場について私がその

結果だけからみますと、結局地元の方がいわゆる選定をされているわけですね。例えば斎場

なんかでは、全く地域外の皆さんも応募しているわけであります。そうしますとやはり地元

の方がという、そういう部分は出ようかと思います。ただ、決してそれは出来レースではな

くて、さっき言いましたように市の職員ばかりではなくて、関連する皆さん方も、例えば思

川の皆さんとかそういうのは入っているわけですので、そういう皆さん方の強い思い的な部

分も出てこようかと思います。 

技術的だとか経営内容だとかそういうことについて大幅な欠陥があるなんていう方は、ほ

とんど応募してまいりませんので、そういうメンタル的な部分で採用の可否という部分は出

るかもわかりませんけれども、決して出来レース的なことはやっておりませんので、それら

も含めてご理解をいただきたいと思います。 

○林 茂男君  １ 指定管理者制度に市独自のチェック制度を 

そういう形で、市民からのそういう声がなくなるようにやっていくことと、その運用の積

極的な利用で、条文まで変えなくても積極的な利用を心掛けていくべきかと思っております。 

２番目のところですが、先ほど職員の採用について管理団体に市側があれこれ言うことは

ないというような趣旨のご答弁だったと思います。私はちょっと角度が違うことを考えてお

りまして、管理者制度の私が一番何か自分としてはどうしても引っかかる点は、民間の力を

利用する、民間のいろいろなノウハウを利用する、いいのですけれど、特にこの人事という

か雇用の面のところで、本来は市が公のことであって、市民がきちんと公の皆さんがやって

いるといわれていた事業を別の者に預けていく。その時にそこにいる職員がどのように採用

されていくのかということについて、市民は非常に私も含めてこういう形でいいのかなとい



 - 19 -

うところがあります。 

例えば、これも言葉が悪いのですけれども、縁故の採用、例えばコネ、そういったものに

陥っていくといいますか。本来は公の仕事であるのに。そういうことが、偏りがなっていか

ないかというところがありまして、絵空事かもしれませんけれども、その雇用の面の、例え

ばある一定の市が指定管理でやる、全部できないということはよくわかっているのですけれ

ど、ある程度の部分については、ある一定の試験なりで一律の基準を設けるというようなこ

とも含めてやらないと、この問題はずっと先まで疑義が生じたままでいってしまうのではな

いかなというようなことを考えておるのです。この点については例えば市長は問題が全くな

いというふうにお考えでしょうか。それとも、こういったやり方が考えられるなというよう

なことがあればお聞かせをいただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。 

非常に難しい問題だと思いますが、職員採用の面は公的な責任といいますかその部分を残

しつつやらないと、市民間の中に、あの人はいろいろなそういう縁故があるからあそこには

採用されたというような話が、どうしても広がっていってしまうのではないかなというふう

に思っているのですがいかがでしょうか。 

○市   長  １ 指定管理者制度に市独自のチェック制度を 

今、文化スポーツ振興公社の職員については、市の試験にのっとった一次試験をやってい

るのですね、確か。それで点数のいい人をまず選定をして、その中であとは面接で選ぶと。

あと例えば保育園、これらについてはまずは保育士資格がないとこれはどうにもならないわ

けであります。そういうことの中で、そこに我々が関与するということはまずでき得ません。 

例えば今度は斎場、これも市が試験採用に関与するということが、やはり民間の会社であ

りますのでそれは本当にでき得ません。どういう基準で採用しているかとかそういうことも

含めて、特に私たちがそこを調査しているわけではありませんが、先ほど申し上げましたよ

うに、採用した職員に問題点があるとすればそれはきちんと市の方で是正勧告も含めてやら

せていただかなければなりません。市の指示にしたがわない時、これらは停止、取り消し、

これも即刻できると。こういうことも規定はされておりますので、そういう部分を市の方と

しては十分活用――余り活用という言葉は変ですかね――生かしながらきちんとした監視は

していくつもりであります。けれども、今、議員がおっしゃったように余りそういうことが

話題になるようでは困りますので、指定管理者の皆さん方の方にも、そういう世間一般的な

話が出ているので気をつけてくださいというようなことは、申し上げなければならないと思

います。そんな状況の中ですのでよろしくお願いいたします。 

○林 茂男君  １ 指定管理者制度に市独自のチェック制度を 

関連性がいろいろありますので、次の項目の方に行きたいと思います。先ほど言った兼職

の禁止。兼職の禁止規定がないこの制度でありますけれども、私はこの管理指定制度は、こ

れも考え過ぎかもしれませんが、先ほどの雇用の面等から考えて、一つの政治的な問題が出

てくるのではないかというところも考えております。 

市民の就職活動は、これまで市の採用試験を受けるとかそういう方向に向いていくわけで
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すけれども、先ほどのある一定の何かその基準がない状況の中では、管理者となった方に就

職活動の運動も向いていくということにやはりなるというふうに思います。これは勢力化と

いいますか、一つのグループ化といいますか、そういったものを生み出す危険性というもの

もあるように私は考えているわけなのですけれども。例えばその中で、兼職禁止というよう

な中で、選挙に出る我々はみんなそれをくぐって出てきているわけですが、指定団体の役員

等にはやはり議員なり特別職はなれないとか、いろいろなそういう成文化をきちんとした上

で、この制度の不備を整えるべきではないかと思います。いかがお考えでしょうか。 

もう一つ、先ほどの天下りには当たらないという市長のお話がありました。ただ、市長も

その疑問点のところ、市民からこういうふうに見られている点があるということをお話しい

ただきました。例えば国家公務員法であると、退職者が退職する前の５年間にあった地位、

例えば市でいえば何々課のだれそれというふうになると思いますけれど、そういった場合に

それに関係する民間会社へ再就職することを、退職後２年間禁止するというようなことがあ

るかと思います。 

いろいろあるかと思いますが、私は民間企業へのこういった縛りは、先ほどのそういう人

材が欲しいんだという逆に企業側からの要請もあったりという中で難しいと思います。けれ

ども、この指定管理者制度というのは、そもそも民間企業だけがやっているのではなくて、

こちら側が作ったものを民間に委託していくわけなので、非常にもっと厳しい縛りがなけれ

ば、やはり批判を免れることはできないのではないかと思っております。 

当市は先ほども話したとおり、新設された、新しく作った指定管理先に直接の担当者がそ

こに再就職をしたという、私はちょっと残念なことだと思いますが、規定がないゆえに起き

たことだと思います。市長は倫理性とかも含めて、この点についてやはり一度ここで公に発

言をしていただきたいと思っております。このことを防ぐことが必要と思われているという

ふうに思いますが、やはりそれは制度がない、不備なためだというふうに思っておりまして、

何かの形での成文化をした上で、一定の歯止めをかけるべきだというふうに私は思っており

ますが、いかがお考えでしょうか。 

○市   長  お答えいたします。その前に先ほど私の答弁に誤りがございましたので訂

正させていただきます。監査の件でありますけれども、地方自治法第１９９条７項の中で、

必要がある時は監査することができると、こうあるわけですね。その但し書きを申し上げま

せんでした。ただし、監査したのちは監査の結果に関する報告を決定して、議会、行政委員

会に提出し、かつ公表しなければならないという文言が入っておりますので、監査をやれば

議会の皆さんにも、あるいは公にも報告させていただくということであります。 

１ 指定管理者制度に市独自のチェック制度を  

まず、この兼職の禁止であります。これは一般的に請負に当たる場合でも、例えば市の仕

事、議員の皆さん方で何か会社の役員や経営をやっていらっしゃる、これが年間の請負額の

５１パーセント以上でなければその兼職禁止規定は該当しないことになっているのですね。

それはそれで結構です。それは市からの請負であります。 
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先ほど触れましたように、この指定管理者制度というのは請負ではありませんので、その

兼職の禁止規定は法律上設けられないということ。私はちょっとわかりませんけれどもどう

いう・・・ただ、市の職員でありながら、そこの会社の経営をしているなんてことは普通あ

り得ないわけですのでまあちょっと。例えば議会の皆さん方のことをおっしゃるのか。そう

だとすればそれは全くどうしようもない、どうしようもないといういい方はないですが、法

律上は規定がございませんので、これは一つご理解をいただきたいと。市で独自にそれを設

けるということはちょっとでき得ません。 

 天下りのその件でありますけれども、これは一般的にいわれていることはさっきも触れま

したように、市の職員であった者がその会社に行って、何らかの市とのつながりの中で利益

があるとかそういうことが想定できれば、これは天下りかということになりますが、今おっ

しゃっていただいた部分は、あそこのいわゆる場長といいますか、それだけでありますから

役員でも何でもありませんし。 

では、彼がそこに行っていて市の職員であった立場を利用して、何かできるかというと全

くでき得ません。１万７,０００円の葬祭料をもらって、届出があればあそこでもう火葬しな

ければならないわけであります。そのマナーの徹底とかそういうことについてきちんとやる

ということであります。これはその前段の指定管理者制度に持ち込む時に、持ち込むといい

ますかそれを決定する際に、私は申し上げたことがあったかもわかりませんが、市内の同業

の皆さん方が組合を作って、そして指定管理者制度に応募してもらうのが一番ベターではな

いか。こういうことを申し上げたのですけれども、内紛的な部分でそれに至らなかったので

すね。それで管理者が決まってから、いろいろな話は伺っています。だけどもそれは各会社

対会社の中での、いろいろの確執と思わざるを得ない部分が大変あるように私は感じており

ます。ですので、今ここできちんと申し上げておきますけれども、桜井文夫君を採用したか

らと全く問題はありません。これははっきりと明言しておきますので、よろしくお願い申し

上げます。 

○林 茂男君  １ 指定管理者制度に市独自のチェック制度を 

問題があるそのことを言っているのではなくて、例えば利益誘導を受ける立場になるとか、

そういうことは全くないと思います。ただ、私も含めて市民の側の感情で一番思うのは、就

職がこれほど難儀をしている状況の中で、今回のようになってしまったと。これは今ほどの

斎場の問題だけではなくて、今後も必ず起き得る話だと思うので、一定の身を律するのは外

部から律することはできないと思うので、我々のこういう市政に携わっている市役所の皆さ

ん、そしてこの議会の中でこのことについてある一定の認識をもって、これは遠慮すべき問

題ではないかというようなところのことをきちんとやっておかないと。私は市民の今、非常

に就職難で大変な状況の中で、すっとスライドしていくという状況は、果たしてそれが皆さ

んにとってそれでいいことだという話になるかということを、やはり力説しておきたいとい

うふうに思っております。 

指定管理者制度の中で、私は自分としての思いを最後に述べておきたいと思います。どう
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しても指定管理にすぐになっていくこの流れはよくわかっているつもりでありますが、直営

のままできる部分については市の方でやはりきちんとみていく。その職員、今まで例えば多

くの人数を抱えていなければできなかった事業については少なくし、やはりその分、先ほど

市が今までの臨時の採用等を一歩踏み越えてでも新しい採用制度みたいなものができ上がっ

て、一番は人件費を落とすということがこの大きな目標だと思います。それによって新たに、

ただ民間に移すではなくて管理の中枢は市の職員が握り、ある程度職員を、新しい従業員を

雇えるというような形をとっていくことも含めて考えることが、非常にいいのではないかな

というふうに考えております。ぜひ、今後検討いただきたいと思いますし、我々も見守って

いきたいと思っております。 

２ 結婚相談員制度を 

 次に質問事項２番目の結婚相談員の件でありますが、これについてはやはりそういう答弁

かなというふうに思ったのですけれども。実際にいろいろな人がそういう制度というか窓口

を作ってくれというのが大きな、どこに話を持っていっていいのかなというのが聞こえてい

るのですけれども。市長はゼロというふうな話だったのですが、私も造詣が深いわけであり

ませんけれど、そういうところがあることによって安心をする人がたくさんいるなというこ

とを私は思っているのですが、全くそういうご認識はないでしょうか。 

ピザづくりとかそういう会に出て行くという人は、非常にこれは積極的な方の部類だと思

っていますし、全くそれさえもできないという人が大勢いるという中でやっていかなければ

ならないことなのではないのかというふうに私は思っています。 

先ほど婚姻率も出ました。これにもっと見えない部分では、例えばいろいろな考え方があ

ると思いますが、家を継いでいく長男等の婚姻率の問題になると、さらにもっと大変なので

はないかなというのがあります。私は非常にこの結婚問題でその窓口を作り、それはすぐ１

年以内に結果は出ないかもしれませんが、情報をストックしておくというところで、何年か

の中でまたそれは解決されていったりということがあると思います。自分の親がこの結婚相

談員というのをやっていたのですが、いまだに問い合わせがたくさんあります。そういった

ことを合併によって――旧塩沢町はあったと思うのですけれども、六日町もあったのかちょ

っとわかりませんが、非常にそういうことでもう１回作ってほしいなという声が私は聞こえ

ているところであります。窓口ぐらいは作れるのではないか。また、今は市に対してこうい

う問題があった場合に、話にいく先が実際あるのでしょうか。その辺をもうちょっと聞かせ

ていただきたいと思います。 

○市   長  １ 指定管理者制度に市独自のチェック制度を 

お答えいたしますが、答弁を求められてはおりませんけれども、しかし、重要な問題です

のでお話を申し上げておきます。指定管理者の職員の件です。例えば指定管理者でなくても

申し上げますと、六日町の商工会、あるいは大和の商工会、塩沢の商工会、全部事務局長は

職員あがりですね、市の職員あがり。そしてあとはシルバーの事務局長、もう一つは今度は

南魚建設業協会の事務局長が確か職員あがりだと思う。 
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これはなぜ皆さん方が職員のＯＢといいますか、職員をあがった者を求めるかといいます

と、まずは行政的な能力をきちんと身に付けているというこれは一つです。もう一つですね、

相当大きいことはいわゆる給料が安くていいのです、給与が。一般的に例えばどこそこの事

務局長。別に何でもない人を採用しますと、相当の額でお迎えをしなければならないわけで

ありますけれども、市の職員を退職した皆さん方、そうでなくても皆さんはそれぞれ年金は

出るのですけれども、そういう部分も含めて非常に安い給与で勤めていらっしゃいます。こ

れは個人的なことですので私がいくらということは申し上げませんが、もしあれでしたらお

調べいただけばと思います。 

そういうメリットとして二つぐらい大きくあるのですね。ですので、就職難で公募して例

えばやったとしますと、結果としてはやはりそこへいってしまうのではないかと思うのです。

そういうこともありますので、すぐに一般的な就職とこういう部分を同一視はしないでいた

だきたいなという気はしますけれども、それでもいろいろな面で疑惑や不満は招かないよう

に我々は努めているつもりですので、我々の方からこの職員を採用してくださいとか、そう

いうことは一切申し上げていないと、ここだけはひとつご理解いただきたい。 

そして採用する場合でも、この人を欲しいという話がある時と、全くそういう話はなくて

決まってしまう時といろいろありますので、この辺はひとつご理解をいただきたいと思って

おります。決して他の一般の市民の皆さん方の職を奪うような、そういうことはやっていな

いつもりでありますのでお願いいたします。 

２ 結婚相談員制度を 

 相談員制度でありますが、私は本当のところそういうご相談をしたいのだけれどもという

お話を、ほとんど聞いていないのです。六日町にも結婚相談員制度がありましたし、大和に

も確かみんなあったと思うのです。一番早くなくしたのが六日町だったかもわかりませんが、

もう実質的にゼロということが相当続きまして、それでこれはもう制度としてはいらないの

ではないかということで廃止をさせていただいたわけであります。 

それで市の結婚相談の窓口というのはどこの課だということは特定しておりません。今、

ぱっと思えば心配ごと相談というのはやっておりますので、そういう中でやっていただくの

が確か一番いいと思うのです。市の職員が結婚相談はなかなか・・・我々ぐらいの年配にな

ればできるかもわかりませんけれども、若い職員が結婚相談なんてとても、相談を受けたっ

て簡単にああいう方法がある、こういう方法があるなんて出てきませんので、結局心配ごと

相談。だけれどもそれではちょっと堅いと、敷居が高い、今おっしゃったようにですね。そ

ういうことが本当に求められる状況であれば、これは別に絶対しないのだなんて言うつもり

はありませんので、それらも含めてまた実態を後ほど林さんなんかからもお聞きをしながら

相談していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議   長  休憩とします。休憩後の開会は１１時２５分といたします。 

（午前１１時０８分） 

○議   長  休憩前に引き続き会議を開きます。 
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（午前１１時２４分） 

○議   長  なお、林茂男君の質問に対して市長より答弁を求められているのでこれを

許します。 

○市   長  １ 指定管理者制度に市独自のチェック制度を 

林議員の職員、指定管理者の方の、受けた方の職員の募集についてちょっと追加的にご答

弁申し上げておきますが、現在の斎場についてであります。平成２２年６月１５日にハロー

ワークに一般公募による求人申し込みを行っております。そして６月２１日１７名の応募は

あったそうであります。結果として現在の南魚沼市斎場に雇用されている臨時職員３人を含

む５人を８月１日付で新規に採用したと。採用に当たっては市内在住の方を優先、それから

斎場業務経験者を最優先、こういうことで採用させていただいたということでありますので

よろしくお願い申し上げます。 

○議   長  質問順位３番、議席番号７番・中沢一博君。 

○中沢一博君  中沢一博です。通告に基づきまして一般質問をさせていただきます。 

１ 温暖化対策と猛暑対策ビジョンについて 

 最初に温暖化対策と猛暑対策ビジョンについて質問いたします。暦の上では秋ですが、ま

だまだ厳しい暑さが続いております。気象庁の発表によれば、今年の夏６月から８月は１１

３年間の観測史上最も暑い夏となり、異常気象とまで言われました。この記録的な猛暑の影

響で、全国の広い範囲で梅雨明けした７月１７日から８月末までに、熱中症で救急搬送され

た人は全国で４万６,７２８人、搬送後に死亡された方が１５８人というふうに聞いておりま

す。また、搬送されていなくてお家で亡くなった方等も入れますと４９６人出たというふう

に報告が出ております。当市におきましても４９人が搬送され、２人が入院したとも聞いて

おります。 

また、９月１日に発表された速報値によれば、今年の熱中症による労災の死者が３３人に

上がり、統計を取り始めた１９９７年以降で最も多くなっております。特に猛暑が続いた７

月以降に亡くなられた人が大半を占め、外で作業をする業種が目立っており、暑さが引き続

き予想されることから対策が必要であります。 

今回の猛暑は５００人もの方々の尊い命を奪ったという意味では、まさに大災害と言って

も過言ではありません。この死者数は２００４年の新潟県中越地震や台風２３号による死者、

行方不明者をはるかに上回り、本腰を入れた対策が急務であると考えます。こうした認識に

立ち、直接的な熱中症対策、ヒートアイランド対策などの街づくり、温暖化対策を視野に入

れた一体的な対策が急務であると考え、当市のビジョンをお聞きするものであります。 

まず当市の温暖化を抑制する対策と、猛暑への対処にしっかりと対応しなければと感じま

すが、取り組みを伺うものであります。具体的な対策もあわせてお聞かせいただきたいと思

います。 

 ２番目に救急医療活動の強化、情報提供の強化についてどう進められているのかお聞かせ

ください。 
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 ３番目に高齢者、低所得者への対応はどうお考えになっておられるのかお伺いするもので

あります。 

２ 第２の安全網（セーフティーネット）構築を急げ 

次に第２のセーフティーネット、安全網の構築を急げと題して質問させていただきます。

貧困、格差問題が深刻化しております。背景には所得格差が大きかった高齢者が増加したこ

と、そして経済のグローバル化で企業間格差が厳しくなる中、企業が賃金の安い非正規雇用

を増やし、働いても豊かになれないワーキングプアといわれる働く貧困者を生み出したこと

であります。まして未曾有の不況により失業者の増大、賃金の低迷など待ったなしの緊急課

題になっております。そこで当市の対応策についてお伺いします。このことは地方自治体ば

かりではどうにもならない部分も承知しておりますが、このままでは大変なことになること

は明白であります。市長の見解もあわせてお聞かせください。 

一つ、高齢者の暮らしの柱となる年金では、無年金、低年金者が増大しております。６５

歳以上の無年金者は現在４２万人あがっており、今後加入を続けても受給資格を得られない

人を合わせると１１８万人に膨れあがるとも言われております。当市の６５歳以上の無年金

者の実態と今後の推移が心配でございます。対応を兼ねお伺いするものであります。 

 次に第２のセーフティーネットを急げと掲げさせていただきましたが、申告な生活困窮に

伴い生活保護者が増えております。当市は他自治体に比べ持家があったり、家族の支え合い

が豊かであったりすること等をとおして低水準に位置しておりますが、このところやはり急

激に増えております。生活保護一歩手前の方々をどう救済していくか。例えば基礎年金は満

額で月６万６,０００円であります。この部分について市長の見解をまずお聞かせいただきた

いと思います。 

 次に高額療養費制度についてお聞きします。多くの方々が病気と闘っております。ガンと

か慢性疾患の方は治療期間が長期化し、医療費の自己負担額が高額になり生活が大変であり

ます。こうした家庭の負担を軽減する仕組みとして、一定の金額、自己負担限度額を超えた

部分が払い戻させる高額療養費制度があります。今はあらかじめ認定書を提出すれば立て替

えなくても済むようにはなりましたが、その内容を見ますと、余りにも現実の状況には納得

できない部分が多くあります。 

例えば１回の療養費が２万１,０００円を超えないと世帯で合算できない、月をまたぐと合

算できない、病院が別なら別計算、同じ病院でも外来と入院は別計算、同じ病院でも診療科

が別なら別計算。本来ならば限度額を超えた部分を払い戻しできる制度なのに、私は納得が

いかないのであります。私だけでしょうか。市長の見解をお聞かせいただきたいと思います。 

以上、明快なる答弁を期待し壇上からの質問とさせていただきます。 

○市   長  中沢議員の質問にお答え申し上げます。 

１ 温暖化対策と猛暑対策ビジョンについて 

温暖化対策と猛暑対策についてであります。今年の夏の異常気象、これはもう観測史上始

まって以来ということであります。１１３年で初めてだというようなこともありまして、非
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常に暑い夏であったと。そして議員がおっしゃったように、それぞれ熱中症等で全国的には

大変な状況であったということを私も感じているところであります。 

今、市の中で湯沢気象観測所、これが一番近いわけであります。このデーターによります

と、過去３０年間の平均気温が１２.４度でありましたけれども、直近１０年間の平均気温は

１３.４度と、年間平均で１度上がっています。そして最高気温が４０度を超えた年――これ

は瞬間的な部分もありますけれども、フェーン現象とかそういうことでありますが――平成

１２年、平成１４年、平成１６年と平成１０年以降頻繁に出現しているというこういうこと

を見ましても、この地域も当然でありますけれども温暖化という状況は現れているというこ

とだと思っております。 

今、私どもの市でこのことの対策をどうしているかということであります。今年度、ご承

知のように「南魚沼市地球温暖化対策実行計画」を策定するところでありますし、今、各分

野の代表者１２名の方に委嘱させていただいて、実行計画策定委員会を立ち上げたところで

あります。６月の３日、８月の２６日に委員会を開催しております。そしてこの後また２回

ほど予定をさせていただいて、その委員会の中でそれぞれ二酸化炭素等も含めた削減目標、

そしてその推進方策を検討いただいて、実効性のある計画内容をきちんと定めて、そしてそ

れを実行していかなくてはならないと思っております。 

この原案につきましては年明けにパブリックコメントをさせていただいて、必要に応じて

修正した上で、でき得れば年度内に公表させていただきたいと思っておりますので、またご

理解をいただきたいと思っております。 

猛暑の対応、これは本当に全国的に大変な状況であったわけでありますが、先般、長岡市

では来年度、できれば消雪パイプの水を暑い時に出して、打ち水と同じ効果だそうでありま

すからそれをやってみるかとか、いろいろ検討されているようであります。この消パイにつ

きまして一番のネックは、電気の契約ですね。この問題をどうクリアできるかということで

あります。 

私どもの地域で例えば消雪パイプで打ち水的にやって温度を下げる、それはもう出せば全

部下がりますけれども、過疎地にいきますとほとんど消パイが家の近くにあるわけでありま

せん。ですから、全体的には下がるのかもわかりませんけれども、市街地の中みたいにすぐ

に実感ができるということではありませんし、消雪パイプのない地域というのも相当ありま

す。これらがどう効果も出たり、あるいは平等性が保てるかというのは、また検討はしてみ

なければならないと思っております。 

冷房装置を入れていただくと、これは一番簡単なことでありますけれども、なかなかそう

いうことがすぐに実行できる家庭とでき得ない家庭もあるわけでありまして、建築的な手法

で涼しさを実現する知恵、こういうことも建築士さんの知恵を借りればできる部分もあるの

かなとそういうことであります。夜はまあ非常に・・・今年はだけども夜も暑かったですね。

大体夜は相当気温が下がるのですけれども、でも夜間のその涼しさを家の中に蓄積しておく

方法とかですね。温かさは蓄積しておけるわけですので、涼しさも蓄積できるかとか、そう
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いうことはやはり研究していかなければならないと思います。やはり樹木あるいはツタ、こ

れらをうまく利用した遮光といいますか、そういうことも家を造る際にはやはり考えていか

なくてはならないことだろうと思っております。 

いずれにいたしましても、なかなか今までに経験したことのない暑さの中でのことであり

ましたので、問題点あるいは反省点等をまた十分拾い上げて、それらを検証しながら対応し

ていかなければならないと思っております。現実的といいますか、実際、では具体的に何を

やるということについては、まだその方法がこれをやればいいだろうということはまだ出て

おりませんので、先ほど含めました検討委員会の中でも議論をしながら、効果的な対応を探

っていきたいと思っております。 

 ２番目の救急医療、情報提供の確保であります。市内で７～８月で最高気温３０度以上の

真夏日が４７日、うち３５度以上の猛暑日が８日間ありました。これらが起因、原因だと思

いますけれども、熱中症の患者が例年以上に多く発生したと思っております。５月３１日か

ら８月３１日の間で市内において救急搬送した人数のうち、熱中症と思われる人数が４０件

４２人。この４２人中県外の方が７人、県内５人、市内３０人ということで統計が出ており

ます。人口１万人当たりといたしますと６.９人ですので、県全体では５.３人ということです

から、１万人当たりの発症率といいますか、これは県平均より高い。１.６人多い状況であり

ます。 

この夏に、臨時的といいますかそういうことでとった熱中症対策については、ホームペー

ジあるいは８月１日広報誌において２ページにわたって、この夏バテ、脱水症状こういうこ

との予防の呼びかけ、あるいは熱中症症状に対する対処方法、救急医療、救急車についても

啓発はしております。 

また、先ほど議員がおっしゃったように、この猛暑、一種の災害というふうにとらえまし

て、防災担当である総務課、保健担当の保健課、そして消防本部が連携をとりまして、広報

車で啓発活動も延べ２０日間行ったところであります。そのほかにも集会、あるいは市民が

集まる機会、これらを利用して注意喚起も促しておりますし、ＦＭゆきぐににもスポット的

にこのことの広告を依頼したところであります。 

けた外れということでありますので、これから豪雪も含め、あるいは豪雨も含め、そうい

うことが頻繁に出現するということも非常に危惧されますので、やはり防災対策といいます

か、このことをまた一段と強化していかなくてはならないという思いであります。 

大和病院の方の資料でありますけれども、熱中症の受け入れに対して特別な処置はとって

おりません。県や保健所からも熱中症に対する通知はなかったということであります。小出

労働基準監督署に問い合わせしましたら、別件で戸別訪問した際、その事業所に対して注意

を喚起したと。特別の対策は講じていません。さっき触れました救急搬送４２人中、市内３

０人の方の内訳は、死亡はゼロ、重症２、中等症９、軽症１９という内容でございます。 

 ３番目の高齢者、低所得者への対応であります。先ほど議員おっしゃっていただいた、全

国では４万７,０００人、死亡者が約５００人近いということでありますので、大変憂慮する
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ことであります。今年の特徴といいますと、今まで比較的安全だというふうに思われていた、

言われていた屋内。しかも夜間に発症しているこういうケースが大きくありまして、新聞、

テレビ等の報道でもこのことがクローズアップされたわけであります。高齢者の方がほとん

どでありましたけれども、中には若年層もこういうことがあったわけであります。 

市の対応といたしましては、さっき触れた救急搬送のうち、６５歳以上の高齢者が１８人、

やはり４割ですから非常に高いわけであります。この方についての死亡はなかったわけであ

ります。高齢者への対応としましては、民生児童委員などを通じての高齢者宅の見守り活動

の強化依頼、あるいは屋外での運動・作業時の外出の時の予防方法、あるいは日陰を利用す

る、こういう暑さを避ける対策。一般的ですけれども水分、塩分をこまめに補給すると、こ

ういうことであります。 

塩沢地区の高齢者大運動会、六日町地区の高齢者大運動会は日程を変更いたしまして、す

べて午前中で切り上げさせていただいたというようなことを実施したところであります。 

エアコンが、では市内の高齢や低所得者の世帯でどれだけ普及しているか、設置している

か、あるいは設置していないかという個別の実態は、今ちょっと把握はしておりません。こ

のこういう事態でありますので、高齢者あるいは低所得者層に対しての対応の方法でありま

すが、注意喚起が一番でありますけれども、ではエアコンを設置するに補助を出すか否か。

そういうことについてはまだちょっと検討しておりませんので、何ともいい難いわけであり

ます。それを設置をしなければ確実に大変な事態に陥ると、例えば火災報知機とかそういう

こととはちょっとまた趣が違うわけでありまして、公費の中でそういうことができるか否か

ということはちょっと私は今疑問でありますが、いずれにしても低所得者であったから、あ

るいは高齢者であったからそういうことに巻き込まれて重症、あるいは亡くなったというこ

とだけは避けなくてはならないわけであります。これらについてどういう方法があるのかも

含めてこれから検討はさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

２ 第２の安全網（セーフティーネット）構築を急げ 

 次の第２の安全網構築を急げということであります。６５歳以上の無年金者の実態であり

ますが、給付は行っていませんのでわかりませんけれども、六日町の年金事務所に問い合わ

せましたところ、平成２２年３月３１日現在、国民年金を受給している方々が７,４２２件、

額として４１億８,１００万円の受給額であります。そこから今度は市の６５歳以上の人口を

みますと、３月現在で１万６,０３７人ですから、差し引きますと８,６１５人は国民年金は受

けていないということですね、国民年金は。ですけれども、ご承知のように厚生年金、ある

いは共済組合、これらの受給者が相当数いるわけでありますので、では本当に無年金者とい

うのがどれだけあるかということは、ちょっと私どものところでは把握ができない状況であ

ります。 

国は先ほど議員がおっしゃったように４５万人というふうに言っておりますので、無年金

者の原因分析をまず国が行っておりまして、生じさせないための制度の周知、広報、これら
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について対応をしていかなければならないと思っておりますが、私どものところで給付等も

含めた事務を行っていないということで、なかなか簡単に調べられないのです。調べ得られ

る部分については極力対応して、本当に無年金者というものがどのくらい私たちの市内に在

住しているのかというのは、これから聞かれる部分は聞きながら調べてみたいと思っており

ますけれども、今のところはそういう状況でそれ以上の数値が出てまいりませんので、ご理

解をいただきたいと思います。 

現在の基礎年金額についての市長の見解ということであります。先ほど議員おっしゃって

いただいたように月額ではそうでありますが、年額が７９万２,１００円。これは４０年間満

額を納めた場合ですね。これが高いか低いか、高いとは思いません。やはり７９万円、約８

０万円で一人の人が１年暮らせ、これは非常に無理があるのではないかという思いでありま

すが、ただ、今の制度の中でありますと、ご承知のようにそれを高くするには納める額をも

っともっと。いやいや、全部国が面倒をみればいいのだということになれば別でありますけ

れども、そういうことも含めますと非常に悩ましい問題ではありますが、高いということに

は感じない。むしろやはり非常に厳しい数字だということは感じております。 

高額療養制度であります。議員、これもおっしゃっていただいたようにそれぞれ矛盾した

点がございます。矛盾した点はございますが、トータルして例えば何十万円とか、それで済

めばそれでいいわけですけれども、結局この制度そのものが国の法律の中でやっていること

でありますので、市が独自にそれを変えられるかというと、これは変えられませんし。 

一つはやはり国の方で心配するのは、そういうふうにやった場合、非常に医療費が増額す

る、ではこの問題はどうするのだということだと思うのですけれども。議員、ご承知のよう

にもう逆に国の方はこの限度額を上げる改正を今までしてきたわけでありますね、上げてき

たのです。それで本人負担を減らせば保険税にはね返ってくると、これも国の公費負担。こ

れらを本当にやってくれれば、それは望むところでありますけれども、非常に難しい問題で

あります。 

難しい問題でありますが、実際それで悩んでいらっしゃる方もいっぱいいるわけでありま

すので、制度の矛盾点、これらをきちんと検証しながら、やはり国の方にそういうことを訴

えていくと、まずはこのことから始めなくてはいけないと思っております。状況としてはそ

ういうことでありますし、概略は以上のとおりでありますので、まずは１回目の答弁にかえ

させていただきます。 

○議   長  昼食のため休憩とします。午後の開会は１時ちょうどといたします。 

（午前１１時５０分） 

○議   長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時００分） 

○中沢一博君  それでは午前中に引き続きまして再質問させていただきたいと思います。 

１ 温暖化対策と猛暑対策ビジョンについて 

温暖化対策と猛暑対策ビジョンについて、まず再度聞かせていただきたいと思うのです
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けれども、今後さらに温暖化がというか、猛暑が２０日くらい増えるというふうなそうい

う報道も先日出ております。そうなりますと、やはり市長からも、これから具体的なそう

いう部分を出していくというふうな答弁もいただきました。やはり行政だけではなくして、

市民が一体となったそういう部分にどうしても入っていかなければいけないと思っており

ます。できることから、さ細なことから、私たちにでは何ができるか。これだけの気象変

動というかを私たち身近に感じております。やはりそういう気持ちは皆さんおありであり

ますので、ぜひ、行政のリーダーシップをお願いしたいと思っております。 

市の職員の皆さんもノーカーデーを４月１日から実施されました。１日実施するだけで

もガソリンが４３０リットル削減できるというふうに市長からもご答弁いただいておりま

す。また、２０１５年までに家庭ごみの削減という目標値が出ました。一人１日の削減す

るごみは２０１５年までに２０パーセントであると。そしてこれはＣＯ２約５３０グラム

削減目標というふうに提示がございましたけれども、やはりこの９月１日の市報でも出て

おりましたが、レジ袋の問題等をみても、やはり細かい部分ももう少し私たちに提示して

いただかなければ、では何ができるかという部分をですね、ぜひそういう部分を推進して

いただきたいと思います。 

レジ袋にしても大きな袋だと年間３００億万枚出ているという、これはドラム缶にしま

すと原材料が２８０万本だというふうにいわれております。例えば当市においてもレジ袋

を１週間で２枚削減しただけでもドラム缶が１７０本いらなくなるという、そういう過去

のご答弁もいただいております。 

また、生ごみが、例えば水を切った場合１日３５グラムのＣＯ２が削減できるというふ

うなことも私も聞いております。そういうふうにいってもなかなか現実にできないのが私

たち市民でございますので、その分もう少し具体的に一人当たりの成果が表れるようなそ

ういう答申案も、これから進めていく中でぜひ、もう一歩具体的な家族でできる目標値な

んかも提示していただければありがたいな、もったいない運動をもっともっと宣言しても

らいたいなと思いますけれども、その点市長のお考えをいただきたいと思います。 

○市   長  １ 温暖化対策と猛暑対策ビジョンについて 

こういう目に見えないといいますか、すぐに実感として出てこないという部分というの

は、今、議員おっしゃったように大きなことをどんとやるということよりは、やってもわ

からないということになりますので、今おっしゃっていただいたようにレジの袋の問題、

あるいは生ごみの水切りとか、そういう本当に小さなことを着実にこまめにやっていくと

いうことが一番大切だと思います。 

一般市民、私たちも含めてですけれども、では何をすればいいのだということをきちん

と提示していただければ、それをやればそうだということがはっきりわかるわけです。き

ちんと具体的な例を提示しながら、ふだんの生活の中でこういうことを節約したり気をつ

けたりすれば、これだけの効果が出るということを具体的な手法を持って、数値も持って

示していって、協力を呼びかけていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 
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○中沢一博君  １ 温暖化対策と猛暑対策ビジョンについて 

別の観点からお聞かせいただきたいと思いますけれども、市長は先ほど長岡で消雪パイ

プという話をしました。私も以前から、猛暑、夏の暑いてんてん照りのアスファルトを見

ていたときに、私たちの地域にはそういう部分がある。ほかの地域にはないこういう部分

があるわけであります。当時私が聞いたときは、それはなかなか電力で冬季との兼ね合い

があるからできませんと、そういう話を現場から聞かせていただきました。 

ですけれども今、ご承知のとおり今はそういう部分がなくなって――ありますけれども

別に切りかえ云々というふうな形もないわけでございます。電力会社、こういうものは、

県と国とがやはり一体となった中で当市にできることは何だろうかという、そういう研究

も私はしてみるべきではないのかなと。もう消雪パイプをただ冬だけではなくして夏にど

うできるか。また、これから水不足がこれだけ暑くなってくると出ます。やはり農作物の

方にも影響してくるように私は思えるのですけれども、過去にもそういう経験があるかど

うか私はわかりませんが、消雪パイプ等をこの農作物に生かせないか。そういう観点に対

するお考えはどうでしょうか。 

○市   長  １ 温暖化対策と猛暑対策ビジョンについて 

長岡での議論の中身といいますかを見ますと、やはり問題になっているのは第二融雪の

電力の供給の問題。それとそれから当然電力料も発生するわけですからそれの費用対効果

がどうなのか。これらを検証していきたいというようなことであります。私どもも例えば

実際やらなくてもそれをやった場合どうだという検証はできますので、それらもちょっと

検討してみたい。 

今、議員ちょっとおっしゃったのですけれども、電力のその問題はなくなったというこ

とですが、なくならないのです。非常に簡単ではないことでありまして、電力料も第二融

雪ということで安く抑えられているわけですから、それをでは一般的な電力にした場合ど

の程度のものになるのか。これらも含めて検討させていただきたい。 

平成６年だか７年に、旧六日町ですけれども西山一体で大変な水不足、干ばつがありま

して、一時的に電力を供給してもらって地下水をあげて、主に田んぼの水でありますがそ

れを供給したことがございました。それ以降はほとんどありません。今年、例の問題にな

っております清津川と魚野川の水問題の件ですけれども、これだけの日照りの中で双方と

も水が不足をしたということはまだ報告は入っていないわけです。ですので、別の観点か

らしますと清津川の方も、今の試験放流も含めた水量でこれだけの日照り、猛暑の中でも

一般的な水不足は生じなかったということは大体出たわけであります。 

では、地下水をそういう農作関係のかんがい用水に利用するということになれば、一時

的な部分は確かにできるのですけれども、恒常的に今のかんがい用水に地下水ということ

になると、ものすごい量の、ポンプも含めてですね。結局かんがい用水というのは、１秒

間に何トンとか何十トンという水を流さなければだめなのですけれども、地下水を今くみ

上げている井戸の場合は、１分間に何十リットルとか何百リットルとかそういう単位です。
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だから、単位がもう全然違う。そこが一つの隘路だと思います。 

もし、この地下水でかんがい用水も含めた水を供給しようということになりますと、相

当大口径のポンプを井戸、ケーシングもそうですけれども使って、それでではどの程度と。

１秒間に１トンの水をくみ上げるポンプなんていうのは、そう簡単にはないわけでありま

すので、その辺がちょっと隘路であります。細かく掘ってそれを全部寄せるという手はあ

ろうかと思います。そうしますと今度は地下水の問題もまた出てくるわけでありますし、

非常に難しい面がありますが、地下水の量が相当ある地域で、それを使っても地下水枯渇

とか地盤沈下とかという問題が生じないようなことがあればですね、これはやはり検討に

値するものだというふうに考えております。 

○中沢一博君  １ 温暖化対策と猛暑対策ビジョンについて 

重々承知しております。ぜひ、こうならないふうになってもらいたいわけですし、例え

ばヒートアイランドの部分ではないですけれども、やはり今、企業も社会貢献という部分

が問われております。特に大企業であるならば。そういう部分をやはりもう一度ぜひ研究

課題ということで取り組んでいただけたらなというふうに思っております。 

別の部分にさせていただきます。教育長にちょっと伺わせていただきます。この部分で

出てくるかなと思ったけれども何もなかったもので、教育長にお聞かせいただきたいので

すけれども。今、教育現場でもいろいろささやかれているかと思います。この地域はそう

いう面では緑が多いわけですし。 

まず、エアコンの装備の実態はどのようになっているか。ちょっと私どもも心配でござ

いますので、状況等をお聞かせいただきたいという部分と、今よくささやかれている緑の

カーテン、よくご承知かと思います。私、こう見ておりますけれども、なかなかそういう

ところは取り組んでいないみたいです。取り組んであるところもあるかもしれませんけれ

ども、見ている部分においては余りないような気がします。 

私はこれから教育の一環というか、子どもたちに環境教育という部分に関しましても、

育ててそれがどういうふうになっていくかという観点からも、私は緑のカーテンという部

分はこれからある面では必要かなと、これだけの環境的な部分を感じるのですけれども、

それに対して教育長の答弁をお願いしたいと思います。 

○教 育 長  １ 温暖化対策と猛暑対策ビジョンについて 

まず、エアコンの整備状況でありますが、普通教室では一般的には入っておりません。

特別教室のうち例えば視聴覚教室ですとか大勢集まる、会議ができるというふうな部屋、

あるいは音楽室、学校によってはそういったところで特別教室のうち一部にエアコンが入

っております。 

先般ＮＨＫでもやっておりましたが、すべての子どもたち一斉に涼しくは過ごせません

ので、時間割を決めましてローテーションで特に暑い日には涼しい部屋で一定の時間を過

ごすというふうな工夫をしているところであります。 

 それから緑のカーテンでありますが、ちょうど夏休みの期間中なかなか世話ができない
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というふうなことで、余り多く取り組まれているような状況ではないと私も思っておりま

す。ただ、日差しを遮る、あるいは植物を育てる、両方の観点から非常に効果があると思

いますので、これから来る夏に備えて何らかの準備ができるよう対応してまいりたいと思

っております。なお、以前はヘチマですとかアサガオですとかというふうなものが主流だ

ったと思いますが、今一番葉っぱが多く茂るのがゴーヤかなというふうなところでありま

す。ゴーヤとなればまた育てた後、食べるというふうなこともまたあるわけでありますの

で、そんなふうな観点からも対応をしてみたいとこのように思っております。 

○中沢一博君  １ 温暖化対策と猛暑対策ビジョンについて 

ぜひ、大変さというのもわかっていますけれども、それにあわせてメリットもいっぱい

出てくるかなというふうに私は感じております。これは学校だけではなくして保育園等も

やはり進めてはどうかなというふうに私は思っております。ほかのいろいろな部分でも、

夏休みが私どもより多い地域でも、現実もう取り組み始めているというような情報も聞い

ておりますので、ぜひ私としては取り組んでいただいて、子どもたちにいい環境教育の一

環にしていただいた上で２度も５度も室温が下がるというふうにも聞いておりますので、

ぜひ取り組んでいただきたいと思います。 

 次に救急医療活動の件ですが、これは市長に伺っていいのか消防長に伺っていいのかち

ょっとかわかりませんけれども。例えば今年のこの熱中症の部分で１１９番通報をするわ

けでございますが、正直言って難しい。熱中症というのが、どの程度になったら救急車を

呼ぶか。私どものこの地域というのはあんまり救急車を呼んではいけない。いろいろな理

由でタクシーがわりに救急車を呼んでいるところもあるというふうに聞いていますけれど

も、私の知る限りにおいては、この地域の人たちはあんまり救急車を呼びたくないという

思いはやはりあるのです。 

１１９番通報をするときに私が思ったのが、やはり熱中症というのはあなどれないなと

いうことです。それでどのくらいの部分のレベルになったら１１９番通報すればいいとか

そういうレジュメみたいなものがですね、変な話、これから熱中症の部分で出てくるかと

思うのです。お年寄りなんかではないけれども家族なんかも、知らしめていかなければい

けないわけです。そういう部分の私はマニュアル化みたいなものがあったら、また違うの

かな、大事に至らないで済むのかな。そういう対策もお金のかからない部分でございます

ので、進めていってはいかがなものかな、また助かるなというふうに私は個人的には思っ

ております。 

 また、例えば救急車に今アイスパック等なんかは装備されておりますでしょうか。その

点確認をちょっとお願いしたいと思います。 

○市   長  １ 温暖化対策と猛暑対策ビジョンについて 

一つの症状に対して、熱中症であっても何であっても結構ですが、この程度になったら

救急車を呼ぼうとか、それはちょっと難しい。全部一律であれば結構ですけれども、人間

のそのときの体の状態もありますし、根本的に強い方と弱い方といらっしゃいますので。
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例えば熱がこの程度とか、呼吸がこの程度とかそれをきちんとこうして、それまで我慢し

ていたら死んでしまったなんていわれると、これもまた困るわけです。やはりこれはちょ

っと難しい。それは本人の判断ですね。 

救急車を呼ばないと言いますけれども、さっきもちょっと触れました４０件４２人とい

うこれは、１,０００人当たりの中では県全体より１.６人多いということです。ですから、

私たちの地域の皆さんは、確かにタクシーがわりに使おうというような気持ちがあるとは

思いませんけれども、割合と救急出動の件数は、前から申し上げておりますけれども多い

のです。ですので、その点はちょっとご理解いただきたいと思います。 

 結局、こういう状態でこうだ、ああだというのは広報等ではお知らせしておりますので、

その範囲でないとあとのもろもろの問題が出てくるかなと思っております。その方に異論

があったら消防長がまた答えますし、アイスパックですか、それはちょっと私はわかりま

せんので消防長から答弁させます。 

○消 防 長  １ 温暖化対策と猛暑対策ビジョンについて 

熱中症、１１９番受信。専従２名、室長１名、３名で司令室に入っていますが、熱中症

の疑いということで常に受信のときには、予告指令で熱中症の疑いということで館内放送

をします。そして本指令には救急出動の出動指令が出るわけですが、そこに至る間は、さ

すが専従だなと思うようなことがあります。よく聞いて熱中症の疑いだと、こういうふう

に指令が出ます。どういうふうに受信をしているのか私はちょっとわかりませんが、いろ

いろの今起きている症状をよく聞いて、それで出動させておるようであります。今年は特

に梅雨明けから県の方から、大変いろいろの熱中症の注意喚起、あるいは起きたときのデ

ーターの県の報告等々あるものですから、私どもの方もシビアに対応はしておるところで

あります。 

アイスパットが救急車に乗っけてあるかと。私が一生懸命動いていたころはあそこに水

タンクがある。水は常時出るようになっていますが、冷凍、冷蔵庫的なものは多分救急車

にはないかと思います。また調べて後で報告させていただきます。そんなことで熱中症と

いうふうに、やはり症状がすぐ出ればわかるような症状ではありませんので、大変苦慮し

ておるところは確かであります。以上です。 

○中沢一博君  １ 温暖化対策と猛暑対策ビジョンについて 

大変細かいことになってしまいましたけれども、対応していただきたいと思います。私

ども現場でもまだ医学的でわからない部分がありまして、そういうふうに自分がわかれば

するのですけれども、なかなか周りの方もそういう状況でどうしたらいいかという部分を

結構感じるものですから。そういう部分のレジュメ、これだからこうだというふうには一

概には言えませんけれども、そういう徹底さがあるとまた一歩踏み込んだ、私自身の教育

の部分もありますけれどもそういうのも大事かなと思います。 

聞くところによるとアイスパックなんかは今、私が間違っているかもしれませんけれど

も、救急車にも入っていないというふうに聞いています。こういう状況であるならば、そ
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のくらいはもう整備した方がいいのかなというふうに感じましたので。私が間違っていた

らお許しいただきたいと思いますので・・・と思います。 

 最後ですけれども高齢者の部分でございます。高齢者というか低所得者という部分でお

聞かせいただきたいと思います。やはり今、市長もおっしゃったようになかなか難しい部

分は重々承知しております。エアコンは今、ぜい沢品ではなくなってきておりますけれど

も、市長もおっしゃったように、お金がないことによってそういう状況になったという、

そういう部分。一般の私どもの家だってそうでございます。そういう部分で感じるわけで

す。特に私たち行政の立場というか我々の立場から考えるならば、お金がなくて熱中症に

なったなんていうことは絶対あってはいけないわけでございますので、いろいろ各対策を

とっているかと思います。 

そういう面で単純に私が考えるのは、冬なんか私たちの地域では、異常豪雪のときは福

祉灯油というものを配布していただきました。例えば今年のような、こういうだれが見て

も異常気象だという、そういうような電力なんかも加算されているわけでございます。そ

ういうときにエアコンがあるなしという部分もありますけれども、低所得者の方たちにそ

ういう加算制度というようなお考えというのはどんなものでしょうか。お聞かせいただき

たいと思います。 

○市   長  １ 温暖化対策と猛暑対策ビジョンについて 

福祉灯油につきましては今おっしゃっていただいたように、灯油の大幅な値上がりとか、

あるいは大豪雪とか。これは結局今暖房施設のない家屋というのはまずあり得ないという

ふうに、普通の反射式のストーブも含めてですね、と思います。ただ、この暑さ対策とい

うのが非常に難しい。何をどうすればいいのか。全部エアコンが入っているとしますと、

例えば電気代を――福祉灯油ではなくて今度は何になるのか、福祉電気代になりますか、

そういうことでの対応は可能かと思いますが。エアコンもない何もない、そうなりますと

では何をどういうふうに対象にすればいいのか。 

これは非常に難しいところでありますが、制度としてどうこうということは別にして、

さっき触れましたように、所得が低かったから死に至ったとか、重篤な事態に陥ったとい

うことのないような方法が、どういうことをすればできるのかということを、やはり検討

してみなければならないと思っております。その範囲の中でどういうことができるかとい

うことをまた改めて示しながら、皆さんから議論もいただきたいと思っております。 

○中沢一博君  ２ 第２の安全網（セーフティーネット）構築を急げ 

それでは２項目目の第２のセーフティーネットの部分でお聞かせいただきたいと思いま

すけれども。やはり生活保護者の手前の方をどうするかという部分でございます。一歩手

前の方たちを。この言葉はあれですけれども先ほど市長からも無年金者はどのくらいおら

れるかわからないというお答えをいただきました。先ほどの前議員の未婚率の部分を見た

ときに、どうしても今後この部分が大事になってくるのか、また見て見ぬふりもできない

のかなというふうに感じるわけであります。 
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本当にそれは例えば昨今の高齢者の所在不明の問題しかりでございます。今、私の周り

でも――先ほどのあれとちょっとあれですけれども――実は高齢者の年金を頼っている人

が余りにも多いのです。私が知るだけだかもしれないけれども、余りにも高齢者の方の年

金を頼って生活している。これは雇用の問題、経済の問題、いろいろな問題が出てきます。

ありますので一概には言えない部分でございますけれども、この部分が本当に私は心配で

ならないのであります。 

そのときにやはり政治の責任というものを考えざるを得ないのであります。今、言葉の

真意を履違えしては困るのですけれども、例えば基礎年金でございますけれども満額で先

ほど６万６,０００円。言葉は本当に履違えてもらっては困るのですけれども、生活保護の

方がおいくらもらっているかと考えたときに、どうしてももう少し基礎年金をアップしな

いと。これは市長だって思っているかと思います。 

やはりこういう部分を、大きな部分で私たち政治の責任としてとらえていかなければい

けない。地方からおこしていかなければいけないというふうに私は感じますけれども、市

長の考えをこのことに関してお聞かせください。 

○市   長  ２ 第２の安全網（セーフティーネット）構築を急げ 

さっきも触れましたように年金、特に国民年金ですけれども満額支給で８０万円弱です

ね。これで普通の一般的な文化生活が営めるかというとまず無理。しかも都会の方で、住

居も自前でないということになりますと、ここから家賃を払ってということになれば全く

もう悲惨な状況だと。この国民皆年金制度をつくったときに、今のような社会形態や社会

情勢を想定はしていなかったと私は思われます。 

と申しますのは、例えば私の家でいいますと年金を高齢者で今受給しているのは二人い

ますね。だけれども全部家族で暮らしていますから、やはり年金そのものは生活費ではな

いのです。ところが今は、高齢化、あるいは高齢化というより世帯が全く分離をしている

ということ、それから高齢者のみの世帯、そういうのがいっぱいになってきていますので、

それで今度は生活をしなければならない。そうなると年金の基礎額そのものを考え直さな

ければ、とても状況に対応できるわけではありません。 

そういうことはもう実態として出ているわけですから、今、議員おっしゃったように国

に向けてそういう方向に制度改正をしていかなければ、無理であろうということは申し上

げたいと思う。ただ、それにしても今度はすべて国の費用負担であげれば、それはそれで

全くもらう方には痛みはないわけですけれども、平行して負担も上げなさいということに

なりますと、非常に大きな問題も出る。ここが一番の隘路だというふうに思っております。 

ですので、トータルとしましての議論は、もう少しやはり年金額の基礎額を上げるよう

な方法を考えていきましょう、という話はしますけれども、各論になってでは掛金を増や

していいのかと、こう言われると首長として市民全体のこの考えの中からしますと、じゃ

あ掛金も増やしていいからどんどんあげてくださいとは言えないのです。その辺が非常に

厳しいですけれども、やはりこういうことを解決するのが、まさしく議員おっしゃったよ



 - 37 -

うに政治の力でありますので、いろいろ知恵を絞りながら国の方とも話をさせていただき

たいと思っております。 

○中沢一博君  ２ 第２の安全網（セーフティーネット）構築を急げ 

ありがとうございます。時間が迫ってまいりまして、最後に高額療養費制度について聞

かせていただきたいと思いますけれども。私がここで言ってもどうしようもないのかもし

れませんけれども、どうしても納得がいかない部分がいっぱい出てきているのです。例え

ばやはり高額療養の制度というのは、これがあることによって、本当に安心して医療を受

けられるという部分では本当に助かっている人がいる。助かっております。ですから、安

心して医療を受けられるということに関しては、本当に私は国民皆保険のこの制度という

のはすばらしいなと思っています。 

その中で、一般層といわれている８万１００円の部分であります。高額５３万円以上の

方は今１５万円であります。一般の非課税の方は３万５,４００円。一般といわれる方は８

万１００円かと思います。この間が実はすごくあるのでありますね。この間の人がすごく

今苦しんでいるのです。 

例えば私この間、病院で本当に胸が痛むようなことがありました。それはがんの長期化

している方が、病室でみんなの前で医者とやりあっているのです。何を話しているかとい

うと、医者は医療を受けてくださいと言っているのです。だけれども治療者の方は生活が

あるからできないのだと。そういう本当に胸が熱くなるようなお言葉をいただいておりま

す。私は政治に携わるちっぽけな人間としても、いたたまれないのであります。何とか手

を打てないのか。私は本当に切ない思いで帰ってきました。 

そうしたらある方からこんな相談を受けました。年間１１３万円の収入がございます。

その方は今、一般の部分でありますから８万１００円の高額療養になっております。がん

と今、一生懸命戦っておられます。だけれどもこの１１３万円だと月が９万４～５千円で

あります。どうやって生活していいのだろうかと。本当に何とか今はちょっとの蓄えがあ

るからやっていかれるけれども、それが年々、月々増えてきている。本当に不安でならな

い部分を感じております。 

私はやはりこの一般の部分を、私がこんなところで言ってもどうしようもないのだけれ

ども、やはりもう少し下げる部分もあって２階建てにするべきであると私は思っているの

です。払えないような制度を作ったってどうにもならないのです。やはりもう少しそれを、

みんながこれだったら頑張れるというような制度をするのが、私は政治だと思いますけれ

ども、この点市長お聞かせいただきたいと思います。 

○市   長  ２ 第２の安全網（セーフティーネット）構築を急げ 

今おっしゃっていただいたように、この一般の中でも上位所得者それから一般、１５万

円と８万１００円、この間になるわけですね。低所得者の方になりますと３万５,４００円

という部分にまでくるわけです。例えばでは低所得者が３万５,４００円でいいかというと、

これもまた非常に厳しい部分がある。ですので、１,０００円単位ぐらいに小刻みに設定を
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すればそれはどうだかわかりませんけれども、これはさっき触れたように、我々が「よし、

わかった。ではやろう」ということでできる問題ではありませんので、いわゆる法の中で

のことだと。 

今、議員おっしゃったような切実な思いというのは十分私も理解いたしますので、それ

こそどういう方法があるのか。まずここから我々は考えなければならないわけであります

ので、きちんと検証しながら、改正ができることであればそれはぜひともそうしていきた

いと。そういう努力をさせていただくということを申し上げて答弁にさせていただきます。 

○中沢一博君  ２ 第２の安全網（セーフティーネット）構築を急げ 

リバース・モーゲージという部分を市長もご存じかと思いますけれども、持家を持って

いながら例えばその居住を担保として、自治体や金融機関からお金を借りることができる。

そして融資を受けることができる。そして亡くなったらそれを処分してもらって、充当し

一括借金を返済するそういう制度。私も正直いっていろいろの部分をして今、生活保護の

一歩手前の人がいっぱいいる中でどうしたらできるのだろうか。いろいろして私もだめな

りに調べたのですけれども、こういう部分があるし、今、都会でははやっているというふ

うなことを聞いております。 

住みながらにそういう次の死んだ後のことをして返済できる。これは問題がいっぱいあ

ることも重々承知しております。だけれども、すぐ生活保護に願わなくてもいい。今の家

に住んでいながらそれを亡くなった後に全部それを一括返済できる、そういう私はリバー

ス・モーゲージという言葉を聞いて調べさせていただきました。こういう部分、我が市は

今後必要になってくるのではないかなというふうに私は感じますけれども、市長のご見解

をお聞かせいただきたいと思います。 

○市   長  ２ 第２の安全網（セーフティーネット）構築を急げ 

時代の変遷ですので、私が今ここでそれが必要か否かということはちょっと申し上げら

れませんけれども、そこまでしなくてもやはりきちんと生活ができるという方向を目指さ

なければならないという思いだということで、答弁にかえさせていただきたいと思います。 

○中沢一博君  ２ 第２の安全網（セーフティーネット）構築を急げ 

ちょっと長くなって本当に恐縮でございます。この社会ですから矛盾しているのは市長

が一番よく知っていると思います。歯がゆいというのも一番よく市長が知っていると思い

ますけれども、やはり一歩一歩改善するべきところは、みんなして一緒にやっていきたい。

そんな思いでいっぱいであります。大変ありがとうございました。終わります。 

○議   長  質問順位４番、議席番号９番・今井久美君。 

○今井久美君  それでは一般質問を行います。 

１ 今後の財政的見地からの市政について 

今回は最初に大所高所からという観点で、今後の財政的見地からの市政について伺いま

す。なぜこんなに大量に国債が発行され続けているのか。市の財政運営で国、県からの歳

入のウエイトが大きい以上、このことは我々の市政にも大きな影響を与えるものでありま



 - 39 -

す。国債について少し勉強をいたしました。国債には大別して建設国債と赤字国債があり

ます。未来の金を今使う。この発想は、決められた税収の中でどうやって予算を組むか、

当時予算編成にかかわっていた大蔵官僚の世界観を１８０度変えたといいます。所得倍増

計画を掲げた池田内閣、田中大蔵大臣のころの話と聞きます。 

文化スポーツの公共施設、道路、下水などのインフラ整備は、決められた税収の予算で

は建設基金を設けて事業化し、たまったら実行するということかもしれませんが、それで

は税金を払った人とそれを利用する人が別の世代になってしまいます。その不公平感から

将来利用する人にも負担してもらう建設国債は理にかなっていると思います。 

しかし、赤字国債は全く何も整備するわけではなく、資産が残るものでもありません。

足りない分借りるだけの借金であります。戦前日本は軍事費調達のため戦時国債を大量に

発行し、敗戦とともに巨額な国債が残り破産状態に陥っています。戦後財政法を制定し、

国債発行を一切やめようとして公債と借金を禁じました。先の世界観の変わった大蔵官僚

までは、歳入と歳出が同規模の均衡予算主義で予算編成がなされておりました。 

このような歴史的な反省があったにもかかわらず、なぜ赤字国債は発行されたのでしょ

うか。昭和４０年佐藤内閣の福田大蔵大臣が、東京オリンピック後の景気対策として戦後

初の赤字国債を発行し、翌４１年には建設国債を発行しました。以後、建設国債は発行さ

れ続けております。赤字国債はこの後抑えられ、１０年後の三木政権で再開しバブル経済

で税収増となった一時期を除けば発行され続けました。政権公約で赤字国債を発行しない

とした細川内閣も新税導入に失敗し発行され、自社連立の村山内閣でも特例公債と称して

赤字国債は常態化し、ついに小渕内閣で建設国債と赤字国債のバランスが崩れ、赤字国債

が上回る状況となり、国、地方あわせた残高はＧＤＰ比では終戦末期以上のものとなりま

した。何のための歴史的教訓だったのか。また、単純な政権交代ではどうにもならないこ

とも歴史は示しております。 

今の国内外の状況を見るとかなり遠い将来を見通しても、赤字国債から脱するのは難し

いと思われますが、市はどのようにしていったらいいのか所見を伺います。関連して３月

議会で確認した臨財債の発行可能額と起債額との差について、新年度予算に反映し得るも

のか見解を伺います。 

２ 個人情報保護法を乗り越えた市となれないか 

 次に個人情報保護法を乗り越えた市となれないかについて伺います。どんな方々がどの

ような理由から進言してこの法律が制定されたのかわかりませんが、弊害はあっても利が

少ない法律だと私は思います。国際的な電子情報化社会に対応する背景があったとしても、

国の基本法制定により各自治体の個人情報は各々条例制定して保護することとされ、市も

平成１７年に制定しております。最後は自治体任せの法律であります。 

以前よりしつこく食い下がるような電話は少なくなりましたが、個人や家族にいろいろ

な電話やダイレクトメールが送られてきます。明らかに何かの名簿からの作業と思います

が、これらの流出はまず防ぎようがないと思います。無料だった情報が有料となって流出
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しているものと思われます。法が制定されてどれほどの住民生活の向上があったのか疑問

であります。逆に住民どうしの親交、思いやり、結びつきなどの人生で一番大切な部分が

欠落してゆく大きな要因となっているような気がします。 

個人情報保護のためというと、どんどん拡大解釈されます。個人情報とプライバシー保

護は違うという解釈もありますが、行政の窓口等の現場判断は難しいところがあります。

公務員には守秘義務もあります。都会ではクレーマー的住民が横行する例もあります。し

かし、１００歳以上の高齢者の生存が不明という報道の中で、現場では個人情報保護法の

壁があり入り込めず生存が確認できない例もあるとのことです。法は法としても少し解釈

も含め、疑問が残ります。法が中心にあり法によって守られるべき住民が隅に置かれてい

る、そんな状況です。 

今、福祉について介護、障がい者の施設もより一般住民の生活している中に存在しよう

としております。裁判員裁判制度で今後増えてくるだろうと思われる保護観察を含めた更

生保護についても同様です。社会全体で介護、障がい者を守り、更生保護を助けようとい

う考え方です。そこには個人情報保護法を乗り越えなければ成り立たない根本があります。 

高齢者の生存について都会の自治体、老人会で独居世帯に声をかけるお節介運動を実施

しているニュースがありました。市の老人会でも友愛訪問として実施していただいている

ところもあります。南魚沼市では個人のことはお互い何でも知っている。自分のこともみ

んなから知ってもらいたい、そして守ってもらいたい。大きな意味で法を超えて市民を包

み込み、守ってゆける市となれないものか所見を伺います。以上、壇上からの質問です。 

○市   長  今井議員の質問にお答え申し上げます。 

１ 今後の財政的見地からの市政について 

大量の国債発行が続く国の予算というこの状況の中でありますけれども、議員おっしゃ

っていただいたように、今や国債残高と借入金あわせて日本全体で９０４兆円ということ

だそうであります。楽観論を述べられる方には、日本にはまだ個人資産が１,２００兆円あ

る、あるいは１,３００兆円ある、そういうことをおっしゃっている方もおりますし、日本

の国債が暴落しているとか、大量の売り注文に出ているとかというそういうことではない。

そういうことが一つの救いではあります。しかし、この状態がずっと続くはずはないとい

うのは、私たちも漠然とではありますけれども感じてはおります。いつかは当然返してい

かなければならないわけでありますし。 

議員おっしゃったように建設国債は、私もこれは常に申し上げておりますが、現役世代

が物を作って、そして現役世代がすべていわゆる借金を返すというのはそれはおかしい。

後々利用する皆さん方も利用の度合いに応じては当然負担をしていただくという、これは

それでいいと思うのです。ただ、余りにも過度にどんどん何かやり過ぎては困るわけです

けれども。 

赤字国債というのは非常にやはり始末が悪い、たちが悪いということだと思いますけれ

ども、まず国の状況を早く改善してもらいたいと。そうは言いますけれども、それでは地
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方交付税も含めた地方へ回るお金をどんどん絞っていっていいかと問われますと、それは

だめだと。総論賛成、各論反対ですね。これは皆さん方、全部確か。そこをどうするかと

いうことだと思いまして、非常に難しい問題であります。 

国民の皆さんから負担をまたしていただくのか。消費税も含めた税の問題これらもあり

ますし、時の政権政党である、今は民主党でありますし前は自民党でありましたが、やは

り政府の方で早くきちんとした対応をしていただくということを願わずにはいられないと

いうところであります。 

 私たちの自治体、じゃあどうだと。これはさっきちょっと触れたように交付税もカット

だよ、あるいは補助金や交付金もそれぞれもどんどん先細るよ。そういう話になりますと、

それでは我々も市債をどんどんと国みたいにそうやたらに発行できるという状況ではあり

ませんし、そういう制度にはなっていないわけでありますので、非常に厳しいところがあ

ります。ではどうするか。結局、今でき得る範囲の中で将来のそういう何ていいますか、

危機的な状況になったときにすぐ対応なんてできません。これはもうできませんけれども、

ある程度のことには対応できるような財務体質を作っておくということだと思います。 

今、財調が約２８億３,０００万円。先般皆さんからまた議決をいただいた部分で、財調

ではありませんけれども、あれは４億円だったか。それからもう一つは、これはまだ、今、

一応市が運用していますので、全部満額にまた返るまでにあと１０年近くかかりますけれ

ども、合併振興基金これが約２４億円、２３億数千万円です。蓄えといいますとそういう

部分であります。不断の努力でとにかく経費を、まずは冗費を省く経費節減に努める、そ

ういうことだと思っております。ですので、これがもう切り札だというようなことはござ

いませんけれども、まずはむだなお金は使わない。使うときはやはりいろいろあっても有

利な部分を模索しながらやるべきことはやっていくとこういうことだと思っております。 

なかなか明快にこうやっておけば大丈夫だというようなことは出ませんけれども、まさ

に日々の積み重ねでそういう事態に陥らないようにまず注意深くやっていく。陥った際の

部分についても、この程度までであれば何とか対応できるという、ある意味セーフティー

ネット的なものはやはりきちんと構築していかなければならないというそういう思いであ

ります。 

 臨財債であります。今年度の当初予算では１３億２,３００万円計上させていただきまし

た。そして初日で補正いただきましたように交付税の算定が決定いたしまして、この臨財

債も３億２,３７８万円増の１６億４,６７８万円になったと。これはすべて発行可能額は全

額発行して、財政の健全化も踏まえた対応をしているということであります。 

そして今年度の臨財債に対する前年度の部分でありますけれども、交付税の参入額が４

億５,７００万円。これは過去の臨財債に対して、国が当然面倒を見るという借金済しをし

てくれるということであります。その部分が今年度の予算の中では４億５,７００万円の交

付税の中に入ってきているということであります。ですので、発行可能額と起債額との差

というのは生じていないわけであります。全額発行していると。で、市民の皆さん方の要
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望にこたえるべく事業展開をしているということでありますので、よろしくお願いいたし

ます。当然、財政健全化ということもありますので、それらの対応もきちんと踏まえた上

でのこの予算化でありますのでご理解いただきたいと思っております。 

２ 個人情報保護法を乗り越えた市となれないか 

 個人情報保護法であります。本当に私も不思議に思うのです。これくらい徹底されてい

るというふうに、いいか悪いかは別にして個人情報は保護されているというふうにいわれ

ていますが、我が家にも中学校１年の孫と小学校４年の孫がいるのです。中学１年生の男

のお子さんをお持ちですねとか、そういう電話が来るのです。塾に通えとか、勉強の本を

買えとか。どこから出ているのだろうと、わからない。だけれども間違いなく電話が来ま

す。ですので、どこかに網の目をくぐる何かがあるな、ということはわかっているのです

けれども、ではどこだということはわかりません。 

そこで、個人情報保護。私も議員とある意味同じ考え方であります。余りにも過度にこ

ういうことをやり過ぎて、もう人間関係が全くないというそういう社会になりつつあると

思うのです。ですので、結局は何ていいますか問題はモラルなのですけれども、インター

ネットの中で非常にやはりこういうことがあってはならないような部分が多く見受けられ

ます。そういう社会になってしまったと。インターネットだけが問題ということではあり

ません。非常に人間関係がぎすぎすして、まさに日本人の本当に美性が失われてきている

という思いであります。ただ、個人情報を保護するということはいいことだと思うのです

ね。それは知られたくない部分もありますし、ですからそれはそれでいいのですけれども

ちょっと過度だと。 

それで今、議員ご承知のように、私どもも災害時等の要援護者世帯とかということで、

今年も市政懇談会の中ではそれを主要テーマにして皆さん方にお願いしているわけであり

ます。けれども、なかなかやはりこれとて要援護者の状況を、我々がその情報は持ってい

るわけでありまして、それを区長さんあるいは民生委員さんにお渡ししてこういう方がい

らっしゃいますと。それは絶対外部には出せないわけですけれども、そういうことをきち

んと保護していかなければならないという思いですが、なかなかその整備がやはり進みま

せん。 

地域コミュニティーの活性化という意味からも含めて、本来でありますとそういうこと

が地域の中では全部わかるということになっていかなければならないわけですけれども、

例えば身体的な状況を知られたくないと、これはこれでわかるのですけれども、何て申し

上げればいいのかわかりませんが非常に苦慮している部分がいっぱいあるということは申

し上げておきたいと思っております。 

議員のおっしゃるような、こういうことを乗り越えた地域社会の構築というのが求めら

れるわけでありましょうけれども、非常にそういうことについて、ではこういう妙手があ

るとか、これをやれば大体解決するとかということもまた見当たりません。やはりさっき

触れましたように地域コミュニティーをきちんともう一度構築していくということを一生
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懸命模索する以外に方法はないのかなという思いでありますので、よろしくお願いいたし

ます。 

民生、児童委員の皆さん方の活動にも支障を及ぼすようなことだって相当出てきている

わけでありますので、そういうことが本来あってはならない。そういう社会にしていきた

いと思いますけれども、またいろいろお知恵を貸していただければと思うところでありま

す。煮え切らない答弁で申しわけございません。 

○今井久美君  それでは再質問を行います。いずれにしましてもこの二つの質問は大変

大ざっぱで難しいものがあると思います。 

１ 今後の財政的見地からの市政について 

最初に大量国債云々の話です。非常に答弁も難しいのだろうと思います。とらえどころ

がない国のことですので難しいのですが。ただ、何か私が通告文に書いたように非常に国

際社会からもちょっと日本が外れつつあるのかなというふうなことと、ちょっと悪い方向

に向かっているのかなというふうに感じているのは、私だけではないような気がいたしま

す。これは私らがここで話をしても進む話でもありませんので、国会の先生方にまたお任

せするとして、今、市長が言ったように私も２１年度決算と平成２２年度の補正４号、こ

れを見ていると、非常に執行部の皆さんから財政健全化に本当に真剣に取り組んでもらっ

ているとこう思います。 

決算においては起債残高も約３４億円ぐらいダウンしているようですし、補正では内部

留保ともいうべき処置も行ってきてもらっています。そして何よりも解決していかなけれ

ばならなかった土地開発公社の問題についても手をつけていただきました。何にもならな

い３億３,０００万円という金利を今まで払い続けてきたわけですから、ここで市長の英断

で何とかこれを食い止めようという処置をしていただいたのは、本当に私は高く評価した

いと思いますし、いい実行をしてもらったと思います。あわせて５億２,０００万円ちょっ

とですから、この金は今こういう時期ですから投資的部分に向けようと思えば向けられる

貴重な財源ですが、今ここでこういうふうにしてもらったということだと思います。 

もう一つ六日町時代の負の遺産ともいいますララの問題、このことについても本当に早

く解決できればなというふうに思います。３億円の現ナマの出資だけで解決できないとい

うような話もあります。非常に会派の中でもこのことについて心配をしていますので、ま

たいろいろな対応については議会も真正面から向かっていかなければならない問題であろ

うというふうに思っています。 

そして今まで話をしてきましたように非常に大変な状況にあるわけですけれども、もう

はっきり言って市の方に出してきてもらっている臨財債を含めた地方の交付税、これらに

ついてどこが金を借りてどこからどうして返しているのか。昔の地方負担分もまだ全然地

方は何も手当していないわけですから、その分を後で返してくれと言われたらそこで差し

引くよ、何て言われるともう元も子もない話で、本当にどこがけつで頭だかよくわからな

いような状況です。 
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こういう中で私は、市長も言ってもらったので余り深く追求するつもりもありませんけ

れども、急にはできないのでその財務体質を改善していくと、経費削減をしていくと、こ

ういうことがやはり今の時点で少しでも手をかけていかなければならないことだろうと思

います。人件費も含めてそういう経費削減をしていくと。 

投資的な建設国債についてはやはり投資が終わってあるときがくればこれは終わります。

ただ経費は削減しない限りは延々として恒常的に続きます。そのため国も今、公務員改革

も含めて２割の人件費を削ろうと、こういうことをやり始めましたけれどもなかなか進み

ません。人勧の勧告も出ました。これから秋の臨時国会に向けて政府内で統一してくるよ

うですし、今日は一番目の牧野議員とまた先ほど中沢議員の話の中でも、市民の所得の話

や基礎年金の額で暮らしていけるのかと、こういう話もありました。 

新潟税務署が昨年度の租税の収納状況を公表していますが、０８年と比べて４.９パーセ

ントの減だということだそうです。この水準は昭和６３年の水準だということで約２０年

前にさかのぼった水準であるということで、法人税がやはり一番大きくて１６.８パーセン

ト、サラリーマンの源泉税が９.５パーセント、軒並みみんなダウンしているということで

す。 

また、私たちの南魚沼市の中でも自主財源がかつて４０パーセント台あったのが、やは

り３０パーセント台にダウンしてきております。これらも含めまして私もこの前、中越議

員の研修があったとき同じテーブルの皆さんに聞いて、議員の定数、そんな話をしたら「６

万２,０００のおら方は今２６人なんだけれども」という話をしたら、みんなからすぐ来ま

した。「６万２,０００の市だったら、もう２０人そう」と。「南魚沼市さんそりゃ多いよ」

とこういう話です。それが多いのか少ないのかわかりませんけれども、みんな議員の中で

も自分の市の財政も含めてそんな状況が話されているのだろうなというふうに感じたとこ

ろです。 

これらも含めまして、私は自治体というのは、やはり住民要望にこたえていくというこ

とが私たちの仕事ですので、どういう将来を見据えて、やはり経費削減、人件費も含めて

みてもその部分を組み立てていかなければならないのではないかなというふうに思います

が、もう一度市長の考えを伺います。 

○市   長  １ 今後の財政的見地からの市政について 

個々の具体的な部分は別にいたしまして、まさに今、議員おっしゃったとおりでありま

す。今までだって例えば合併前も含めて冗費をどんどん使おうとか、むだなことをやろう

とかなんて思ってやってきたことではないと思います。しかし、合併をしてみまして三つ

の町が一緒になって、それはそれでやはり負の遺産というのが相当あります。これはその

ときはそのときでやはり効果をあらわした。だけれどもやはり時代の流れの中で効果を全

く見せなくなったとか、思いどおりにいかなくなったとかそういうことがあるわけであり

ます。 

ある意味この合併がもしなければ、なければそれぞれの町というのは大変な状況になっ
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ていたのだろうと思うのです。でも合併があって、主体的には人件費の大幅な削減が可能

になって今実際やってきているわけであります。それから施設的にしましてもやはり相当

集約できる。そういうこともあって本当に大きな合併効果だと思っております。 

ではそれはそれでいいかといいますとそういうわけではなくて、まだこれからもどんど

んと、それこそ毎日１円のお金でも大切にしながらという気持ちを持っていかないと、い

つかは破綻ということも懸念されるということは、これはもう全部の自治体に共通に言え

ることでありますので、そうならないように努力をしていくと。そして冗費は当然ですけ

れどもきちんと制約をしながら使わないということが当たり前です。経常経費をとにかく

圧縮できるように。 

ただ、余りにもそれをやり過ぎて住民サービスがおろそかになる、こういうことがあっ

てはならないわけでありますので、その辺が非常にバランス的にどこがどうだということ

は難しい部分がありますけれども、それらをきちんと見て決断をしていくのが私の務めで

あります。またいろいろ皆さん方からお知恵を拝借しながら、とにかく市の根本である市

の財政が変になったとか、おかしくなったということにならないように努めさせていただ

きたいと思っております。 

国の方は確かにですね、議員も皆さん方も全部ご存じですけれども小泉内閣の三位一体

改革、このときは結局前の約束を全部ほごにしたのです。補助金の率をカットして、その

部分は地方でまず賄っていてくださいと。地方債を発行して賄っておけと、後で国が面倒

みてやるからと。こういうことでどんどんやったらそれが全部、全部ではありませんけれ

ども相当部分がご破算になったわけであります。国はやはり国が沈没しようかというとき

は、地方がどうだこうだなんて言っていられないという部分だって、ないわけではないわ

けであります。いざそうなったときどうだということも、少しは頭の隅に置きながら、日々

健全的なそして将来を見据えた財政運営に努めてまいりますので、またよろしくご指導を

お願いいたします。 

○今井久美君  １ 今後の財政的見地からの市政について 

それではそういう取り組みについては、また一生懸命やっていってもらいたいと思いま

す。この臨財債については少しやはりとらえ方が違うので、もう１回聞きますけれども、

３月にちょっと話をさせてもらって私は発行可能額が確定する、それは交付税が決まった

ようなものだと、それを有効活用する。それは財政課長からも答弁がありましたけれども、

全部有効活用した方が得策だと、地方財政計画も含めて使わなければどんどんそれが圧縮

されて地方に回ってこないと。こういうような答弁がありましたけれども、私が言ったの

は、発行可能額がある、１３億円決まった。それを１２億円しか発行しない。これは交付

税と同じことなのだから、この１億円は後から交付税でまた措置されると。こういう財源

をつくっていったらどうだろうと、こういう話をさせてもらったわけです。 

認識のちょっと違いがあったので、余りあのとき追いかけませんでしたけれども、今回

そういった部分をもう一度考えていただいて、今まさに決算の審議のまっ最中です。国保
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会計ですとか公的医療の確保これをどうしていくとか、これから南魚沼市民が本当に安心

して生活していくためには、ある程度恒常的なまた財源を確保していくというものも必要

だろうということで、私、繰上償還のときも一般質問をさせてもらったと思います。あの

ときも財源がないと。そういういい方法だけれども財源がないと。ただ、あれはもう１８

パーセント以上の財政の厳しいところに対象でしたので、それは合併振興基金というもの

が最後には使えることになりましたが、やはりもうひとつ踏み込んで自分たちの市を守っ

ていくには、市民を守っていくには、今の私の考え方も非常に幼稚かもしれませんけれど

も、交付税として決定してくる金ならそれはその分発行しない、その差額というのは当然

後でまた返ってくる、入ってくる金だと、こう考えていいのではないかなと。そしてこれ

から審議されていく国保の不足分ですとか、いろいろな部分に対応できたりできないもの

かなということで、今回もう一度聞かせてもらっていますが。 

○市   長  １ 今後の財政的見地からの市政について 

先般の議論の際、私がちょっと認識不足で、発行しなければその分が来ませんという。

いや、そうではないということで財政課長から訂正答弁があったわけであります。今回も

満額、一応この補正で使う。私の考え方、あるいは財政の方の考え方も含めて申し上げま

すと、臨財債そのものの発行は全額やります。最終的な例えば２２年度でありますと決算

に持ち込んだときに、いわゆる繰り越しをどのくらい出せるか。そういう方向でもいいの

だろうと。 

ですから今途中で、これは結局途中で確定するわけですね、年度の途中で。最初にパタ

ンと確定したとか最後に確定するとかではなくて途中で確定するのですね。ですから、そ

れはまず発行しておくと。そして今回もその発行も含めて議員おっしゃっていただいた減

債基金の積み立てとか、あるいは土地開発公社の買い戻しとかも含めてできたわけであり

ますので。最終的には発行可能額と発行額との差がどうであったということを検証するの

ではなくて、全体的な繰り越しの中で、やはりある程度次年度に送り、その繰越金をうま

く活用しながら今おっしゃっていただいた国保も含めていろいろの場面にまた対応できる

と、そういう方向でもいいのではないかという思いであります。 

どちらでもいいのです。ただ、今ちょっと私が触れましたように年度途中のそういう部

分ですので、では発行可能額は１６億円だけれども、では１３億円にとどめておくという

と、その３億円の使う部分というのはその年度の中で出てこないのです。使っていながら

最終的にはその部分ぐらいが繰り越していけるという方向をとった方が、何か有利かなと

いうような思いでもあります。それはそのときの需要度や、あるいはその財政の中で徐々

に違ってくるかもわかりませんけれども、今はそういう考え方で結果としては臨財債のと

ころに持っていけば３億円ぐらい発行はしなかったけれども、後でいただけるという方向

が数値的には出てくるわけです。そんな運用方法を今やっているということでご理解いた

だきたいと思います。 

○今井久美君  １ 今後の財政的見地からの市政について 
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はい、わかりました。考え方は二通りあって途中で決まってくるわけですから理解でき

ました。またそういうことで取り組んでいってもらいたいと思います。 

２ 個人情報保護法を乗り越えた市となれないか 

個人情報保護法ですが、１００歳以上の方が不明だというテレビの中で、これは法とは

関係ないのですけれども、独居でいる老人がテレビに出てきて、もう家族とは別々だと、

割り切っていると。それでもう会いたいとも思わないと。こういうような人が何人か出て

きました。非常にこう、先ほどの市長ではありませんけれども、家族というのはそんなも

のかなと。都会にいたらそんなものかなというふうに、つくづくやり切れない気持ちにな

ったわけです。 

そんな中で家族みんなが暮らしながら、子どもが生まれてくるのをみんなで見守ったり、

また、年寄りが残念ながら亡くなっていくのをまたみんなで見送る。そういう家族全員が

暮らせる２世代、３世代の家族には税の優遇もあってもいいのではないか、そんな議論も

あったりしました。 

私は今回の委員長報告の中でも触れましたけれども、社会厚生委員会の中で病院側の方

から、病院は生命や安全を確保することを一番として、プライバシーに逆行することもあ

るけれども、一生懸命やっていくのだと、こういう趣旨の話があって、私は非常に力強く

感じたわけです。法は法としても自分たちが命を守っていくと。そういうためにはそうい

うプライバシーもはねのけてでも、まず命を守っていくのだと。こういう話を非常に力強

く感じました。 

私が質問文の中にも入れましたように、これから介護・福祉関係、そういう意味で市民

の中に溶け込んで、施設をそこに作って、みんなから見守っていってもらおうと、こうい

うふうなやり方も始まっているわけです。もうひとつそういうものに全部がちがちにとら

われないで、市の行政の中にもひとつ勇気を持って、南魚沼市は逆にもう全部知ってみん

なを守っていくのだと。こういう姿勢があってもいいのではないかなというふうなことで、

これを突きつめれば法を犯せというようなことを言うわけですから、そうはいきませんの

で。私はそういう部分で市の条例の中でうまく何か基本法とはすりあわせながら、何とか

みんなを守っていく方法はできないのかなというふうに思っていますので、また市長の考

えがありましたら聞かせていただきたい。 

○市   長  ２ 個人情報保護法を乗り越えた市となれないか 

病院の話をしていただきました。病院は当然そうであります。市全体といたしましても、

例えばこの個人情報を公表しないことによってその方の生命、財産がおびやかされる、そ

ういう場合はそれは公表に踏み切るということも当然あり得るわけであります。公表して

その方を守るということであります。いわゆる法律の趣旨というのは結局、個人、その方

の情報だけを守るのではなくて、人間を守るためにやっているわけですので、法律の本旨

はそこへあると思いますから。例えばそれを公開したことによってその人の利益になる、

プラスになる、命が助けられる、財産が保護されるということであれば、それは当然もう
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例えば法律がそうでなくても、それは踏み切らなくてはならないというそういう思いです。 

結果としてそのことの責任は市長が負うわけでありますので、そういう事態が生じれば、

今、議員おっしゃったように勇気を持って、例えば法に触れるとしても公開をしながらそ

の方を守ると、市民の命も財産も守ると、そういう方向だと思っております。やはり嘆い

ても仕方ないわけでありますが、やはり今の日本の社会全体がおかしいと、このことは本

当にそうだと思っております。 

ちょっとひとくされ言いますけれども、新渡戸稲造が「武士道」というものを書いたわ

けです。なぜ彼が武士道という執筆を思い立ったか。このことがちょっとあるものに載っ

ておりました。ベルギーのド・ラブレーとかという法学者に若いときに会って、日本は学

校の教育の中で宗教という部分が全然ないが、それではいわゆる道徳はどうして日本人は

教えているのだ、そういう質問されてすぐ答えられなかったそうであります。 

しばらく考えて、日本にはキリスト教でいえばバイブル、イスラムでいえばコーラン、

ああいう物に書いた道徳の規範というのはないわけです。では、何で日本人はそんなにき

ちんとした子どもが育って過ごしているか。武士道にあると、武士道というのは別に切腹

だとかそういう意味ではない。大人の生きる姿を子どもが見て、大人の背中を見て育って

いくと。その大人がきちんとした生活、あるいは社会規範を守っていれば、おのずと子ど

もはそうなると。そこが武士道を書くことになった端緒だったそうであります。まさにそ

ういうことだと思っておりまして、我々大人がきちんとした生き方をして子どもにその背

中を見せていけば、子どももおのずとそういうふうに育っていくのだろうと。 

ただ、言うは易しでありまして、なかなか実行してもそういうことになるかどうかとい

うのはちょっとわかりませんけれども、そういう社会にまたきちんと戻ればいいなと。去

年の「天地人」を見てもそう思いました。義と愛の世界になっていけば一番いいのだろう

と。まさに日本人の品格をここでつくっていきたいと、そういう思いでありますが、我々

凡人がその程度のことを言ったりやったりしても、そう大きく広がることではないと思い

ますけれども、そういうことを常に思いながら生活していくと。日々を送っていくという

ことが、一番の原点だろうと思っております。一丁前のことを言って申しわけございませ

んでした。そういう思いだけは持っているということをご理解いただきたい。 

○議   長  質問順位５番、議席番号１１番・佐藤 剛君。 

○佐藤 剛君  発言を許されましたので、通告にしたがいまして大きくは２点質問をいた

します。 

１ 「Ｈ２７年６月」に向けた市の医療保健体制について 

 最初の質問でありますけれども、平成２７年６月に向けた市の医療保健体制についてであ

ります。基幹病院については現在、県において基本計画の検討がなされております。間もな

く多分１０月ごろだという話を聞いていますけれども、基本設計がまとまるようでございま

す。ゆきぐに大和病院の在り方等、それを受けて市の医療体制をまとめる部分も多いと思い

ますので、基幹病院の県の対応に絡むところは次の機会に質問することといたしまして、今
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回はその前段として既に決まっている六日町病院を市立病院として運営するための準備と、

合併から５年が過ぎたわけでありますけれども、また今後医療再編が進む中で医療と連携し

た健診業務を含む保健事業の充実、それらについて伺いたいというふうに思います。 

 まず１点目でございますけれども、現県立六日町病院の「市立」に向けての準備の進捗に

ついてであります。基幹病院開設時には県立六日町病院を市で受ける、運営するということ

が決まっているわけです。そして新六日町病院の基本的な考え方は、基幹病院と再編後の医

療体制地元案に示されているところでありますが、確認も含めまして、以下のことについて

ちょっとお伺いをまずしてみたいというふうに思います。 

 昨年の５月ですか、「医療再編アドバイザー会議」が発足をいたしました。２４年３月まで

の検討ですので、おおむね半分が終わったわけでありますが、現在までの活動及び検討経過

とあわせて、そのアドバイザー会議では地域完結型保健医療体制の構築を目指す中での六日

町病院の位置づけ、役割をどう考えているのか、まず伺いたいというふうに思います。また、

まだアドバイザー会議に上がっていないということであれば、市長はこの点どう考えている

のかお伺いをしたいというふうに思います。 

 次に、そういう役割を持つ新六日町病院の、実際に地域の中核病院として市で運営するた

めには、当然事前に進めておかなければならないことがあるわけでありますが、そういう観

点で幾つか伺いたいというふうに思います。現六日町病院の建物を始め、土地、医療機器等

も含めた施設の移譲を受けるための交渉は進んでいるのかということであります。そしてそ

ういう交渉の中で六日町病院は、今年ですか去年ですか、耐震調査をしたはずでありますけ

れども、耐震補強は必要でないのか。必要であるならどこがどの段階でするのか、その対応

をお伺いをしたいというふうに思います。 

 次でありますが、医療再編後の基準病床数からしますと、再編後市は二つの病院と一つの

診療所を運営するにしても、病床数の総数はそう変わらないだろうという予測もできるわけ

でありますので、その中では医師数もそう増やさなくてもいいと考えているのかもしれませ

んが、それにしても新六日町病院には新たに医師が必要になるわけであります。大和病院は

どの程度の規模になるか、まだ今の段階わからないわけでありますが、その辺の足し算、引

き算がありますけれども、市立の２病院、１診療所運営のための医師及び看護師等、医療ス

タッフの確保について、どうお考えなのかについてお伺いをしたいと思います。特に新六日

町病院の確保をどう考えているのかお伺いをいたします。 

さらにこのほか平成２７年６月の六日町病院の市立に向けての今後の準備はどのようなこ

とがあるか。まだあると思うのですけれども、それらを含めまして準備スケジュールはどう

なっているのかもあわせてお伺いをしたいというふうに思います。 

次に最初の大項目の質問の２番目であります。健診業務の今後についてでありますが、合

併前、旧大和町ではほとんどの健診を健友館で行っていました。したがって受診者のために

各集落にバスを回すなどしまして受診率を高める取り組みをしながら、自分たちの健康は自

分たちで守ろうということをスローガンに健康意識の啓発、高揚等実績を残してきたものと
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思っています。 

今は、大和地区はそういうような方式も継続している部分もありますけれども、医師不足

もありまして一部検診車で対応していく部分もあります。市全体としてはその方が受診しや

すいのか、又は施設不足なのかわかりませんけれども、検診車で地区を回って行っているよ

うですが、今後の健診業務の方針について２点お伺いをいたします。まず健診業務について、

基本的には検診車での健診を中心に考えているのか。又は健友館方式で進めることを今後の

方針としているのかについてお伺いをいたします。 

また、昨年度末に１年前倒しで策定しました平成２７年までの総合計画の後期基本計画、

その中に総合保健福祉センターがあります。これは前期計画の中にもあったわけであります

けれども、この総合保健福祉センターの今考えている内容と役割は何か。そしてその整備ス

ケジュールはどうなっているのかについてお伺いをいたします。 

２ 地域主権改革と行財政運営 

続いて２点目の質問でございますけれども、地域主権改革と行政運営ということでありま

す。ちょっと大変な大きな課題でありますけれども、内容は身近な問題であります。地域主

権の推進については全国市議会議長会でも国と地方の役割分担の見直し、そして義務づけ枠

づけの見直し、国と地方の二重行政の解消などを求めながら、早期実現を要望する決議を定

期総会でしたところでありますし、全国市長会でも同趣旨の決議をしているようであります。 

したがって、地域主権の真の改革を実現するためのそういう不十分な部分の指摘や議論は

重要なことでありますけれども、そしてまたそこを解決しなければ、今まで思うようには進

まなかった地方分権改革とそう変わらないではないか、というふうな見方もあるわけであり

ます。そういう部分は地方６団体レベルで行っておりますので、今回はこの地域主権改革の

目指す基本的な理念の部分と、この改革により末端の基礎自治体は現場の実務としてどう変

わっていくのか、どう変わらなければならないのか、というところで市長のお考えをお聞き

したいというふうに思います。 

１点目であります。地域主権改革は地方行財政にどういう変化をもたらすかということで

あります。１から聞くのもなかなか時間もかかりますので、まず私の思うところを先に述べ

させていただきますが。昨年１０月鳩山前首相の所信表明での、地域のことは地域に住む住

民が自ら責任を持って決める。活気に満ちた地域社会を作るための地域主権改革を断行する

と、そういう宣言に始まりました。今年６月には第１次の地域主権戦略大綱を閣議決定した

ところであります。それによりますと国の出先機関の原則廃止。ひも付き補助金の廃止と一

括交付金の導入などを決めたようであります。平成２３年度から早くも一部始まるようであ

ります。 

その前提には当然地方の自己決定、自己責任であります。となりますと地方分権のおこぼ

れちょうだい的な、ちょっと表現が余り適切でないかもしれませんけれども、先日、逢坂誠

二内閣総理大臣補佐官の講演を聴く機会がありまして、そのとき講師が表現していた言葉で

すので、そういう言葉を使わせていただきましたが、そういう上から分け与えるイメージか
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ら一転をしまして、市、基礎自治体自らの政策判断と財源配分で地域の活性化を図るという、

行政にとってはいわば依存から自立へという大きなシステム変更であります。したがって、

今まで以上の強い意志と責任が市政運営に必要になると私は思うわけでありますけれども、

市長のご認識はどうかお伺いをいたします。 

次にそういう変化にどういう体制で対応するかであります。その１点目としまして自己決

定については、その前段として住民ニーズの把握やそのニーズに対応できる組織体制、そし

てまた行政運営の在り方を見直す必要はないかということでございます。現状でも部長制を

実施しています。課の中でも班制をするなどして縦割り行政から横のつながりも意識してい

るようでありますが、さまざまな住民要望がある中で、行政全体から優先事業を絞り込んで

いかなければならないわけであります。今まで以上に幅広く、それもまた日常的に情報の共

有化や課題の検討機会を持てる体制が必要でないかと思いますので、この点についてちょっ

とお伺いをいたします。 

２点目であります。１点目との関連するところもありますけれども、自己決定、自己責任、

その具体的な現実政策として、ひも付き補助金の廃止、一括交付金と。そういう流れの中で

は選択と集中という考えはやはりより強く持たなければならない。これは当然のことであり

ます。そのためにも３月議会で私は多治見市の例をとりまして財政問題を質問いたしました。

そういう財政運営の指標的なもの。質問したときのその指標的なものも必要と思いますし、

そこまでいかなくても事業評価ということをもっと積極的に取り入れなければならないとい

うふうに思います。 

そのことなしに、限られた財政の中で持続可能な財政運営の確保は保てない。私はそう思

うのでありますが、地域主権改革に沿った財政運営指針の見直しや、事業採択というか選択

の方法について考え方をお聞きするものであります。 

３点目でありますが、このことも地域主権改革を進める中では重要なことでありますが、

住民のニーズの把握のために、さらには政策、計画策定のプロセスにおいても、また行政と

市民とが一緒になって地域のことに、地域に住む住民が自ら責任を持って決めるという観点

からも、市と地域の役割分担ということからも、住民参加ということはより一層大事になる

と思います。これをどう進めるかお聞きをしたいというふうに思います。 

最後に地域主権改革が進められ、自己決定、自己責任、さらに加えては自己負担という中

で、自主財源の確保、将来負担の軽減も含んで財政見直し及び財政運営の基本的な考え方ま

でも変えて、将来見通しの見直しも必要な場面があるというふうに私は思うわけであります

が、その辺のご見解もあわせてお聞きしたいと思います。以上、大きくは２点質問いたしま

すが、答弁によりましては再質問をさせていただきます。 

○議   長  休憩といたします。休憩後の開会は２時５０分といたします。 

（午後２時３１分） 

○議   長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後２時５０分） 
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○市   長  佐藤議員にお答え申し上げます。大項目が２点ですが、内容が相当多岐

にわたっておりますので、若干時間がかかるかもわかりませんけれどもお許しいただきた

いと思います。 

１ 「Ｈ２７年６月」に向けた市の医療保健体制について 

 まず、はじめにこの医療保健体制の中の医療アドバイザーの関係であります。医療再編

アドバイザー会議は今までに３回ほど開催させていただきました。検討内容につきまして

は、現行の入院状況から入院機能、あるいは療養病床、それから老健施設の考え方をどう

するか。これらについて先生方からご意見をいただいたところであります。これは議員お

っしゃったように、今の県立六日町病院を市立六日町病院にする段階でのその、という意

味です。 

県立六日町病院このことにつきましては、当然ですけれども塩沢・六日町両地域の中の

医療の中核病院ということに位置づけるわけでありますし、今も位置づけられているわけ

であります。そういうことからしますと、市がこれを移譲した後においても病床数は当然

ですが現行より減ります。今１９９がおおむね１２０前後であろうというふうに予測して

おりますけれども。これは減りますが、地域における中核的な病院としての整備、そして

存続をしていくということであります。これからもう少しまた具体的なアドバイザー会議

での部分を経まして、そう遅くない時期に六日町病院、今の六日町病院の市立病院として

の機能、在り方、これらを具体的に示していけるものだと思っております。 

 ２番目の施設の移譲を受けるための交渉でありますが、先般、南魚沼市の副市長、魚沼

市の副市長、そして県では福祉保健部の担当課長でしたか、と第１回目の協議を行ったと、

協議に入ったということであります。これから具体的な部分をどうするかということをき

ちんと詰めていこうと思っておりますが、今一応協議に入ったということであります。 

県には、議会でも度々申し上げておりますように、基幹病院を建設するに際して、六日

町、小出両病院を県立から外すということでありますので、私どもはそれを市として受け

ようと。ですから当然でありますが、一義的には県の方できちんと整備をした後に、私ど

もに受け継いでいただくということを堅持しながらやっていかなければならないと思って

おります。まだ具体的にどうだ、こうだということはこれから出てまいります。 

 それで、耐震補強でありますけれども、耐震補強は必要であります。今の施設を使うと

すれば必要でありますのでやり方としましては、南魚沼市がこのお金を出して耐震補強を

して、それを県から補助金として受け取ってやる方法。それから、県が全部整備をした後

に引き渡すという方法。２通りあるわけであります。これはまだどちらの方向になるとい

うことは決定もしておりませんし、決まってもいないわけでありますけれども、どういう

方法がいいのか、もう少し詰めていかなければならないと思っております。 

そしてもう一つあるわけでありますけれども、結局はこの病院を使う先生方ですね、特

に院長、新しい市立六日町病院の院長たる先生が、どういうやはり病院にしたいかという

このことも重要な課題でありますので、なるべく早く新しい六日町病院の院長を選定して、
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協議の中にもやはり入ってもらうとかは別にして、その先生の考え方を聞きながら整備を

していかなければならないという思いですので、その辺もご理解をいただきたいと思って

おります。 

 ４番目の医療スタッフの確保であります。当然ですけれども市立、市営になるわけであ

りますので、市の病院、市が運営するということであります。今、ゆきぐに大和病院の方

では、将来の医療再編、これらを見通した中で医師確保あるいは看護師確保に向けて一生

懸命やっていただいている。当然大和病院も現行の規模は縮小になるわけであります。 

ですので、例えば今いらっしゃる先生方や看護師の方がすべて市立病院でご勤務を希望

されれば、それを新しい大和病院の規模とそして新しい六日町病院の規模によって、先生

方あるいは看護師さんも含めた医療スタッフを再配置するということになるわけです。 

基幹病院を機に、基幹病院に勤務をしたいという方も当然出てくるわけでありますので、

その辺の数や調整をどうするかというのは、これからの課題でございます。また、基幹病

院そのものが大きな一つの目標といいますか役割として、医師の確保、あるいは周辺病院

に対して医師の供給、このことも担っていただくわけでありますので、その辺がどういう

形として出てくるのか、もう少し検討を進めていかなければならないと思っております。

具体的な部分はまだ出てきておりません。 

 六日町病院の市立に向けての準備スケジュール、これらはどうかと。今申し上げました

ようにこの移行は施設整備の課題もありますけれども、入院患者をどうするか。大和病院

も同じですし小出病院も同じことは出てくるわけですが、移行する場合は当然ベッド数は

減る。あるいはその前に施設整備があるわけです。この期間、それでは入院やあるいは通

院している皆さん方をどう対応していけるか。このことをまずきちんとしていかなければ

ならない。 

ですので、例えばの話です。例えば大和病院を先に再編するとなれば、その大和病院に

いらっしゃる入院患者やあるいは通院患者の皆さん方は、当面六日町あるいは小出でちょ

っと担っていただいて、大和病院が新しくでき上がったときにまたそこへ移ってもらうと

か、あるいは六日町を先にやるとか、小出を先にやるとか、いろいろのことがあります。 

それともう一つは基幹病院を先に全部つくり上げて、基幹病院の中に移設される分は移

設しておいて、また新たに再編した病院の方に振り向けるとか、いろいろの方法がありま

すけれども、非常にこれは難しい問題だと思っております。全くゼロからぽんと出てくる

のであれば簡単なのですけれども、今いらっしゃる皆さん方をどうしていくかということ

も非常に大きな問題であります。これらは県、魚沼市、南魚沼市あるいは十日町も含めて、

そのほかにも民間の医療機関の皆さん方もすべて包含した中で、これを作成していかなけ

ればならないと思っております。非常に難しい問題でありますけれども、こういうことを

これから具体的に検討に入るということであります。スケジュールや基本的な考え方、こ

れらもいわゆる方向性が出次第、議会の皆さん方にはご報告申し上げて、またそれぞれご

議論をいただきたいと思っております。 
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 次に健診業務の件であります。一つは今の健診業務を検診車での健診を中心か、あるい

は健友館方式かということであります。でき得れば、でき得ればですけれども、これは健

友館方式が一番いいわけであります。１回ですべての健診が完了しますし、施設での方法

をとりますと非常に形としてはいいわけです。ただ、そこに皆さん方から移動していただ

く、これが大和時代ではすべてバスの送迎とかそういうことをやったということですけれ

ども、それが可能か否か。 

ただ、具体的には大和でいくか、大和の健友館はもう残していくという方針であります

ので、宮永先生等とも相談している中では、新しく市立になる六日町病院にも健診センタ

ーは必要だねという話は宮永先生からいただいておりますので、この２カ所での健診業務

としてやっていくのか、あるいは検診車を回すのかというまだ方向性は出ておりませんけ

れども。メリット的には今の健友館方式の方がある意味いいのではないかなという気はし

ておりますが、まだ具体的な部分はありません。検討を進めていくということであります。 

 それから総合保健福祉センターについてであります。２カ所の市立病院の機能の一つと

して健康づくり事業への予防医療支援、あるいは介護事業への支援、保健福祉、これを連

携しながら市民の健康づくりを推進していくということになるわけでありますけれども、

こういう病院機能を踏まえて病院への併設施設として健診部分に加えて、健康教室あるい

は介護予防事業、保健福祉の活動を行う部分を確保。そして保健・医療・福祉これが一体

となる事業を実施していこうと思っております。この総合保健センター構想というのは、

独立した建物をぽんとつくるということではなくて、市立病院と一体的なものと考えてお

りますので、整備は市立病院整備と一緒に進めていくという方向だというふうにご認識を

いただきたいと思います。 

２ 地域主権改革と行財政運営 

 地域主権改革と行財政運営であります。地域主権改革は地方行政にどういう変化をもた

らすか。これはもう議員おっしゃったとおりであります。地域のことは地域に住む住民が

自ら責任を持って決める。これはもうこのことが大前提であります。今までの分権は、仕

事は徐々に移譲されてきておりますけれども、なかなかその権限と財源がついてこないと

いうことも問題だったと思っております。この権限と財源がそろえば、当然ですが自らの

判断で実施して当然責任を持っていくということでありますが。 

今いろいろ民主党の代表戦で議論になっておりますように、補助金を全部廃止して一括

交付金。これは本当にどういう内容になるのか。そうすれば削減ができるなんて話をして

いる人もいますから、それらが本当に具体的にどういうことなのか。地方に渡す部分をど

んどん減らすとすれば、これはもう大きな問題であるわけであります。この辺の議論の内

容がまだごくつまびらかではありませんけれども、とにもかくにも地方でできる部分につ

いては地方にすべて権限も財源も渡していただく。このことが真の地方分権につながるっ

ていくのだろうと思っております。 

当然であります先ほども触れましたように、そうなりますと責任も非常に重くなるし、
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これが市の行政やあるいは議会の皆さんだけでなくて、市民全体が本当にそのことにきち

んと意識を持たないと大変なことになってしまうということも思っているところでありま

す。 

 それからその変化にどういう体制で対応するか。組織体制や行財政運営の在り方を見直

すということでありますけれども。一つ、国と地方の違うことは、例えば国の方では国交

省であれば国交省のことなのです。国交省は厚生労働省のこと何か全く考えなくていいわ

けですけれども、私たちは例えばこの市の中にあって建設部はそれでは全然福祉保健部の

こと考えないでやっていられるかというと、そういうことではないわけです。すべて一体

的でありますから、そこが国と地方の違いではあろうと思っています。特に末端自治体、

我々と国の違いはそういうことです。 

県ではその中間ぐらいにおりますから、余り部と部がいろいろ連携をとりあってという

ことがあったりなかったりですが、私どものところはとてもお互いが全く縦割りでどんど

んものごとを進めていけるということではありませんので、横のつながりといいますかこ

れが本当に必要になってくるわけであります。 

そして機構そのものは、今、議員がおっしゃっていただいたように部長制を敷いたり、

あるいは班制を設けたりいろいろやっております。だけれども、これがすべて万能かと言

いますとそうではないわけでありまして、問題点があればその都度その都度、改革をしな

がらいい組織を作っていかなければならないということであります。これが絶対だという

ことはございませんので。 

例えば朝令暮改的なことも出るかもわかりません。この問題が出たときだからこういう

部門を作ったけれども、もうその問題を解決すればそれは、では元に戻すとかそういうこ

ともあるかもわかりませんけれども、いずれにしても市民の皆さん方が一番こういう方法

で市民生活も含めて有効であったということを模索しなければなりませんので、非常に柔

軟に対応しなければならないという思いであります。 

 地域主権改革に沿った事業採択、選択と財政運営指針の見直しということであります。

これはもう普段の業務の中で不断に努力をしていかなければならないということでありま

す。自己決定、自己責任ということになりますと本当にそういうことであります。今まで

はややもしますと国の方にこういう事業メニューがある、こういう補助がある、だからこ

れをやろうという発想だってずっとあったわけです。ところが、これがほとんど補助金が

廃止ということになりますと、そういう国から示すメニューなんてのはほとんどなくなっ

てくるわけですから、自分たちで考えてそして一番いい事業をやっていくと。 

別にそこに制約はないわけでありますので、簡単なことを言いますと歩道の幅が国の基

準では３メートルとらなければならない、だけれども私たちは実質的にはそこは１メート

ルでもいいではないかということになれば、それはそれでできる。それが住民の皆さんに

とって一番いいことであって、しかも財政的にも寄与するということであれば、そういう

方向をやっていくわけであります。こういう建設的な部分だけではなくてソフトの部分に
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ついても、本当にそういうことができるのであれば非常に私どもにとってはありがたいと

思いますね。本当にその地域の実情にあったことをやれるわけですから。 

さっき中沢一博議員から出ていた問題の中でも、例えばそういうことができれば、我々

についてはここが問題だから法律はそうであっても・・・法律でない、法律は変えられま

せんけれども、それを地域の中で各自治体が裁量する部分が相当あるということになれば、

ではクーラーをつけようとか、いろいろなことはやっていけるわけですから、本当にいい

ことだと思っております。 

当然、今、市で立てております総合計画、これは議員もご承知だと思いますけれども、

これはローリングの中で毎年見直しをやっています。ですから、そういうことは常に努力

をしているというふうに私たちは自負しているわけですが、それがでは１００パーセント

どうだと言われますと、それはいろいろのご意見ございますので。やはり何か一つの事業

をやる、あるいは制度をつくるという場合に、１００パーセントというのはあり得ない。

よくて６・４、フィフティ・フィフティということもありますし、３・７であっても３の

方を採用しなければならないということもありますしいろいろあります。 

それは最終的にはその自治体の首長の判断がまずそこに動いて、そしてそこで今度は議

会の皆さん方がそれをお認めいただけるか否かということになっていくわけであります。

住民の皆さん方の声を聞きながらやっていくということは当然でありますけれども、いつ

も申し上げておりますように、民意至上主義ではないということをご理解いただきたいと

思っております。 

 住民参加。これは６万２,０００市民の皆さんが常に市政に参加をしてものごとを決めて

いくということはでき得ません。これはご承知のとおりであります。ただ、今、市のそれ

ぞれの審議会とかそういう部分については、一般公募という形で住民の皆さん方から参加

をいただいていることが非常に多く出ております。ですので、そういう手法を駆使しなが

ら、あるいは市政懇談会に出て行く中でいろいろまたご意見が伺える。あるいは日々業務

の中で市民の皆さん方からそれぞれご意見がある。こういうことをきちんとそしゃくをし

ながら、事業にあるいは政策の中に生かせるものは生かしていかなければならないわけで

あります。 

やれということと、やるなということといろいろありますので、その辺は大きなものは

政治的な判断になりますし、一般的な部分では私は部長以下皆さんに申し上げているので

すけれども、報告はしてもらわなければなりませんけれども、部長や課長や係長あるいは

一般の事務をやっていらっしゃる皆さんの中で、もう、判断できるものは判断してやって

くださいということは申し上げております。 

住民参加ということは大事なことでありますが、先ほど申し上げたとおりでありまして、

１００パーセントの声を全部生かせるということにはなり得ませんので、その辺の考え方

をどこで整理をつけるかということだと思っております。おおむね今のやり方の中でもう

少し改革しなければならないものも出ましょうけれども、そう大きな方向性に間違いはな
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いというふうに思っております。 

 大項目の３番であります。自己決定、自己責任さらに加えて自己負担とこういうことで

ありますけれども、これはまずは国の制度やそういうものが、さっき触れましたがどう変

わっていくのか。ここをひとつ見なければなりませんし、財政の見通しやそして財政運営

の基本的な考え方まで、私どもの市が今変えていかなければならないという事態ではない

と。今までの基本的な考え方で将来的には十分対応していけるという思いであります。た

だ、今言いましたように根本が変わりますとこれは大きくまた変化しなければならない部

分が出てまいりますので、一応現行の国の制度等を基本とした中で、市の今の基本的な考

え方は大きく変える必要はないだろうという思いであります。以上でありますが、よろし

くお願いいたします。 

○佐藤 剛君  大きいテーマを二つで、項目も多くて、再質問するにはちょっと失敗し

たかなというような感じもするわけですけれども、したがいましていろいろ多岐にわたっ

ていますので、また重複してお聞きすることがあるかもしれませんが、そこら辺はちょっ

とお許しいただきたいというふうに思います。 

１ 「Ｈ２７年６月」に向けた市の医療保健体制について 

まず医療再編アドバイザー会議の件ですけれども、私はちょっと認識が違いまして、今

まで３回開催してきたというようなことであります。私はもっとほとんど動いていないの

ではないかなというような、失礼な言い方ですけれども、そういう見方をしていたわけで

すが、３回開催していたということであります。 

一番大事な移行時の入院を、というような辺りを中心に考えを今進めているようであり

ますけれども、このアドバイザー会議、平成２４年３月までということで半分過ぎたわけ

であります。地元の地域医療の先生方のアドバイザー会議ですので、これから市が三つ医

療機関を運営するには非常にアドバイスをいただくいい組織だというふうに思います。ぜ

ひ、積極的にご活用いただきまして、いい地域医療の土台を作っていただきたいと思いま

す。この辺はこれで終わりにいたしたいと思います。 

 次でありますけれども、移譲といいますか建物の移譲の関係です。その前に市長の六日

町病院の役割についての考え方を聞かせていただきました。市長おっしゃるとおり塩沢地

区は入院できる医療機関がありませので、六日町病院に負うところが大きいわけでありま

す。したがって塩沢地区、六日町地区の市民は基幹病院云々というよりも、今、六日町病

院があるところにやはりまた病院がなければ、そこで二次医療が診てもらわなければ困る

わけでありまして、安心・安全、命にかかわる問題だというようなわけであります。 

そして困ったことにといいますか、市に移行するのが平成２７年６月某日。その日に一

夜にして切れ目なく県から市に切りかわらなくてはならないというような神業的なことで

これを運営していかなければならないわけでありますから、それにはいろいろな方法があ

ると。３通りも４通りも方法があるので、今それを考えているのだというようなご答弁い

ただきましたけれども、そろそろ本腰を入れてその協議に入らなければならないのではな
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いかなというふうに思います。それについても有償だか無償だかというところもまだない

わけでし、有償であれば財政的な措置もあるわけですので、もうそろそろ本腰を入れた取

り組みをしていただきたいと思いますし、このところの考え方をもう一度お聞きしたいと

思います。 

もう１点あわせまして、そういうようなことで耐震補強もする、そのやり方もいろいろ

ある。その六日町病院を再利用するというような考え方に立っておられるようであります

けれども、場合によっては例えばお金をいただいてそういう再利用ではなくて建てかえと、

建てかえ新築という考え方もその選択肢の中にあるのかどうかというのもあわせて聞いて

みたいと思います。 

○市   長  １ 「Ｈ２７年６月」に向けた市の医療保健体制について 

はい、再質問にお答えいたしますが、この２７年６月某日、一斉にぱんと切り替わる。

これは一応今の予定であります。私はそうはできないと思っているのです。とても機械的

にそういうことができ得るはずもありませんので、もし、そういうことをするということ

であれば、もう今ごろから小出、六日町、この病院を建てかえるかどうかは別にしても、

６月某日にすっぱり開院できるように今からもう全部整備し直さなければならないわけで

あります。ところがそういうことではありませんので、さっき触れましたように基幹病院

が先か、地域医療のその部分が先か。まずどっちかで受け入れをしなければ、今の患者さ

んはどうしようもないわけでありますので、まずそこです。 

ですので、基幹病院先に作ってそこへみんな１回行ってもらってて、若干の不便はあっ

てもしばらくの間我慢してもらっていて、六日町、小出あるいは私どもはまた大和もある

わけです。それを整備してまた戻すということがいいのか、その反対がいいのか。いろい

ろ模索をしているというところであります。 

医療関係の皆さん方からも、当然先生方からも、このことについてどういう方法が一番

患者さんにとって負担が少なくていいのか、ということをお聞きしながら進めていかなけ

ればならない。本当にそろそろですね、私たちも早く大和、六日町病院の規模や、診療科

目はおおむね先般出してありますが、そういう具体的な部分を決定したいのです。したい

のですが、まだ県の方で基幹病院について、今、知事にレクチャーというか知事の判断を

仰ぐ段階に入っていますね。 

知事も相当やはり悩むところは悩むわけでありまして、もう若干の時間が必要だと思っ

ている。ただ、この県会が２７日から始まるのでしょうかね。その前には知事もある程度

決断をしなければ、県議会の中でまた相当紛糾するかというような雰囲気もございますの

で、その前に決断をするのだろうという期待をしておりますが。いずれにしてもそう、ま

た２カ月も３カ月も先に延びるということではないと思っておりますので、それが出た時

点で、我々はいろいろシミュレーションをしながら、こういうことで決定が出たときはこ

ういう対応とかいろいろ考えながら今やっております。この在り方といいますか将来図に

ついては議会の皆さん方にもそう遅くないうちにご提示ができるのかなという思いであり



 - 59 -

ます。 

 後段の方のお金いただいて建てかえと、当然ですけれどもこれは選択肢の一つとして入

ります。そっくり１回とって。医療モールという考え方も我々はしておりますので、あそ

こに市立病院だけではなくて民間の病院も併設をしていただければ、例えばこの専門の民

間病院、そして市立病院と一緒のところにあってということになれば、患者さんは非常に

利便性が高まるわけであります。そういうことも今具体的に打診をしながら、六日町病院

の在り方を探っているというところであります。以上です。 

○佐藤 剛君  １ 「Ｈ２７年６月」に向けた市の医療保健体制について 

新築も選択肢の一つとしてあり得るということでありますけれども、移譲を受け改築す

るにしても新築するにしても、構想１年、そして協議１年、設計１年、整備建設工事それ

がまた１～２年となると、もう４～５年やはりかかってしまうのですよね。どちらにして

もやはり早く協議を進めなければならないわけですが、県の出方ということもありますけ

れども、内部ではやはりもう進められることがあると思うのです。 

それで施設的なこともアドバイザー会議やいろいろなところで協議をしながらというこ

とですけれども、私は一番大事なのは、このことが事務屋の机の上だけでは決められない

ということだと思うのです。ですので、大和病院の現役の医師とか医療スタッフとかそう

いう人たちを集めて、移譲を受けるのであればそうですし、新築するのであればなおさら

どういうふうにしたら使いやすいかというようなことを協議をする前に内部での話し合い

ですか、内部の打合せといいますか、計画を立てなければならない。 

となれば本当にもう、うかうかはしていられないというようなことであります。こうい

う医師とか医療スタッフの意見を聞きながら、そういうふうに進める意思がおありなのか。

あれば、どういう段階でその辺は想定しているのか考えているのかというところを、今の

段階で考えがありましたらちょっとお聞きしたいと思います。 

○市   長  １ 「Ｈ２７年６月」に向けた市の医療保健体制について 

１回目の答弁でもちょっと触れておりますけれども、大和病院であれ、今の六日町病院

であれ、そこにやはり責任を持っていていただく院長先生の構想を全くなしとか無視とか

ということにはなり得ないわけでありますので、それは当然やって。ただ、すべての先生

や看護師さんのご意見を伺うということにはならないわけであります。 

非常に議員ご承知のようにこれはデリケートな問題でありまして、大和病院のまず規模、

内容、これを基幹病院が決定したときに、我々は我々として決定しなければならない。そ

れを今度は大和の病院の先生方にご説明申し上げて、まずはご理解いただかなければなら

ない。そこからが始まりですね。そして六日町病院は六日町病院で１２０前後ということ

は、これはおおむね公表もしておりますので大体そういう方向だと思いますけれども。し

からば、大和病院の規模がどうなるから、さっき触れましたように先生方は全部いてくれ

るとすれば、何人ぐらいが六日町で、何人ぐらいが大和と。医療スタッフも当然そういう

ことになるわけです。ですので、先生方や医療スタッフの皆さん方に１００パーセント秘
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密にしながら進めるということは不可能でありますので、要所、要所できちんとしたご意

見を伺いながら、特に宮永院長先生の話をきちんと我々も聞きながら進めていかなければ

ならない。 

ただ、今、宮永先生のところに話をする段階に至っていないのです。さっき触れました

ようにですね、元がまだきちんと出てこない。元が出ればこれもさっき触れましたように

いろいろシミュレーションしてありますので、出た段階でこの案、こういう決定が出れば

この案というのは一応用意はしてございます。用意はしてございますが、それは大まかな

内容ですから、病院の例えば建築関係の細かい内容なんてことは全くやってありませんの

で、この程度の例えば病床数でこれからの病院経営が可能かとか、そういうことをシミュ

レーションしているそういう段階であります。 

○佐藤 剛君  １ 「Ｈ２７年６月」に向けた市の医療保健体制について 

ちょっと医師及び医療スタッフの確保とも通ずるところがあるのですけれども、今お話

をしていただきました。まだどういうレイアウトとか、どういう形ということまで話は及

んでいないということですけれども、ここのところやはりどういうふうな取り組みをする

かというのは、特に医療施設の建設みたいなのは大事なところだと思うのです。そしてま

た医師不足の中で医師確保というところもあわせて考えると、ここはやはりきちんと私は

しておかなければならないと思うのです。 

今までの話だと大和病院を中心に医師をできるだけ多く確保しておくのだという話でし

たけれども、医師確保については、なかなか現実問題その姿が見えないわけです。基幹病

院といいますか、市立の三つ医療機関を持ったあかつきの医師確保についての現実的な私

の考え方としましては、今ある医師の方々が医療再編後も気持ちよく六日町病院、又は大

和病院に残ってくれるということがやはり第一だというふうに私は思っているのです。 

それにはやはり今のお医者さんや医療スタッフが、大和病院はどういうふうにつくり変

えるのだと、六日町病院はどういうふうにつくり変えるのだというようなことを今から話

し合いながら構想を練る。そうしておくことが４年後、５年後に医師確保、看護師確保に

またつながることだと思うし、そしてそれがうまく三つの市立病院を運営といいますか切

り替える一番いい方法だと思うのです。そういうふうなお考え、スタッフを入れながら構

想づくりとかをしていくようなお考えがあるのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

○市   長  １ 「Ｈ２７年６月」に向けた市の医療保健体制について 

今ほども触れましたように当然そういうことをしていかなければならない。ならないけれ

どもそのまだ前段として、規模やそういうことが表せない状況です。元が決まりませんから。

ですので、そう遅くないように基幹病院の方も知事から、どういうことになるかは別にして

決断が下るわけですので、その内容でさっき言いましたように六日町病院はこう、大和病院

はこう、城内診療所はこうと。それをまずはやはり宮永先生と相談させていただいて、そし

て医師の皆さんも含めてですね、当然大和病院も建てかえということにはなるわけですから、
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ではどういう病院をつくるかということになれば、大和病院に残る先生方も含めた皆さんと

こういうことが使い勝手がいいとか、そういうことはきちんとやっていかなければならない。

とっても普通の建築の考え方ではやり得ないことでありますので、その方向でやるというこ

とをひとつご理解いただきたいと思います。 

○佐藤 剛君  １ 「Ｈ２７年６月」に向けた市の医療保健体制について 

ちょっと私が聞き漏らしたようなことで大変重複した答弁ですみませんでした。では、健

診業務の方に話を移させてもらいまして、実は私がちょっと勘違いしていたところがあるの

ですけれども、総合保健福祉センターが健診センター的な、健友館的なそういうのだと思っ

ていたのですが、ちょっと違うようでありまして、総合医療福祉センターは病院に併設をす

ると。そしてもう一つ健友館的なのを別につくるというような考え方らしいですけれども。

その健友館的な施設、大和の健友館を残してもう一つつくるらしいのですが、そこら辺はや

はり六日町病院の近辺につくる予定なのかということをちょっとお聞きします。 

○市   長  １ 「Ｈ２７年６月」に向けた市の医療保健体制について 

先ほど説明申し上げましたのは、大和の健友館は今の施設であるかどうかは別にして、健

友館的なものは残します。そして、六日町病院に総合福祉センター的なものを建設するわけ

ですから、病院機能と一緒にですね。そこに健友館的な部分をはめ込むのか、あるいは病院

機能の中でやるのかというのはこれからですけれども。でき得ればやはり総合福祉センター

という銘を打つとしますと、当然健診業務といいますか健康診断と、健友館的な部分はその

中の一つの機能としてやはり備えなければならない。そうしないと塩沢やこの六日町の皆さ

ん方は、では検診に来いったっていつも健友館に行かなければならないと。そういう状態が

生まれかねませんので、そういうことの解消も努めていかなければならない。そういう思い

です。 

○佐藤 剛君  ２ 地域主権改革と行財政運営 

わかりました。では財政的なというところにちょっと移させてもらいます。いろいろこの

地域主権にかかわる行政内部の考え方についてはお話を聞きました。現状もいろいろ縦割り

ではない横のつながりを重視しながらやっているということですので、その部分は本当に私

はそういうふうにやって、さらに進めていただきたいと思います。 

１点だけちょっと確認したいのですけれども、今まで事務事業の評価というのは、例え

ばその類似の他団体の予算づけとかそういうものを比較しながら、十分だとかもうちょっ

とだというような、そういう評価をしてきたと思うのです。けれども、地域主権そしてま

た自己決定、自己責任、自己負担ということになりますと、そうではなくてやはり今度は

必要だとか不要だとかというのは、住民本位の目線で判断することがまた必要になると思

います。そういう中では個々の事業についての事業評価という方法もやはり検討しなけれ

ばならないと私は思うのですけれども、そこら辺の考え方ありましたらお願いいたします。 

○市   長  ２ 地域主権改革と行財政運営 

さっきちょっと答弁の中に入れなかったかもわかりません。現在ですね担当です。これ
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は市民の皆さんということではなくて担当の中に、事業評価、新規事業調書の提出を課し

ております。１００パーセントの事業ということではありませんけれども。ですので、例

えばこういうを事業をやる、やった。その担当としての評価はどうだと。いやこれは必要

なかったとか、あるいはもう少しこうしてほしかったとかそういうこと。あるいは新しく

こういう事業を導入したい。これについて担当としての考え方をまず出す。そこにそれぞ

れ評価をといいますか、そのことについての意見を述べる。部課長も含め関連した課の意

見とかですね。最終的にはそれが私のところへ上がってきて、副市長もこういう意見だ、

あるいはこういう、そういうのを検討しながら最終的に、ではこの事業は考えたけれども

止めようとか、いやこのまま実行しようとか、あるいは見直し意見等の中でこういうふう

にでは変えてこうしていこうではないか、というようなことをやらせていただいている。 

今、注目を浴びましたいわゆる仕分けですね、事業仕分け。新潟市もこの間やったよう

でありますけれども、これを今すぐ導入しようという考え方は、私は全くありません。あ

りません。新潟市の場合でも少し問題になっておりますけれども、例えば受益者が非常に

少数の場合、もう事業としてはいわゆる効果なんて限定されていますから評価されないわ

けです。だから見直せとか廃止とか。そういう問題がぼんぼん出てきます。 

本当にそれでいいか。数は少ない、だけれどもどうしてもやはり行政の手が必要だとい

うことというのはいっぱいあるわけです。それを例えば費用対効果的なことでどんどんや

られれば、もう福祉関係の事業なんてすべてと言っていいぐらいもう見直し、廃止。そう

いうことが出てしまうのです。それが出ればそれをまたくつがえすというのは非常に大変

です。聞いておいて、こうした方がいいと言ったらそれはだめだ。それでは聞かない方が

いいではないかと、こうなってしまうわけですから。今、私どもの市でそういう必要性に

迫られていることがあるとは、私は判断しておりませんので、今のところそういうことを

導入していこうという考え方はございません。 

○佐藤 剛君  ２ 地域主権改革と行財政運営 

私も新潟市ふうの事業仕分けはちょっとおかしいというふうに感じていますので、そこら

辺言及するつもりはありませんが。実は将来の財政見通しについて若干ちょっと、私がわか

らないといいますか見えない部分がありますので、そこのところにちょっと触れたいと思う

のですけれども。まずは最初に確認をさせていただきたいのですが、財政計画の中で２７年

までの主要建設事業推計というのが載っています。これは合併特例債活用事業が中心になろ

うかと思うのですが、斎場とか、消防庁舎とか、大原運動公園とか、図書館とか、８項目１

４事業ですか、それが列挙してあるわけです。そうして２８年度以降の投資的事業を年間２

０億円に想定して財政計画を組まれているようですが、まずその考え方を確認しますが、そ

れでいいかということ、それが一つです。 

そしてそこには当然のことですけれども合併特例期間経過後の交付税の段階的な削減、

これは前回の質問の中では約１１億円交付税が減る、少なくなるというようなことですけ

れども、そういうことも含めての財政計画であると私は思うのですが、これは確認をさせ
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てもらいますので、そうだったらそう、違うのだったら違うところの訂正をお願いしたい

と思います。 

○市   長  ２ 地域主権改革と行財政運営 

今、議員がおっしゃったとおりのことを、すべて勘案した中での財政計画であります。 

○佐藤 剛君  ２ 地域主権改革と行財政運営 

財政計画そのほかには償還計画とか、いろいろ本当は細かいところも難しいところがある

のでしょうけれども、先ほど言ったところが中心的な部分だというふうに思います。私はそ

の中で先ほどちょっと見えないところがあるというふうに言いました。多分、私が議場の中

で見えないわからないことですから、市民の皆さんも多分この点はわからないのだろうとい

う、そういう立場での質問でありますので、考え方をひとつ聞いていただきたいと思うので

すが。 

私が質問を先ほどしましたように、六日町病院、新築もあり得るということですけれど

も、改築費用そういうものも市の負担、それもまだはっきりしませんが、そういうのが出

るとなればそういう部分も多分財政計画の中に入っていないのですよね。そして六日町病

院の医療機器がありますけれども、それがこっちに移ったときに使えるか使えないか。医

療機器を全部買い足すというのは大変なことですけれども、そういうのもありますよね。

大和病院の新築の話がありましたけれども、そういう費用もあるということです。これは

企業会計ということですが、それは市の財源であることには間違いないわけであります。 

そうしてまた大原運動公園の検討委員会の中でも、議会の一般質問の中でも要望として

出ましたけれども、総合体育館にしたってこれから先検討しなければならない問題だと私

は思うのです。それで、今進められている学区再編に伴った学校建設、中学校とかそうい

う学校建設も問題がまた新たに出てくるのですけれども、これらは２７年までの主要建設

事業に入っていませんけれども、では２８年度以降の年２０億円の投資的事業の中に入っ

ているのかということなのですね。 

ただ、私は過去の１８年度からの投資的経費の推移を見ますと、１８年度の３１億円か

ら２２年度は４８億円、その間で推移をしているわけなので、この２０億円の中に今言っ

たのが入っていないのではないかというふうに私は思うのですけれども、その辺の財政的

な考え方についてちょっとお考えを教えていただきたいと思います。 

○市   長  ２ 地域主権改革と行財政運営 

今、出しています財政シミュレーションについては、申し上げておりますように病院の件、

あるいは学校の統合――今想定されている統合は別ですけれども、まだ具体的なことが出て

いない、その部分は入っておりません。 

病院についてはさっき触れましたように、例えばこういう規模でこういう機能を持たせ

た病院でやる場合、どのくらいの建設費がかかって、そして運営費もこのくらいかかって、

では将来的にずっと赤字が続くのか。あるいは黒字化ができるのか。こういうことはシミ

ュレーションをしてあります。 
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例えば病院を建設する場合、六日町病院に限って言いますと県がどのくらいこれをきち

んとやるのか、ここですけれども。大和の病院も同じですが、大和病院については県があ

の敷地を今度は使うようになりますから、それの土地の売買になるのか、こっちとの交換

になるのか、あるいはいろいろなことがあるのか。そういうことも含めて例えば病院事業

会計で起債を起こして、そして建設をしていった場合のことも含めながら今シミュレーシ

ョンしている。 

いずれもシミュレーションですから１００パーセントとは言えませんけれども、病院経

営は、運営は可能であるという方向性は見えている。ですから例えば市の一般財源をつぎ

込まなければならないという部分については、どなたかの質問の中で・・・今井さんのと

きですか触れておりますが、合併振興基金の２４億円というのはそういうときのために、

特例債が切れた後の、そして交付税も徐々に減額されていくことになったときのために使

うということで私たちは思っているわけでありますので、この２４億円を事実的に使うと

いうのは２８年以降であります。 

ですから、そのうちのどのくらいが例えば病院建設の方に出るのか、あるいは学校建築

がそのころまでに統合でどういう規模になってどうなるのか、これらも見据えた中でやら

なければなりませんが、今のシミュレーションにはそれは入れていない。ただ、予備的と

いいますか将来に備えての蓄えといいますか、準備と、それから経営分析はしているとい

うことであります。 

○佐藤 剛君  ２ 地域主権改革と行財政運営 

もうちょっと違う観点でのことをちょっとお聞きしますけれども、私は投資的事業につい

ては割と見やすいのですけれども、もうひとつソフト的なものとかこれから行政が変わろう

としている、そういうところにかかる経費についてが、財政計画の中ではなかなか見えない

というところで、そういうところでちょっと聞いてみますけれども。今ほど２病院１診療所

の運営は財政的に可能だというお話は聞きました。 

ただ、私は大和病院の赤字や資金不足を考えると、そしてまた現状の六日町病院の赤字

の実態を考えますとこれはまた心配の種なのですよね。そういうことがひとつ。大丈夫だ

というのですからいいのでしょうけれども。 

もう一つ次世代育成支援行動計画後期計画があります。これは横のつながりも配慮した、

市の計画の中で私は一番すばらしい計画だと思うのですけれども、そこに示されているハ

ード事業とかソフト事業、目的を実現するには、財政負担は半端じゃなく私は多くかかる

と思うのです。そういうところの考え方。 

そしてまた産業振興ビジョンも同じです。ちょっとぼやんとしたビジョンですけれども、

文章を前向きに進めるとなれば同じく財政負担は大きくなるわけですよね。そこら辺も、

そしてまた経済事情も考えれば税収は増えない、人口は減ると。そういうところもあって、

なかなか自主財源の確保は難しくなるのですけれども、そういうところも、私はやはり財

政計画の中には含めて考えなければ、ちょっと手落ちかなという感じがするのですけれど
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も、そういうところというのは考慮されているのか、ちょっとお伺いします。 

○市   長  ２ 地域主権改革と行財政運営 

今、３カ年ぐらいずつの財政計画では当然、総合計画ですけれどもそれはきちんと把握し

ながらやっていくわけです。ただ１０年、１５年先のことをでは個別事業的に拾い出して、

これがどのくらいかかるからどうだこうだということはやっていません。ですので、さっき

議員がちょっと触れていただいた例えば投資事業の方でも、２８年以降は今の４０数億円が

２０億円になる。この２０億円の中でやっていこうという考え方ですね。それ以上は増やさ

ない、そういう考え方です。 

ソフトの部分につきましても、では何にこうだからどうだ、こうだということまで、と

ても１０年先のことは読めませんので、今のこうやっている部分に将来的に何パーセント

ぐらい増えていくのだろうとか、あるいは何パーセントぐらい減っていくのだろうと。そ

ういう見通しの中ですから、とっても１０年、１５年先の個別の事業まではやっていない

というのは事実です。 

それは総合計画のローリングの中で、例えば計画上予定されていても今年はこのことは

ちょっと・・・例えばですね、財政的に厳しいから断念をしてこっちの事業を選択しよう

とか、あるいはこの事業はやはりいろいろいったけれども必要ないとか、そういうことは

総合計画のローリングの中でやらせていただくという考え方です。ですので、相当間口を

広げて財政需要を見ながらシミュレーションをしているということではあります。 

○佐藤 剛君  ２ 地域主権改革と行財政運営 

時間がなくなりましたので多分これが最後となると思いますけれども。市長は財政計画、

そしてまた将来の財政負担、私が懸念しているところも具体的数字はないけれども考えてい

るのだと、こういうようなことで財政問題は大丈夫だとおっしゃるのですけれども、私はや

はり、私が今並べたようなところをちょっと将来的に、それにまたいろいろな事情が出てく

るわけなので、ちょっとやはりチェックする議会議員としては不安なところがあるわけです。 

ただ、だけれども市長には財政専門の職員さんもついていますし、結果的には大丈夫だ

しそうなると思うのですけれども。そうであるならば、そういう私が持っているような不

安、これは多分住民の方も持っていると思うのですよ。そういう不安を払しょくできるよ

うにもう少し親切な、もう少しわかりやすいような財政計画とか財政見通しが示されたら

な、というふうな私は感じがするわけです。そういう努力を私はもうひと頑張りしていた

だきたいと。 

そして、市の財政の共通認識の中で、議場の中で市の将来を議論するとか、市民ととも

に歩むとか、そういう努力を私は議会議員としてしたいわけでありまして、行政の方もそ

ういうようなことをやっていただきたいというふうなことを考えておるわけです。 

合併前、決して財政が豊かでない３町が合併しました。合併を機に今までできなかった

ことを合併特例債を活用して一気にやろうとして、新市建設計画でいろいろな夢を託した

わけです。したがって、基本的には必要なもの、できるものは何とかその合併特例事業で
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活用してやりたいわけであります。けれども、同時に私たち議員は、これから永遠に続く

市の将来のこともまた考えながら進める。そしてまた決めていかなければならないことも

やはり議会議員としての役割があるわけです。その辺、私たちが的確な判断ができるよう

な情報提供と、それができるような努力をもうひと頑張りしていただきたいというふうに

思いますので、最後にこのことだけをお聞きして終わりにしたいと思います。 

○市   長  ２ 地域主権改革と行財政運営 

おっしゃるとおりであります。私どもも例えば市政懇談会、今年も私が全般の市全体のこ

とだけは話しました。細かい話をしても全然、当然ですけれども数字的なことをぼんぼん言

ったって、書いたものを渡すわけでもありませんから。ですので、市の財政状況については

財政健全化計画は今年で終了ですけれども、７１億円の目標に対して約７６億円は達成でき

る。ですから市の財政については今ようやく、そう皆さん方からご心配いただかなくてもい

い結果が出る方向ですと。ただ、だからといってすべてのことはどんどんすぐできるという

ことではない。そういうことは申し上げてきました。 

そうして例えばシミュレーション的な部分の数値を広報とかに出しますね。ところが数

字はね出してもなかなか、我々だってあんなに数字をばっと並べられれば、あんなものち

っとも見たくないと思うので、非常に周知の方法というのは難しいと思いますけれども。

楽観論を述べるわけではありませんが、今、今の状況では市の財政は大丈夫ですというこ

とだけは申し上げてきました。ただ、理論的にこうなりますと確かに資料的なものがまだ

まだ不足しているという部分ありますので。これからは、全くその情報を隠匿しようなん

て気持ちは全くありませんから、公開をしながら皆さん方といろいろご意見を交わしてい

ければと思っておりますので、極力数値やそういうものを市民の皆さんにお知らせする方

法をまた考えていかなければならないと思ってはおります。以上であります。 

○議   長  質問順位６番、議席番号６番・黒滝松男君。 

○黒滝松男君  市民の皆さんご苦労さまでございます。それでは通告書によりまして質問

をさせていただきます。 

ディスポーザーの今後の取り扱いについて 

今回はディスポーザーの今後の取り扱いについてというふうなことでお願いをしたいと思

っております。このことにつきましては、市の要請を受けまして、生ごみの粉砕機ディスポ

ーザーでございますが、この導入に向けて平成１８年８月から１年間かけて城内地区の集落

で単体ディスポーザーを設置し、小型合併処理浄化槽へ直接流す実証実験を行ったところで

あります。 

 その実証実験調査検討委員会の報告書、これは平成２０年の１月に市長の方に提出という

ようなこと書いてありました。これによれば通常の状態でディスポーザーを使用するのであ

れば、浄化槽の機能低下を及ぼす影響はあらわれないと。一部ちょっとこう問題があったと

ころもあるようでございますが、通常使っていれば大丈夫というふうなことが出ておりまし

た。設置は可能であるというふうなことを書いてございます。 
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 また、厨芥系の生ごみが約４割、４０パーセント削減をされると、当然ごみの減量化が図

られるというふうなこと、また、ごみ処理の効率化、行政コストの削減が見込まれるという

ふうな結果が出ております。また、住民生活では利便性の向上、衛生環境面の改善、ごみの

搬出の労務の軽減、特に高齢者世帯といいますか、そういった方々のごみの搬出の労務が削

減できると。あわせて豪雪時、特に雪のいっぱいのときにステーションまでごみを持って行

かなくていけないわけですから、そういったことがなくなるわけではないのですが、軽減が

図られるというふうなことです。市全体を対象として設置計画を作成し、住民の意向を尊重

しながら利用可能な地域から設置していくことが望ましいというようなことを、報告書では

書かれてありました。 

 また、市報の９月号に下水道課からのお知らせとして、直接投入型ディスポーザーの設置

は禁止というようなことが出ておりました。直接投入型のディスポーザーを設置して下水道

に排水をすることは禁止されておりますと。下水道に接続する場合はディスポーザーを取り

外すか、また、国土交通大臣などが認定した廃水処理をしてから、生物処理等々を行ってか

ら排水しなければなりませんというふうなことが書いてありました。 

そこで質問に入るわけですけれども、１番目として市内で既にディスポーザーを取りつけ

ている世帯はあるのか否か。この実証実験世帯のほかのことでございますけれども。今イン

ターネット等々で調べてみますと、いつでもだれでも非常に簡単にといいますか安くといい

ますか購入もできますし、自分で簡単に取りつけもできるというようなことが書いてありま

す。そういった方がいるのかどうか。 

また、そういった方がいれば当然下水道のつなぎ込みのときにもまた問題になってくると

いうこともありますので、届出制等々を策定して実態の把握をしていかなければならないの

ではないかなと。下水道のつなぎ込みがこれによってまた遅れてしまっては大変なことにな

るわけですので、そういった実態把握をしていかなければならないのではないかというふう

に思います。これについてお伺いするものであります。 

２番目の実証実験集落の対応についてというようなことで、先ほど話したように平成１９

年に一応１年間の実験といいますかそれが終わってその後、今現在も継続してというように

なっておるわけです。検討委員会からは１回来ていただいて報告を受けたというふうに理解

をしておりますが、市の方からの今後の対応も含めて説明がなかったように聞いております。

もう１９年からというと３年も経過しているわけですけれども、ぜひ、きちんと今後の方向

も含めて集落の方に出向いて、今の市報のこともあわせてきちんと説明をするべきではなか

ろうかなと。また、してもらわなければならないと。 

集落の方では恐らく実験が続いているという認識がちょっと薄いのかなというふうに思わ

れます。使い方等々も３年も５年もすると大体こうちょっと忘れてくるわけです。きちんと

した使用をしないと問題が起きるというようなディスポーザーでございますから、そういっ

たことも含めて、集落の方に出向いて経過等々を含めて説明をしていただきたいというふう

にお願いをしたいと思っております。 
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それから実験集落の浄化槽そのものについては、年に１回でしょうか２回でしょうか、定

期点検をしてきちんとやってもらっていると思いますけれども、そこの家から浄化槽までの

配管といいますか、それがディスポーザーによってどう汚れが発生しているのか。それにつ

いて今まで１回も点検をしたことがないというふうなことを聞いておるわけですが、そこに

ついてはきちんとやはり浄化槽までのところを１回、ディスポーザーによってどう影響を及

ぼしているのかきちんと点検をして、清掃が必要であれば清掃をと。 

何もこれはただでということを言っているわけではありません。そういったことをきちん

と点検をしていかなければならないのではないかなと。と言いますのは、１カ月ぐらい前で

しょうか、新潟の方の業者だと思いますが、そういった清掃業者が各集落を回って汚れてい

るが清掃してはどうですかというようなことがありました。実際にこの集落でも２軒ほどそ

ういったことで清掃をしてもらったというふうな方がおるわけです。別に違法な行為ではな

いわけですけれども、市の方としてディスポーザーによって浄化槽までの配管の汚れ等々を

把握して、それによって先ほど話をしたような集落にもきちんと説明をして、今後どういっ

た対策が必要なのか等々をお願いしたいというふうなことでございます。 

３番目として実証実験調査報告書に基づきまして今後の市の対応というようなことで、市

報のことも先ほど触れました。市報の方では何行でしょうかね、５～７行か書いてありまし

たけれども、なかなかあれでは市民の方も理解が薄いというようなこともあります。きちん

ともう少しＡ４の１枚といいますか紙で、丁寧に今までの経過、また今後の対応について告

知しないと、なかなかあの告知では理解がちょっと得られないのではないかなというふうな

ことも考えます。そのことについてきちんと告知をしていただきたい。 

また、直接ディスポーザーをつけて流すことは、先ほども話したように非常に便利といい

ますか、特に高齢者の方には便利な機械でございますので、今、県それから国の方ではちょ

っと問題があるというようなことを聞いておるわけです。今後高齢化社会を迎えるに当たっ

て、各世帯に設置をしていけば、いろいろな意味で合理化も図られたり、労務の削減も図ら

れるというようなことで、今後の対応について市の方の考え方をお聞きしたいと思います。

壇上からは以上でございます。 

○市   長  ディスポーザーの今後の取り扱いについて 

黒滝議員の質問にお答え申し上げます。ディスポーザーの件であります。まず最初にこの

禁止広告、広報ですね、このことについて申し上げます。９月１０日の下水道の日というこ

とで、それにあわせて９月１日号で直接投入型のディスポーザーの禁止を掲載させていただ

きました。これはやはり直接投入が、後ほど申し上げますけれども、ちょっとまだ問題があ

るということであります。上出浦地区につきましては、実験期間でありますので当然ですけ

れども、もし、これからまたつけようという方がいらっしゃればそれはつけていただいて、

実験対象になっていただく方がありがたいのですね。いろいろの面で地区の不安やわからな

いことがあるということでありますので、日をみまして下水道課の方で説明に１回上がりま

すので、もろもろの件を含めてそれをひとつ今申し上げておきます。 
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 それから宅地内配水管の取り扱いであります。一般的には浄化槽以前、あるいは官民境界

のところからのボックス以前は、水道もメーター以前、これはいわゆる設置者の負担でやっ

ていただくということでありますので、維持管理あるいはどういう汚れが出ているかという

ことも含めて、一般的にはこれは設置者の負担、責任でやっていただくということでありま

す。しかし、上出浦地区のこの件につきましては、実験地区であって市の方でお願いしたと

ころでありますので、点検はこちらの方でやらせていただくということであります。 

 ただ、今一つですね、最近ここ２～３年ぐらいのような気がしますが、非常に、点検業者

といいますか、これが戸々にも回ってきていますね。そして汚れが相当ひどいと思われるか

ら点検した方がいいですと。そして汚れている場合はこのくらいの費用でこうしますああし

ますという、そういうのが大分出回っているのです。その言葉に惑わされないようにはして

いただきたい。 

ただ、やはり何年か経過しますと、管内部に付着物が生じることは間違いありませんので、

その辺がいつごろなのか、どうなのか。専門家の松原議員にでも聞きながらひとつ皆さんで

検討していただきたいと。何年ぐらいには点検した方がいいよとかですね、お願いしたいと

思っております。 

 本題に入ります。ディスポーザーの取り扱いでありますが、これは本当に私も普及したい

のです。これが全家庭に設置されるということになりますと、もう生ごみの焼却費用が大幅

に削減されるわけです。ですから私は、もし下水道の方で直接投入可能ですよということに

なれば、ディスポーザーの設置については補助金を出してでも設置したいという思いは持っ

ています。ですので、推進はしていきたいと。ただ、これからまた述べますけれどもちょっ

と問題点があります。 

今、市の方で下水道に接続する場合のディスポーザーは、結局前処理的なことといいます

か基準の浄化槽をまず設置して、それから下水道に流していただくということで、いわゆる

市の方の流域でなくて、市の方の下水道についてはそれで今一応許可はしております。 

市内でどのくらいディスポーザーつけている世帯あるかと、これがちょっと把握ができま

せん。聞いてもしていないと言うかもわかりませんし、わからないのです。個人が設置する

小型浄化槽、これに投入するディスポーザーは、市内の浄化槽組合が主体となって単体のデ

ィスポーザーの管理の動きが出ておりますので、ある程度の取りつけ実態の把握はできるだ

ろうと思っておりますが、一般的に市の公共下水道あるいは農集、これらにどのくらいの世

帯が取りつけているかというのはちょっと把握ができ得ません。さっき言いましたように調

べても、していませんと言われるとそれまでで、とても家の中まで踏み込んで調べてくるわ

けにもいきません。ちょっと把握ができ得ない。ただ、下水道の処理場の方に何か大きな影

響が出ているかというと、そういうことではないわけでありますので、ちょっとこの数値は

わからないということでご理解をいただきたいと思います。 

 実証実験集落、上出浦地区でありますけれども、この対応であります。１８年からさせて

いただいた中で結果としてごみの減量にもなりました。それから一部の浄化槽で若干水質基
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準を上回る結果出ましたけれども、これは一過性だというふうに考えておりまして、心配さ

れておりました汚泥の量の増加、これについても実験期間では影響なかったと。この実験期

間がちょっと短かったので汚泥量については今現在も実験を続けさせていただいております。 

それから、これから実証実験の結果を踏まえて将来的に、今触れております前処理をしな

いで直接投入ができないか、これを検討しているところでありますので、引き続き上出浦地

区につきましては実証実験と位置づけて、直接型のディスポーザーをさっき言いましたよう

にどうぞやっていただいて、それを今度は実験として使わせていただくという方向ですので

お願いを申し上げます。 

 今後の対応であります。先ほどちょっと触れましたように前処理を行いますと、市の下水

道も、県の流域下水道も下水道投入はいいということを言っておりますけれども、この前処

理というのが非常に難しいものですから、できれば直接投入ができないか検討しているとこ

ろであります。 

県の流域下水道の方では、管渠内での堆積物の増加、硫化水素の発生、それからそれに伴

う管渠の腐食のおそれ、処理能力の低下、運転管理費の増加、こういうことが懸念をされる

ということで、今のところ直接投入は認めていません。しかし、直接投入をさせていただき

たいということで今、県と協議中でありますので、方向性が見えましたら市の下水道と県の

流域下水道間で不公平感が出ないように対応しながら進めていきたいと。極力このディスポ

ーザーをつけられる方向で努力させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願い

申し上げます。以上であります。 

○黒滝松男君  ディスポーザーの今後の取り扱いについて 

前向きな意見をありがとうございました。２～３ちょっと確認といいますか質問をさせて

いただきます。今、１番目の取りつけている世帯はあるかないかは、把握できないというふ

うな回答でございました。当然なかなか調べるのも大変だと思いますし、つけていてもそれ

を、というようなことは大変だと思いますが、ある自治体では届出制を義務化して、届出を

しなさいというふうなことをやっているところもあるようでございます。いろいろな自治体

の対応があるみたいですけれども、先ほども話しましたように実際それをつけて、許可なく

流していることがもしあれば問題になるわけです。そういった届出制といいますか、そうい

ったことを各自治体のあれを見ますと、要綱的なものを作って届出をしていただきたいとい

うようなことを告知しているようでございます。できない、できないではなくてそういった

ことで把握をしていった方がよいのではないかと。恐らく、予想ですけれども、つけている

方もいるのではなかろうかなというようなことが考えられますので、もう１回その点をご答

弁お願いしたいと思います。 

○市   長  ディスポーザーの今後の取り扱いについて 

さっき最初の方の答弁で申し上げましたように、流域下水道についてまだ認めてもらって

いないのです。ですから、届出を義務化しろといったって、届出を義務化すればそれは投入

を認めたということですから、できないのです。届出すればつけていいですよということに
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なりますよね。つけてはならんのだけれども届出しろなんて、それはできませんので、そこ

が今ちょっとでき得ないでいると。 

ですから早く県の流域下水の方で投入結構ということが出れば、当然今おっしゃったよう

に届出をする。あるいは補助金を出してでも設置をしてもらうという方向を模索していかな

ければならないと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

○黒滝松男君  ディスポーザーの今後の取り扱いについて 

１番目のことはわかりました。２番目の方の集落の対応についてというようなことですけ

れども、早速説明に出向くというようなことでありがとうございます。あわせて浄化槽まで

の点検ですね。これについては決してすべて無料にせいというようなことを言っておるわけ

ではなくて、そういった訪問といいますかそういった方もいるわけです。なかなか特に年配

の方といいますかはそういったふうに来られると、「じゃあ、やっぱりやってもらわんばだめ

んがだな」というのが往々にしてあります。 

そういったことを防ぐためにも、市の方で少なくても１年に１回ぐらい点検をして、これ

は清掃の必要性があるというようなことがあれば言っていただければ、有料で清掃してもら

えばいいわけですから、そういったことをやっていただきたいというようなことです。すべ

て何でもかんでも無料にしてやっていただきたいとのことではありませんので、ご理解をお

願いして、なるべく早く集落の方に出向いて説明をし、点検の結果も含めて集落の方に出向

いていただきたいと思います。その辺についてもう１回答弁をお願いいたします。 

○市   長  ディスポーザーの今後の取り扱いについて 

日程等、具体的な件について企業部長がおりますので、考え方があればこの後答弁させま

すけれども、基本的には先ほど触れましたように説明をさせていただきたい。それから前の

管、浄化槽までの管ですね、管路の点検はさせていただいて。議員、おっしゃっていただい

たようにその清掃まで全部ということにはなり得ませんけれども、ちょっと清掃した方がい

いとか、そういうことについてのお手伝いはさせていただこうと思っております。企業部長

が、いや清掃までみんなやるがだと言えばしますけれども、この後、企業部長にその辺も含

めて答弁させますのでよろしくお願いいたします。 

○企業部長  ディスポーザーの今後の取り扱いについて 

年に今４回の点検を行っております。大体３カ月１ぺんかな。そんなことで点検をしてい

るそうですので、その１回を先ほどお話があった浄化槽から処理水が出る場所までの管を点

検させていただきたいというようなことで、まだ大丈夫だとか、そこらあたりの判断をさせ

ていただきたいと思っていますので、よろしくひとつお願いをしたいと・・・（「説明の日程

はわかっているのか」の声あり）説明はそのときに集落の皆さんと一緒に、集めた中で一番

最初に説明をしてからそれを点検させていただきますので。今までの経過も踏まえた中で説

明をさせていただいて、そういう不安的な要素がある場合も、皆さんからまた実の声が聞こ

えるかと思いますので、一たんおじゃましてその後の対応についてもそこでお話してくると

いう形をとらせていただきたい。（「いつごろ行かれるかというのは」の声あり）いつでもい
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い。担当もしょっちゅう行っていますので、そこらあたりを担当と踏まえて決定させていた

だきますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○黒滝松男君  ディスポーザーの今後の取り扱いについて 

ありがとうございます。先ほど話をしましたように平成１８年ですから１９、２０、２１、

２２というふうなことで、もう４年経過するところです。資料等々を見ますと、おおむね５

年間と。機械の耐用年数が５年前後というようなことを書いてありますので、それももう間

もなくというようなことになるわけですから、ぜひ、別に明日、明後日なんてことは言いま

せんので早急にお願いをしたいと思っております。 

 それから３番目の件につきましては、最初に市長の方から答弁がありましたし、なるべく

早くそういった形で直接可能であれば流してと。そういったごみの削減も図られますし、何

回も言うようですが特に高齢化を迎えて、そういった方のごみ出しの労務が軽減できるとい

うようなこと。それから一番はやはり台所の衛生といいますか、環境といいますか、そうい

ったことが改善できるわけです。ぜひ、そういった方向で早く、市全体がそういったことに

なればいいなと、また、していただきたいというようなことをお願いして質問を終わります。

以上です。 

○議   長  質問順位７番、議席番号２４番・岡村雅夫君。 

○岡村雅夫君  通告にしたがいまして一般質問を行います。 

公契約条例制定の取り組みを 

今回は公契約条例制定の取り組みをということで質問をいたします。千葉県野田市は、平

成２１年９月議会において全国初の公契約条例を全会一致で可決し、平成２２年２月１日今

年ですが施行いたしました。市発注の建設工事や業務委託を請け負った業者に、市長が別に

定める賃金の最低額以上の支払いを義務づける条例であります。公共事業については国の定

めた積算単価を基準に定めたそうであります。 

この条例を作るに当たっての背景としては、入札方法は長年にわたり指名競争入札が主流

で、より透明性や競争性を確保する方法として一般競争入札方式を導入するなど、改革が進

められてきているところであります。野田市でも市内業者の育成と市内経済の活性化を図る

観点から、地域要件等を加えての制限つき一般競争入札方式が実施され、改善に寄与してい

るところであります。当南魚沼市でもほぼ同じ経過をたどっているところであると思います。 

 一方で過度の競争入札により低入札価格が増加し、受注業者の経営がひっ迫し、建設工事

や公共サービスの品質低下が懸念される新たな弊害が出てきたそうであります。また、下請

業者や労働者へのしわ寄せが行き、労働者の賃金の低下を招く状況になっていたそうであり

ます。市長は同級生の大工や左官の人から、手間賃が下がってこのままいったら後継者が育

たない。役所の仕事も価格が下がってきているという話があったそうであります。また、市

が委託している清掃業務を見てみましても、もしかしてこれ最低賃金に近いのではないのか

なというふうに感じたそうであります。南魚沼市の現状はいかがでしょうか。 

公共事業の発注あるいは物品購入、委託業務、また今日もございましたが指定管理者制度
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において、財政再建、財政の効率化の追求から官製ワーキングプアが起こっていないでしょ

うか。国や自治体が発注する事業にかかる労働者は１,０００万人。対ＧＤＰ――国内総生産

ですが――の比で１５パーセント７５兆円ともいわれているそうでありますが、公契約にか

かわる労働者の賃金の底上げは、地域循環型の消費構造につながり大きな経済波及効果をも

たらすといわれています。受託業者にとっても、適正な利潤を確保し健全な経営を保障する

ことにもなります。新たな産業の創造はなかなか大変な時代でありまして、一時的な刺激策

だけでは立ち直れないほど景気は冷え込んでいるのではないでしょうか。基幹産業の農業情

勢も大変で、大幅な米価の下落が予想される今日であります。デフレスパイラルに陥ってい

かないように、市の公契約条例を制定について取り組むべきときと思うが所見を伺います。 

限られた財源の執行が幾重にも市内を循環する社会を構築していこうではありませんか。

適正な賃金の支払いが担保され、下請業者がきちんと経営していける価格で元受け業者が落

札することが重要といわれておりますが、この条例制定で市の役割を発揮するときと思いま

すが所見を伺います。 

○市   長  岡村議員の質問にお答えいたします。 

公契約条例制定の取り組みを 

公契約条例、この一番の問題点といいますか、これはですね、本来労働者の賃金の底上げ

といいますか、これについては全体的な問題でありまして、一部の公と契約を結ぶ業者だけ

がこれは担保された、あとはだめだという話ではやはり困るわけであります。これはやはり

法的にきちんと対応すべきだろうという思いでありまして、今、私たちの市でこの公契約条

例制定ということは考えてはおりません。 

そして私たちの市ですと、今、最低制限価格の設定基準はやっておりますし、この引き上

げも実施してきました。ですので、例えば一部ちょっと報道されておりますような最低制限

価格入札者でくじ引が常態化しているというような低入札の状況は、今の市内には出ており

ません。そういうことでただ、去年ですか、旧ごみ処理場の解体ではこれは制限価格を設け

ませんでした。環境省の方でこれは設けるべきでないということでしたので設けませんでし

たが、大幅な低価格といいますかで落札をして、ただ仕事そのものはきちんと問題なく履行

したということであります。 

市内の業者も２社ほどそこに共同企業体的に、あるいは下請的に加わっておりましたけれ

ども、一時は相当深刻な場面も想定されましたが、結果としてはそう深刻な状況には陥らな

い。その親会社の方がある程度きちんとしたということだろうと思っておりますが、そんな

状況が見えておりました。 

 野田市の件については私が申し上げるまでもありませんで、いろいろな条件の中でこれを

制定した。これは全国でも初めてだったと思いますし、非常に脚光を浴びましたけれども、

よくよく考えると冒頭私が申し上げましたように、その市や、いわゆるこれは市ですから、

市ですね、市と契約を結ぶ業者だけがこの該当で、あとの皆さんは、それではあるいは県の

工事になればそれは全然別だとか、そういうことになりますとちょっとやはり不公平感的な
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部分も出ますので。 

我々は当然でありますが、市の仕事をしていただく皆さん方にはきちんとした適正な賃金

を支払ってもらう。そういうことは強く要請しておりますし、もしですね、もしそこにお勤

めの労働者の皆さん方から、例えば内部告発的にこういうことがあるというようなことがあ

れば、これは強く指導していかなければならないと思っておりますが。今のところそういう

状況も確認はしておりませんので、そう問題なく賃金の支払いはやっているのだろうと思っ

ておりますが、議員が何かまた別の情報ございましたら教えていただければ適性に対応させ

ていただきたいと思っております。以上であります。 

○岡村雅夫君  公契約条例制定の取り組みを 

市長が今冒頭に申されました問題点というところで、一部業者とかあるいは地域に限定し

てとかという話でありますが、野田市の条例制定たる経過をいろいろな文書、書類を読んで

みますと、やはりこれはもっと崇高なものでありまして、本来なら国がやるべきことである

と。そして市長会をとおして国に要望をあげた。しかし動きがないと。ならば、市から地方

からそういう意向をあげて、そして国の体制を変えていこうと。そういう崇高な前文が載っ

ております。ですから私はそれを各市段階でやれば、あるいは隣市もやればということにな

っていくのではないかなというふうに思っておりますので、そう端的に問題点ということで

却下するような話の内容ではないというふうに、私はとらえていただきたいなとまず申し上

げておきます。 

 そして最賃を見直しているとか、それなりに賃金がいっているものだという考え方をして

おりますが、それを私はお願いしたいという、その実態調査をきちんとすると、それが条例

にちゃんと盛り込まれているという内容であります。要するに市が調査をすると。要するに

賃金の報告義務がまずあるのですね。労務管理をした中での賃金の報告義務があると。そし

て今、市長が言うように、内部告発なりそういったいろいろな条件があったときには調査に

も入れるということであります。 

そして業界ではいろいろ多重に下請制度とか、そういう形になった重層下請というような

言葉があることをご存じだかと思います。そうすることによって段々中間的な、元請もです

が、中間的な搾取と申しますかぴんはねが当然起きるわけでありますし、そうすることによ

って末端の労働価格までも波及してくるとこういうことであります。それをやはりきちんと

発注者責任の上からも調査をできる、そういった条例をつくってはどうかということであり

ますので、ひとつ所見を伺いたいと思います。 

 また、今、市が全面的に取り組んでいると申しますか、今日午前中一番最初の質問にもあ

りましたけれども、指定管理者制度とかそういうことが随時取り組まれていくという中で、

やはり財政を考えますと順々に――要するに指定管理の場合は５年とか１０年でありますけ

れども、業務委託なんかでいくと毎年入札なり改定がされるわけですね。業者の選定がされ

るわけでありますが。その時点で段々と予算が削られてきているということが一般的な例の

ようでありまして、そういった中でやはり削減されますと労務費に大体そのしわ寄せが行く



 - 75 -

と。 

そして指定管理もそうですけれども、大体期間を限定していますので長期雇用という形で

はなくて臨時的な職員、あるいは忙しいときにパートで頼むとかというようなそういった形

態が出てきますので、非正規職員が増えてくるということでありまして、そして昇給もなし

というような例が間々あるそうであります。そうしますとその価格が低賃金化していくとい

う悪循環を、ということだそうです。 

この条例の中では大体国が決める設計労務単価ですか、設計労務単価の大体８割を下らな

い、それ以上を払う義務が明記されております。そしてまた清掃業務等のそういった業務委

託の部分に関しては、市の１８歳初任給の用務員関係の方々ということを基準にしているそ

うですが、１８歳初任給の給与を下回らないようにというようなことが明記されているわけ

であります。要するに最低を、最賃ではなくて市が決めた最低以上を払いなさいとこういう

ことでありますので、非常にしっかり担当の方も読んで多分回答をしていると思うのですけ

れども、そういったちょっと今までにないものでありますので、ぜひ私は関心を持っていた

だいてやっていただきたいというふうに思います。 

今、円高でどうのこうのとか、いろいろ言っていますけれども、非常に日本が今、立ち直

れない原因というのは、大体大手はリーマンショック以前に回復したそうであります。あと

９割までは回復しているそうであります。あと１割が回復しないと。その原因は中小企業だ

そうです。中小企業の部分がこの賃金抑制、デフレスパイラルでどうしても元へ戻らないと

言う経済学者が、つい先日たまたま聞くことがありまして聞いたわけでありますが。大手の

輸出というか多国籍企業並みの企業はもう回復をしているということだそうでありますが、

この賃金の上昇が内部の需要を喚起し、そして景気を高揚させるということは明らかなよう

であります。その点、入札あるいは指定業務委託、指定管理者委託、そういうものに関して

私はぜひ、指定あるいは入札契約のみでなく、その先にまでひとつ責任を持って関与する条

例はいかがなものかというふうに思いますが、ひとつ所見を伺います。 

○市   長  公契約条例制定の取り組みを 

野田市の件につきましては、前段はそのとおりでありまして、私も、議員は当然ご承知で

ありますから、いろいろのことは野田市の紹介は省いたわけであります。一つ申し上げます

と野田市の方では、予定価格が１億円以上の工事、又は製造の請負の契約、そして予定価格

がまた１,０００万円以上の工事又は製造の請負契約、このうちに市長が定めるものについて、

というまた部分があります。ですから、全部ということではありませんが、当然いろいろ例

えば国に言ってもらちがあかないと。我々の指示でやってしまえと。こういうことあるわけ

ですね。例えば子宮頸がんなんかそうですよ。まだなかなか国が実施に踏み切らない。では

やってみようと。そして動いていれば来年度から国がちょっとは何か補助金を出してやると

かという方向にいくと。 

そういうのもありますが、この部分につきましてはいわゆる、議員もご承知のとおりいろ

いろのことは全部性善説で成り立っているのですね。ですから、そういう不正なことをやる



 - 76 -

人がいるだろうから、こうしましょう、ああしましょうということは余りないのです。それ

は、例えば賃金であれば最低賃金で、これはもう法律で設けられているわけですから、これ

を下回ればこれは法律違反ですね。設計単価というのはこれは基準でありまして、それをど

うでも払わなくては法律違反だということにはならないわけですけれども、やはり適正な単

価で。 

ですので、そこをですね、そこへまた、いわゆる法があって、何ていいますかグレーでは

ないですけれども別のゾーンがあって、そこへまた法ではないその条例を持ち込むというこ

とが、非常に私は抵抗があるということでありますし、我が市内の業者がそういうことを平

然と行っているということは余りないものだろうと思っておりますので、そこまでのことは

必要ないだろうと、そういう思いであります。 

 実態調査をしてみろということでありますが、どういう業種にどういう実態調査をすれば

いいのかちょっとわかりませんけれども、される調査があればこれはやってみなければなら

ないと思っております。 

 下請ですが、一時的に仕事がない場合は下請、孫受け、やしゃご受けでも結構ですけれど

も、とにかく金の額なんか言っていられないと。仕事を探すことが先決だというような部分

も一時あったのです。私たちの市内ばかりではなくてですよ。何せ景気が悪過ぎて従業員を

抱えたまま何の仕事もさせないでなんてやってられないから、ちょっとぐらい安くたって仕

方ないから仕事を請けようと。こういうことがあったわけですが、今度はここで例えばそう

いうことをきちんとやってしまうと、そういう仕事すら請けられないという部分も出るわけ

です。損を覚悟でやろうという人はですよ。だってそうでしょう、そうなってしまうのです

から。 

ですので、いい部分もあればやはりちょっと影の部分もありますので、条例を制定しなく

てもとにかく何とかできるようにはしたいとそういう思いです。どうしようもないような状

況が出るという予測が立てば、条例であれ、法律は我々が作りませんけれども、条例で規制

するとかそういうことはやっていかなければならないと思います。けれども、そういう状況

の中ではないだろうと今は思っております。 

 それから指定管理者の方で毎年予算が減らされると。これ、そういう何かお話でなかった

ですか。（「業務委託の場合」の声あり）業務委託はちょっとやはり最低部分というのは今度

設けていかなければならないと思います。安ければいくらでもいいやということでなくて、

これはやはり最低制限価格的なものは設定をしながら、業務委託の方もきちんとやっていか

なければならない。そう思っておりますので、それをすぐに検討に入らせていただきたいと

思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

○岡村雅夫君  公契約条例制定の取り組みを 

今ほど業務委託については調査ということでありますので、そういったいろいろなこと。

購入であろうが、印刷委託であろうがというそういう形で、非常に厳しいという話は実際請

けている方もするわけでありますのでひとつ。私はその推移を見て、これで本当に従業員に
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賃金をきちんと払っているのかな、というようなやはり疑問を持っていただきたいなという

ふうに思っています。 

今ほど仕事がないから、採算は合わないけれども遊んでいるよりいいからしようという、

それがデフレスパイラルの元になるということなのです。賃金がどんどん下がっていくこと

につながるということでありますので、そういうものの歯止めをかける役割を公でできない

かということであります。 

条例が、最低賃金法があるという話でありますけれども、今の最賃でやっている人がどの

程度楽だかということですが、それが例えばそれだけが収入だったとするならば、生活保護

世帯並みだったとかと。あるいはこの辺で今、職につくということになるとなかなかあれで

すよ、自分の車がなければ通勤ができないとかと。本当に諸掛りがする中で、そういった賃

金不安定職種、あるいは不安定雇用、あるいは最低賃金並みの給与ということは大変な問題

ではないかなというふうに思って、私はそういうところにひとつ目を向けてはどうかという

ことでお話したわけであります。 

 では一つ、例えば市が発注した仕事ということで一例を、いい機会ですので話をしたいと

思います。例えばいろいろ議論があった認定こども園ですね。いろいろユニークな設計でそ

れなりにコストがかかるということでありました。しかし、あれだけいろいろ議論があった

中で、市長の報告でもありましたが、地鎮祭、安全祈願祭の報告をされたときに、建築を請

け負った業者の皆さんに、実際いわゆる確認したことと違った状態が発生したときは、すぐ

に連絡してくださいということを申し上げてきましたと。別に設計変更をするとか云々では

ないが、というようなことがありますけれども、泣き泣き例えば１,０００円でできると思っ

たものが１万円もかかってしまったとか、これは極端な例でありますけれども、結果大変な

赤字になったとか、こういうことが発生しないように市としても万全の努力をさせていただ

きますというようなこういった言葉を述べてきた、というような報告があったわけでありま

す。 

そういった中で私は、ではそれで契約をした元請さんが、では、一に入り微に入り細に入

りそういう報告をするかというと、そうでは私はないと思うのです。やはり一端の企業であ

りますので、その中でいかにして上げるかということに努力されると思うのです。そうした

中で、本当にではこのユニークな部分というのは、それなりの価格で上がったのかどうかと

いうやはり責任もあると思うのです。発注者責任というのが。そういう点からしてみて、私

はいい機会でありますので、まず労務単価だけでもいいですが、そういった形でやってみて

はどうかなと。 

それも条例がない、法律が何らかの根拠がないからそれはできないということでまた話は

振り出しに戻ると思うのですけれども。そういった発注者と元請責任、あるいはいろいろ設

計責任等もあろうかと思いますが、私はそうでなくて市が発注したということでありますの

で、やはり調査をしても過言でない。これだけのいろいろ議論の末のことでありましたので、

私はひとつ検討の余地があるのではないかなというふうに思っております。 
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 もうちょっと時間がありますが話をします。雇用の安定、あるいは仕事がない、働く場が

ないという、その人のいろいろの条件もあろうかと思いますけれども、非常にやはり仕事と

いうのはないというふうに言われているかと思います。私はそうすることによって、所得が

落ちるということはやはり税収も落ちますし、あるいはもっとあれば生活保護世帯等も増え

ていくわけでありますので、やはり公として何ができるかということを探る中では、これは

一考を要する問題だなというふうに私は思います。 

それは市がやる仕事のみではないかという話でなくて、そのお金が４０数億円という公共

事業、そのほかに委託費、購買、いろいろあると思います。そういうお金をするとかなりの

額のお金がやはり市内を駆け巡るわけであります。私は健全な形でそういった適正な価格で

お金が回ることが、ゆっくりであろうかとは思いますけれども、そういった一つの景気浮揚

の刺激になるのかなと。そしてそれが基準となって、また民間の賃金もそれなりに底上げが

できていくということが、私は期待できるというふうに思うわけであります。そういう点で

最初の問題というとこだけで終わらない形をとっていただく気はないか、ひとつお聞きして

終わります。 

○市   長  公契約条例制定の取り組みを 

お答えいたしますが、最初触れていただきました下請、孫請けの部分ですね。これを例え

ば制限して、今、例えば１,０００万円かかるやつを３００万円でさせてもらうと。下請か孫

請けですね。そのお金が今、例えば契約ができなければ会社はつぶれるとか、回らないとか

というそういう状況だってたまにはあるわけです。それをでは条例等で、そんなことはだめ

だなんて言って、それはやはりできませんよ。（「それが労務費につながる」の声あり）そう

いうことはでき得ないのです。ですので、一片的な事例だけでということではありませんけ

れども、そういう状況のところまで公が踏み込んで、法律や条例で規定をするということ自

体が、私はちょっと無理があるのではないかとそういう思いなのです。また思いが別になれ

ば別ですけれども、そういう思いです。岡村さんとはそこがちょっと違います。 

 それから認定こども園の件ですけれども、これは私たちは強制的な調査権なんてありませ

んので。ですけれどもあれですよ、本当にそうおっしゃるならいろいろ聞いてみますよ。ど

うやっているか。こういうことを具体的にあげて言っている方もいらっしゃいますからとい

うことで言ってみますし。それから私は元請業者の皆さんには、いわゆる設計上でこうだっ

たけれども現場の中では相当な乖離が生じたとかですね、単価的にはこうであったけれども

その倍も払わなくてはものが購入できなかったとか、そういう事態が生じればちゃんと対応

しますから、きちんと報告はしてくださいということ申し上げたので、今のところまだそう

いう状況にはなっていないということだと思っています。 

それからあれはちょっと思い違い、行き違いの中で一度入札執行ができなかったというこ

ともありますけれども、再度きちんと説明した中では一応納得をして、そして入札に臨んだ

ということでありますので、そういう方向性は出ないと思っていますけれども、出ればそれ

はきちんと対応するということを申し上げたところであります。 
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 いろいろ議論はありますが、私たちも安い金だけで皆さんを使っていいなんていうことは

全く考えておりませんので、当然適正な賃金で働いてもらって、それがうまく循環をして。

そのことの思いは一つでありますから、その方法論としてのことはいろいろありましょうが、

そういう方向が見えるような形は一緒になって、一緒にはなれないかもわかりませんが模索

をしていかなければならない、そういう思いであります。（「一緒にやれますよ」の声あり） 

○議   長  ここで消防長より、７番・中沢議員の答弁保留がありまして、それに対し

ての発言を求められておりますのでこれを許可します。 

○消 防 長  先ほどの中沢一博議員さんの熱中症の質問でありますが、氷、アイスは救

急車にはあるのかということですが、署の冷凍庫の中に保冷剤いわゆるアイスノン的なやつ

を保冷容器の中に入れて、それで出動をしているという状況であります。以上です。 

○議   長  お諮りいたします。本日の会議はこれで延会したいと思いますがご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、延会することに決定いたしました。これで延会いたします。 

○議   長  次の本会議は明日９月１４日午前９時３０分より当議事堂で開きます。大

変ご苦労さまでした。 

（午後４時４５分） 
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